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備 考

125 単位

演習 実験・実習 計

保健医療学部
看護学科

70 科目 19 科目 12 科目 101 科目

３　名称の変更

　　　平成26年4月名称変更予定

　　　　大学院経営学研究科

　　　　　情報管理学専攻→経営学専攻　　　（平成25年7月届出予定）

教育
課程

新設学部等の名称
開設する授業科目の総数

卒業要件単位数
講義

　　　大学院経営学研究科情報管理学専攻

　　　　博士後期課程（廃止）　　　（△ 3）（平成25年3月届出済み）

　　　　　※平成26年４月学生募集停止

２　入学定員の変更

　　　大学院経営学研究科情報管理学専攻

　　　　博士前期課程〔定員減〕　  （△10）（平成25年5月届出予定）

同一設置者内における
変 更 状 況
（定員の移行，名称の変
更 等 ）

１　学生募集の停止

　　　経営学部経営情報学科（廃止）（△80）（平成25年3月届出済み）

　　　　　※平成26年４月学生募集停止

　　　大学院法学研究科法学専攻

　　　　博士後期課程（廃止）　　　（△ 3）（平成25年3月届出済み）

　　　　　※平成26年４月学生募集停止

計 4 80 － 320

平成26年4月
第1年次

岐阜県瑞穂市穂積
1851番地の1

　看護学科
(Department of Nursing)

4 80 － 320
学士

(看護学)

(School of Health
Sciences)

学位又
は称号

開設時期及
び開設年次

所　在　地

保健医療学部
年 人 年次

人
人 　　年　月

第　年次

大 学 の 目 的

　朝日大学は、教育基本法並びに学校教育法の趣旨を尊重してその条項に従
い、一般教養及び専門学術の理論並びにその応用を教育研究し、知的、道徳
的教養をもつ有為の人材を育成するとともに、広く知識を世界にもとめ、教
育、学術研究の国際交流をはかり、高度の教育目的を達成し、学術、文化の
向上と社会の発展に寄与することを目的とする。

新 設 学 部 等 の 目 的

　保健医療学部は、本学の建学の精神である「国際未来社会を切り開く社会
性と創造性、そして、人類普遍の人間的知性に富む人間の育成」に基づき、
大学４年間で確かな学士力を身に付けることを基本とし、保健衛生学の専門
知識並びに高度な医療技術及び社会人としての豊かな学識と技能を体系的に
教授研究し、高い倫理観と豊かな人間性と国際性を兼ね備え、社会に貢献で
きる人材を育成することを目的とする。
　看護学科は、人を思う心をもって人間関係を構築する力、自己研鑽して未
来を切り開く力、社会に貢献し変革する力を持ち、あらゆる健康レベルにあ
る人のニ－ズに対応できる看護職を育成する。

新
設
学
部
等
の
概
要

新 設 学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

フ リ ガ ナ 　 ｱｻﾋﾀﾞｲｶﾞｸ

大 学 の 名 称 朝日大学（Asahi University）

大 学 本 部 の 位 置 岐阜県瑞穂市穂積1851番地の1

計 画 の 区 分 学部の設置

フ リ ガ ナ 　 ｶﾞｯｺｳﾎｳｼﾞﾝｱｻﾋﾀﾞｲｶﾞｸ

設 置 者 学校法人朝日大学

別記様式第２号（その１の１）

基　本　計　画　書

基 本 計 画

事 項 記 入 欄
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大学全体

大学全体

大学全体教室等

講義室 演習室 実験実習室 情報処理学習施設 語学学習施設

53 室 32 室 20 室
6 室 2 室

（補助職員 5 人） （補助職員 1 人）

　50,642.69㎡　         0㎡　         0㎡　 　50,642.69㎡　

  （50,642.69㎡） （        0㎡） （        0㎡）  （50,642.69㎡）

合 計 33,819.91㎡　 118,019.88㎡　 0㎡　 151,839.79㎡　

校　　　舎

専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

0㎡　 129,996.31㎡　

そ の 他 8,410.48㎡　 13,433.00㎡　 0㎡　 21,843.48㎡　

61,872.31㎡　 ※共用先名称：
朝日大学歯科衛生士
専門学校
　収容定員：210人
※借用地面積：
432.00㎡
貸与者：
松波利子、松波節子
借用期間：
平成11年4月1日から
満20か年

運 動 場 用 地 12,920.00㎡　 55,204.00㎡　 0㎡　 68,124.00㎡　

小 計 25,409.43㎡　 104,586.88㎡　

校
　
　
地
　
　
等

区　　　分 専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

校 舎 敷 地 12,489.43㎡　 49,382.88㎡　 0㎡　

計
573 3 576

(573) （3） （576）

そ の 他 の 職 員
426 0 426

(426) （0） (426)

図 書 館 専 門 職 員
6 0 6

(6) （0） (6)

（3） (140)

技 術 職 員
4 0 4

(4) （0） (4)

教
員
以
外
の
職
員
の
概
要

職　　　種 専　　任 兼　　任 計

事 務 職 員
137     人 3      人 140     人

(137)

6 493

(94) (46) (52) (56) (248) （1） (471)
合　　　　計

95 48 53 60 256

0 436

(87) (43) (43) (54) (227) （0） （436）
計

87 43 43 54 227

0 6

（0） （0） (3) （0） (3) （0） (6)
留学生別科　日本語研修課程

0 0 3 0 3

0 7

(4) （0） （0） （0） (4) （0） (7)
教職課程センター

4 0 0 0 4

387

(48) (22) (34) (54) (158) （0） (387)

(12) （0） (11)

歯 学 部　歯学科
48 22 34 54 158 0

　　　　　ビジネス企画学科
8 2 2 0 12

(8) (2) (2) （0）

　経営学部経営情報
学科は、平成26年4
月学生募集停止

(6) (3) （0） （0） (9) （0） (5)

0 11

(16)

　　　　　経営情報学科
6 3 0 0 9 0 5

0 21 0 16

(8) (11) (2) （0） (21) （0）

20 0 4

(13) (5) (2) （0） (20) （0） (4)

既
 
 
 
設
 
 
 
分

法 学 部　法学科
13 5 2 0

経営学部　経営学科
8 11 2

29 6 57

(7) (3) (9) (2) (21) （1） (35)

(9) (2) (21) （1） (35)

計
8 5 10 6

人

保健医療学部　看護学科
8 5 10 6 29 6 57

(7)

助手

新

設

分

人 人 人 人 人 人

(3)

教
員
組
織
の
概
要

学　部　等　の　名　称
専任教員等 兼 任

教 員 等教授 准教授 講師 助教 計
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申請学部全体

大学全体での共用分

 図書 276,806冊

 雑誌 3,511種

 電子ｼﾞｬｰﾅﾙ､ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

　　5,232種類

0.93
平成13
年度　日本語研修課程

1.28
昭和52
年度　歯学専攻博士課程

留学生別科
1 60 － 60

0.11
平成9年
度　博士後期課程

歯学研究科
4 18 － 72 博士(歯学)

平成7年
度　博士前期課程 　平成26年4月か

ら、経営学研究科情
報管理学専攻博士前
期課程の入学定員変
更(20→10)

　情報管理学専攻
3 3 － 9

博士(情報管
理学)

　情報管理学専攻
2 20 － 40

修士(情報管
理学)

0.15

平成6年
度

　平成26年4月か
ら、経営学研究科情
報管理学専攻博士後
期課程の学生募集停
止

　博士後期課程

経営学研究科

平成4年
度

　博士前期課程

　法学専攻
3 3 － 9 博士(法学) 0.55

岐阜県瑞穂市穂
積1851番地の1

　平成26年4月か
ら、法学研究科法学
専攻博士後期課程の
学生募集停止

　法学専攻
2 10 － 20 修士(法学) 0.25

0.88
昭和46
年度

法学研究科

0.88
平成14
年度 　歯学部は、募集人

員128人（平成元
年度から）歯学部　歯学科 6 140 － 840 学士(歯学)

　ビジネス企画学科 4 150 － 600 学士(経営学)

　経営情報学科 4 80 － 365
学士(経営情
報学)

0.35
平成3年
度

　平成26年4月から､
経営学部経営情報学
科の学生募集停止　経営学科 4 120 － 560 学士(経営学) 0.75

昭和60
年度

昭和62
年度

経営学部

倍

法学部　法学科 4 150 － 600 学士(法学) 0.86

学位又
は称号

定　員
超過率

開設
年度

所　在　地

年 人 年次
人

人

 － 千円

　私立大学等経常費補助金、資産運用収入、雑収入　等

既
設
大
学
等
の
状
況

大 学 の 名 称 　朝日大学

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

　－ 千円

学生１人当り
納付金

第４年次 第５年次 第６年次

 1,725 千円  1,425 千円  1,425 千円  1,425 千円  － 千円

　－ 千円 　－ 千円 ※図書購入費には、電
子ジャーナル、データ
ベースの整備費（運用
コストを含む。）を含
む。

設 備 購 入 費 228,475千円 5,418千円 6,751千円 7,100千円 7,449千円 　－ 千円

14,230千円 14,230千円 　－ 千円 　－ 千円

図 書 購 入 費 17,000千円 15,418千円 3,751千円 4,100千円 4,449千円

第６年次 ※共同研究費等は、大
学全体教員１人当り研究費等 510千円 512千円 512千円 512千円 　－ 千円 　－ 千円

第２年次 第３年次

学生納付金以外の維持方法の概要

第３年次 第４年次 第５年次

共 同 研 究 費 等 14,230千円 14,230千円

面積 閲覧座席数 収 納 可 能 冊 数

経 費 の
見 積 り
及 び 維
持 方 法
の 概 要

経費
の見
積り

区　分 開設前年度 第１年次 第２年次

第１年次

（85） （4,164） （59）

大学全体

体育館
面積 体育館以外のスポーツ施設の概要

1,962.9 ㎡ 剣道場、相撲場、卓球場、フェンシング場等

図書館

21〔11〕　 183 4,164

2,794.25 ㎡ 352 席 316,695 冊

59

（2,480〔330〕） （68〔20〕） （21〔11〕）

59

（2,480〔330〕） （68〔20〕） （21〔11〕） （85） （4,164） （59）

標本
〔うち外国書〕 〔うち外国書〕 電子ジャーナル

冊 種 〔うち外国書〕 点 点 点

視聴覚資料 機械・器具

保健医療学部
看護学科

3,700〔500〕 68〔20〕　 21〔11〕　 183 4,164

図
書
・
設
備

新設学部等の名称

図書 学術雑誌

計
3,700〔500〕 68〔20〕　

専 任 教 員 研 究 室
新設学部等の名称 室　　　数

保健医療学部看護学科 22 室
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名　　称：歯学部附属病院

目　　的：一般患者の診療及び学生の臨床実習並びに歯科医師臨床研修に資

　　　　　するため、臨床歯科医学を総合的に教育・研究し、併せて地域医

　　　　　療に貢献する。

所 在 地：岐阜県瑞穂市穂積1851番地の1

設置年月：昭和46年5月

規 模 等：土地13,433.00㎡、建物8,906.39㎡

名　　称：歯学部附属病院ＰＤＩ岐阜歯科診療所

目　　的：一般患者の診療及び学生の臨床実習並びに歯科医師臨床研修、歯

　　　　　科医師臨床研修を修了した者を対象とした２年目の歯科医師臨床

　　　　　研修に資するため、臨床歯科医学を総合的に教育・研究し、併せ

　　　　　て地域医療に貢献する。

所 在 地：岐阜県岐阜市都通1丁目15番地

設置年月：昭和54年7月

規 模 等：土地25,409.43㎡、建物1,031.35㎡

名　　称：歯学部附属村上記念病院

目　　的：歯学は医学の基盤の上に立つべきであるとの理念に基づき、全身,

　　　　　特に頭頸部を包含した歯科医学の育成と、診療を通じて歯科医学

　　　　　並びに関連医学の教育及び研究を行う。

所 在 地：岐阜県岐阜市橋本町3丁目23番地

設置年月：昭和48年5月

規 模 等：土地6,424.14㎡、建物25,627.49㎡

　　　　（附属施設）

所 在 地：岐阜県岐阜市若宮町1丁目6番地

規 模 等：土地1,986.34㎡、建物3,131.03㎡

名　　称：法制研究所

目　　的：法学部の教育研究の向上、活性化並びに法制度への貢献及び地域

　　　　　社会の発展に寄与する。

所 在 地：岐阜県瑞穂市穂積1851番地の1

設置年月：昭和63年4月

規 模 等：建物90.09㎡

名　　称：産業情報研究所

目　　的：経済、産業、企業、情報等に関し経営学の研究を通じて地域社会

　　　　　の発展に貢献する。

所 在 地：岐阜県瑞穂市穂積1851番地の1

設置年月：昭和63年4月

規 模 等：建物25.75㎡

名　　称：マーケティング研究所

目　　的：効果的なマーケティング手法の開発研究を通じて学生教育への活

　　　　　用及び地域社会の発展に貢献する。

所 在 地：愛知県名古屋市中区丸の内3-21-20朝日丸の内ビル２階

設置年月：平成14年4月

規 模 等：建物36.20㎡

名　　称：口腔科学共同研究所

目　　的：歯科医学に関する学理及びその応用の総合的研究を共同で行い、

　　　　　我が国斯界の発展に寄与する。

所 在 地：岐阜県瑞穂市穂積1851番地の1

設置年月：平成5年4月

規 模 等：建物1,808.57㎡

名　　称：歯科医学教育推進センター

目　　的：歯科医学教育の質の向上を図る。

所 在 地：岐阜県瑞穂市穂積1851番地の1

設置年月：平成23年7月

規 模 等：建物53.28㎡

附属施設の概要
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

哲学

　哲学は、考えるという行為にその特質がある。それは、自己自身を
含めたあらゆるものを問いかけの対象とし、また根本に戻って考え
る。過去の哲学者の学説を知り、論理的に考える訓練を行うのは、今
日の世界において我々がものを考え、問いかけるためである。この講
義では、自然や社会や人間についての様々な哲学的問いかけをめぐ
り、先人の知恵に学び、また考える。講義の目的は、日常的な思考の
枠から脱して新たな問いを立てることができるようにすることであ
る。

文学

　「いのちを“観る”」をテーマとして講義する。
　医療に関する知識や技術がなかった前近代、人々にとって「死」は
身近な存在であった。そのため、古い芸術や文学の中に描かれ「死」
は、現代の私たちの感覚とは大きく異なっている場合がある。だが、
一方で、伝統的な考え方が、依然として私たちに影響を及ぼしている
こともある。日本人は、どのように「死」と向き合ってきたのか。ま
た、どのように「死」を乗り越えてきたのか。本講義では、数百年の
歳月を経てなお享受されている能や歌舞伎といった日本の伝統芸能を
鍵に、いのちをめぐる日本的な物の見方、考え方について学んでいき
たい。

歴史学

　世界近現代史に関する基礎的知識を習得することを目標として、Ⅰ
資本主義的世界体制、Ⅱ重商主義の時代、Ⅲ産業革命の時代、Ⅳ帝国
主義の時代、Ⅴ第一次世界大戦について講義する。
　今日ヨーロッパは我々にとって最早追い付き追い越す目標ではなく
なったかのようである。我々は、従来のヨーロッパ中心的な歴史観を
改める必要に迫られている。本講義では、世界を一つのシステムとし
てとらえる最近の傾向を紹介しながら、あらためて我々にとってヨー
ロッパとは何かを再考してみたい。

心理学

　医療従事者にとって、「心理学」に関する基礎的な知識をもつこと
は必要不可欠なことです。また、看護師等は医療現場で患者と対応し
たり、他の専門職とチームを組んで治療にあたることが求められま
す。この講義では心理学に関する実験やグループでの演習を実際に体
験しながら、自分自身を知り、他者を知り、お互いの好ましい人間関
係を構築することで、対人関係能力やコミュニケーション能力を身に
つけます。

法学　　　　　　　　
（含･日本国憲法）

　物事を法的・論理的に考え、的確に判断する能力（リーガル・マイ
ンド）を養うため、基礎的な法知識を習得して、その解釈適用を基本
判例を通じて学ぶ。ところで、「法」を意味するドイツ語のRecht
（レヒト）は、同時に「権利」という意味もあるので、「法」と「権
利」は一体のものといえる。また、このRechtには「正義」という意
味もある。つまり、本来、法や権利はひとつの正義が実現されたもの
であり、法を学ぶ目的は、正義とは何かを考えることでもある。本講
義では、最高法規である憲法を中心に、法学全般にわたり学習する。

人
　
と
　
文
　
化

教
　
　
養
　
　
基
　
　
礎
　
　
科
　
　
目

別記様式第２号（その３の１）

授 業 科 目 の 概 要

（保健医療学部看護学科）

科目
区分
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

授 業 科 目 の 概 要

（保健医療学部看護学科）

科目
区分

政治学

　少子高齢化が急速に進む我が国において、医療従事者としての看護
師が担う役割は重要性を増している。一人一人が、民主政治を支え
る、賢い有権者になるためにも、患者との会話のレパートリーを広げ
る教養を高めるためにも、今日の政治、社会について認識を深めるこ
とは有意義である。この観点から、まず、戦後、今日に至る政治の流
れを社会の変化とともに理解する作業を行う。それを土台に、選挙、
国会、政策決定、行政機構、地方自治、中央・地方関係等についての
理解を深めていこう。

経済学

　経済学の基礎的な理論について概説します。ミクロ経済学では、個
別経済主体（家計・企業）の行動と、その結果である、個々の財の市
場での価格や生産量の決定について検討します。マクロ経済学では、
国民所得の概念を中心として、個別経済の集計（＝１国）で考慮した
場合での、需要と供給の調整や財の分配、政策の目的とその効果につ
いて検討します。

統計学

　データを統計的に処理する方法を学ぶことで、統計的に処理された
数値の持つ意味を読み取る力を身に付けることを目標とする。
　近年、多くの分野で分析や研究のために統計的手法が利用されてい
る。入手したデータの整理に始まり、各種推測までいろいろ行われて
いる。本講義では、統計的解析の基礎理論を理解し、統計的な見方や
考え方が身につくように、医学・看護の分野あるいは一般社会での具
体例を用いながら講じていきたい。

人権論

　人権の原理及び人権の歴史を解説し、基本的な判例をたくさん取り
上げ、人権一般について講義する。そのなかでも特に、弱者やマイノ
リティの権利に着目し、たとえば子どもの権利に対する理解を深める
ことを講義目的とする。子どもの権利を侵害している事例、そしてそ
の対策として子どもの権利を保障する社会教育実践を取り上げる。保
護救済の対象であり、かつ権利の行使主体として位置づけられた子ど
も観に立脚し、医療の現場で子どもを尊重することの意義と課題を説
明する。さらに、患者の権利についても言及する。

日本語表現法

　「正しいことばと、文章作法を学ぶ」をテーマとして講義する。
日本語は、敬語など人間関係に配慮するための表現が発達している点
に特徴がある。一方で、論理性に重きを置いた、書き言葉の表現もマ
スターしておかなければならない。本講義では、大学や社会での生活
を円滑に送るために必要な日本語能力を身に付け、伸ばすことを目的
とする。つまり、①表現力を身に付けるための技能と、②言葉に関す
る知識力である。①表現力では、会話や文章を構成するための言葉の
選び方や並べ方について学ぶ。②知識力では、知っておきたい漢字の
読み書き、言葉の意味について学ぶ。
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

授 業 科 目 の 概 要

（保健医療学部看護学科）

科目
区分

物理学

　身の回りの電気器具や医療機器を題材として、現代科学技術の基礎
である物理学の基本原理と思考方法とを学び、看護に活かせるよ
うにする。また、看護の際に必要となる簡単な物理計算ができるよう
になることを目指す。講義内容は力学、電磁気学、弾性波動論、熱力
学、流体力学、放射線物理学など古典的物理学の全分野にまたがるも
のとなろう。量子力学、相対性理論等については講義範囲とする予定
はない。講義では時折、最近の物理学の中から興味あるトピックスを
選んで紹介し、楽しく受講できるようにしたい。物理学に関するビデ
オ教材なども織り交ぜて使用する予定である。

化学

　日常生活環境の中には実に様々な物質がある。昔から存在する物質
もあるし、またここ数十年の化学技術の発展と共に合成された物質も
数多い。これらの物質が何からできているか、どのような性質をもっ
ているかを考える分野が「化学」であり、それらを理解すると上手に
物質を扱うことができる。温暖化、オゾンホール、環境ホルモンなど
の環境問題が話題となっているが、物資を知ることでこれらの問題も
より深く理解することができる。この講義では、物質の基本的な性質
や反応を解説するが、化学物質がいかに身近に存在するか、利用され
ているか、またその逆もあるかを知ってもらいたい。

（亀山泰永／15回）
　すべての生物は、「細胞」を生命の単位として生きている。私たち
は、そんな細胞がいろんな種類の細胞に分化、増殖して組織を作り、
脳、心臓、肝臓、筋肉などの器官を形成し、それらの調和の取れた集
合体として存在している。では、①「細胞」ってどんな物からできて
いるのだろう。②生きるためのエネルギーってどのようにして作って
いるのだろう。③そんな細胞の集合体（ヒト）ってどんなふうにコン
トロールされているのだろう。④エネルギーの源である食事の時の注
意点はどうだろう。⑤病気ってどんなんだろう。こんな疑問を考えな
がら私たちの生命を理解します。

（佐藤勝／15回）
　ヒトの体は、微生物が入り込んでも、すぐに病気(感染症）になる
わけではなく、侵入した微生物を排除したり処理してしまうための高
度に発達した機構（免疫）を備えている。微生物が侵入してくると、
まず生まれつき持っている抵抗力(自然免疫）で立ち向かうが、それ
で防ぎきれない場合は、獲得免疫と呼ばれる特異的な抵抗力を発揮す
る。それでは、①自然免疫は、どのよな方法で微生物を排除するのだ
ろうか。②獲得免疫では、どのよにして性質の全く異なる細菌やウイ
ルスに立ち向かうのだろうか。③免疫にはどのような臓器や細胞、物
質が働いているのだろうか。④免疫は微生物に対してだけ働くのだろ
うか。⑤免疫には良い面ばかりで、不利な面はないのだろうか。この
ような疑問を考えながらヒトの恒常性維持に重要な役割を担っている
免疫機構を理解します。
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

授 業 科 目 の 概 要

（保健医療学部看護学科）

科目
区分

倫理学

　20世紀後半以降、科学技術の急速な発展は私たちの＜いのち＞に直
接に関わるようになった。そのことは、医療の分野においても環境問
題においても大きな倫理的問題を生じさせている。この講義では、人
間の生と死をメインテーマにして、生命・医療倫理の問題をも取り上
げながら、幅広く、文化や思想という観点から現代における生と死の
問題性を見てゆく。それを通して、人間存在の尊厳と価値、人権の重
要性、といったことを学び理解することが、この講義の目的である。

生命倫理

　生命倫理や環境倫理など応用倫理学と呼ばれる新しい倫理学分野
は、科学技術の発展がもたらした新しい諸問題に倫理的に対応しよ
うとするものである。この講義では、生命倫理学の基本的な考え方と
幾つかのガイドライン、そして具体的な諸問題を取り上げる。健康と
病気、生命の価値、医療者―患者関係、患者の存在などである。また
医療上の諸問題、すなわち終末期医療、生殖補助医療、人工妊娠中
絶、脳死・臓器移植、安楽死・尊厳死などを取り上げる。講義を通
じ、＜いのち＞を全体として理解することが目的である。

異文化理解

　世界は今、グローバル化にあり、政治、経済、文化の交流が進み、
人々のネットワークが拡大し、様々な国の人と接触する機会も多く
なっている。多様な民族は多様な生活様式、規範、社会制度、家族制
度、宗教の中で生活し、物の考え方、価値観などを形成している。異
文化の中で存在する人の理解を通し、国際的な物の見方を養う。

環境と科学

　地球上には人類をはじめ，動物・植物・細菌・ウィルスといったさ
まざまな生物が互いに関わり合いながら、さらには大気・水・土壌な
ど周りの環境とも密接な関係を保ちながら、生態系という一つのまと
まりを作っている。しかし人類による高度経済成長は自然を変化さ
せ、環境を破壊するといった問題を引き起こしてきた。この講義で
は、大気汚染や水質汚濁、さらには地球規模で進行する環境問題が生
態系に及ぼす影響や人の健康、生活環境に及ぼす影響を具体的な事例
を示して考える。

科学入門

　科学的なものの見方、考え方を身につけることを目指す。特に自然
科学を中心に、科学の歴史的な発展を踏まえ、科学が自然をどのよう
に捉えてきたのか、それによって、自然に対する人間の認識はどのよ
うな変遷を経てきたのか、具体的な事例を題材に学習する。そして、
科学の果たしてきた役割と共に、科学的なものの見方・考え方につい
て学習する。また、非科学的なものの見方や疑似科学などとの違いに
ついて、具体的な事例を検討し、本来の科学的なものの見方・考え方
の理解を深めていく。

人
と
関
わ
り

人間コミュニケー
ション論

　コミュニケーションを通じた自己と他者の理解を学ぶことにより、
看護者－患者関係の成立・発展過程を考えると同時に、事故防止のた
めの医療現場での意思疎通の重要性について検討する。コミュニケー
ションの構造を理解し、よりよい交流を行うための効果的な手法につ
いて、基礎的な知識を習得する。特に、人の“思い込み”が人間関係
や職務上の錯誤に与える影響、および説得コミュニケーションを中心
的な話題とする。
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

授 業 科 目 の 概 要

（保健医療学部看護学科）

科目
区分

（松井かおり／15回）
　パラグラフリーディングなど英文読解に関する基本的な理解を深
め、様々な長さ、種類の英文を目的に応じて読むことができる基礎的
な読解力を養成する。また英文読解の中で医療用語に親しむ。
　保健、医療分野に関するリーディング教材を織り交ぜながら、文章
を正確に読むための精読から、文章の概要を把握するための速読へと
指導を行う。

（西　善也／１５回）
　医療従事者として医療、社会、人間心理に関する幅広い知識を深め
るため、医療看護に関連する文献、ならびに医療、社会、人間心理に
関連する記事などの英語で書かれた文章を幅広く読み、その内容を理
解し得るに必要な読解力および文書作法の習得を中心目標に据える。
英文読解力および文書作法の習得過程において、重要な英語の語法、
文法項目の学習、ならびに医療専門用語の語彙学習を行う。

（松井かおり／15回）
　英語Ⅰ（文献講読）の学習内容を発展させ、英作文練習を通じて、
英語の文章構造を理解し、表現する力を身につける。保健・医療分野
の表現に慣れる。
　保健、医療分野に関する分野を中心に、語順に注意して文章を組み
立てる練習から、まとまった文章を論理的に書くパラグラフライティ
ングへと向かう指導を行う。

（西　善也／15回）
　英語Ⅰ（文献講読）にて学習した英語の文書作法の知識を基に、本
講義では数行程度の簡単な英作文から、ある程度纏まった英語の文章
を完成させるパラグラフ・ライティングまで、記述、文書作成のト
レーニングを中心に「発信力」の習得を目標とする。また、自分の考
え、主張を論理的に述べ、相手に伝えるための「発信力」に欠かすこ
とができない論理的思考（logical thinking）および 批判的思考
（critical thinking）についての知識も同時に学習する。

（松井かおり／15回）
　発音練習、聴解練習を通じて英語の発音やリズム、イントネーショ
ンに慣れ、コミュニケーション場面に求められる基礎的な力を養う。
　医療従事者のコミュニケーション場面などを例に用い、医療現場で
実際に必要とされる基本的な口頭表現練習を通じて、医療用語の発音
や会話で求められる定型表現に慣れるための指導を行う。

（西　善也／15回）
　グローバル化が進む医療の現場にて、医療従事者と患者、そして医
療従事者間における実践的な英語コミュニケーションに必要と思われ
る基礎的なコミュニケーション・スキルの習得を目標に授業を行う。
授業では医療の現場にて想定されるシチュエーションごとの会話の流
れに沿った表現の学習とその実践を中心に行うが、ただ単に会話表現
を学ぶだけではなく、感情豊かに（適切に）表現できるようトレーニ
ングを行う。

英語Ⅰ（文献講読）

英語Ⅱ（英作文）

英語コミュニケー
ションⅠ（基礎）
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

授 業 科 目 の 概 要

（保健医療学部看護学科）

科目
区分

（松井かおり／15回）
　英語コミュニケーションⅠ（基礎）の内容を発展させ、実際のコ
ミュニケーション場面に求められる力を養う。
　医療従事者のコミュニケーション場面などを例に用い、医療現場で
実際に必要とされる基本的な口頭表現練習を発展させ、定型表現練習
とともに、即興的なやりとりに必要な素地を養うための練習を行う。

（西　善也／15回）
　英語コミュニケーションⅠ（基礎）にて学習した基本的な英語コ
ミュニケーション・スキルを基に、医療従事者と患者ならびに医療従
事者間における英語コミュニケーションに必要と思われる、より実践
的で応用を可能とするコミュニケーション・スキルの習得を目標に授
業を行う。授業では基礎編と同様に医療の現場にて想定されるシチュ
エーションごとの会話の流れに沿った表現の学習とその実践を中心に
行うが、ただ単に会話表現を学ぶだけではなく、感情豊かに（適切
に）表現できるようトレーニングを行う。

情報処理基礎Ⅰ

　コンピューターリテラシーを身につけることを目的として、パソコ
ン基本ソフトの操作、文書作成ソフトによる基本的な文書作成などを
学ぶ。さらに、インターネットを活用した電子メールの送受信などの
情報交換、情報の検索・収集などの情報処理、情報倫理、著作権を中
心とした情報法規、情報セキュリティーなどの基本的な考え方を学習
する。そして、カルテなどの個人情報管理や医療データの取り扱いな
ど、今後の看護の学習に役立つように実践的な学習を進める。

情報処理基礎Ⅱ

　情報処理基礎Ⅰで修得したコンピューターリテラシー（知識・技
術）を踏まえ、文書作成ソフトの発展的な活用方法を学ぶ。また、表
計算ソフトの利用方法を修得し、簡単な数値データの処理やグラフ処
理などを学び、データをまとめる能力を身につける。さらに、プレゼ
ンテーションソフトの利用方法を学び、発表資料の作成やプレゼン
テーション技術についての基本を学習する。これらを通して、今後の
看護の学習に役立つような総合的で実践的な情報活用能力の向上を目
指す。

総
　
　
合

基礎ゼミナールⅠ

　初年次教育の一環として、大学で学ぶために必要な「聴く」、「読
む」、「書く」、「調べる」、「整理する」、「まとめる」、「表現
する」「伝える」「考える」の９つの力を個人ワークやグループワー
クを通して学習する。関心のあるテーマを探究するために、図書館で
文献検索し、テーマについての現状の分析、課題を明確にして、他者
との討議を行うための資料を作成し、プレゼンテーションを経験させ
る。また、集団で討議するときの司会や書記、討議への参加の仕方な
ども考え、相手の意見を尊重しながら、自身の意見も明確に伝えるこ
とを学ぶ。
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英語コミュニケー
ションⅡ（応用）
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

授 業 科 目 の 概 要

（保健医療学部看護学科）

科目
区分

基礎ゼミナールⅡ

　初年次教育の一環として、基礎ゼミナールⅠで学習したことを踏ま
えた応用として、より深く思考過程を踏むようにさせ、基礎ゼミナー
ルⅠの９つの力を強化する。関心のあるテーマは保健医療福祉の中か
ら選び、個人ワーク、グループワークを行う。課題のテーマの選択か
らグループ討議の準備、プレゼンテーションまでの一連の学習を行
い、将来の保健医療職としての姿勢や責任を考え、今後の看護学の学
習へのモチベーションを高める。

健康とスポーツ

　健康の三大要素である「運動」、「栄養」、「休養」を基盤とし、
健康の維持・増進とスポーツ（運動）の関わりについて看護学生とし
て必要な知識を体育学的視点から理解することを目的とする。講義で
は、運動を起こす能力（筋・骨格系）、持続する能力（心肺機能）そ
して調節する能力（脳・神経系）を理解し、運動と食事からエネル
ギー収支と生活習慣病に関しての知識を理解するとともに、年齢や対
象に応じた運動実践のセオリーを理解する内容を展開する。

　「スポーツ実践」を通して「健康とスポーツ」の関わりについて自
らが体験し、その重要性を理解することを目的とする。実践では、ゴ
ルフ、バレーボール、硬式テニスなど球技を実践種目とし、その技術
の習得のみならずウォーミグアップやクーリングダウンの手法、そし
て、健康の維持・増進に役立つ運動手法をも学ぶ。さらに、本講義に
おける準備や整理などを協力して行うことから協調性や社会性につい
ても学習する。

（山本英弘／15回）
「硬式テニス」を通して「健康とスポーツ」の関わりについて自らが
体験し、その重要性を理解することを目的とする。実践では、基礎技
術を習得し、シングルスやダブルスのゲームができるよう技術練習を
行う。技術の習得のみならずウォーミングアップやクーリングダウン
の手法、そして、健康の維持・増進に役立つ運動手法をも学ぶ。さら
に、本講義における準備や整理などを協力して行うことから協調性や
社会性についても学習する。

（新井祐子／15回）
講義のはじめに、全種目において体力測定を行い、自分自身の現状の
体力を知る。バレーボール種目を通して、体を動かす楽しさを学ぶこ
とによって体力向上を図り、生涯にわたって自ら進んでスポーツをす
る土台をつくる。また、ボールに素早く反応する敏捷性やボールを操
る巧緻性、スパイクを打つときの瞬発力を養う運動を行ないながら、
健康とスポーツで学んだ理論を実際に体験する。最後に、スポーツの
ルール・マナーを学ぶことで社会性や協調性も身に付ける。

（長屋恭一／15回）
「ゴルフ」を通して「健康とスポーツ」の関わりについて自らが体験
し、その重要性を理解することを目的とする。実践では、ゴルフの基
本(ルール・マナー・道具とその使用方法)を修得し、技能を高めるた
めの技術練習を行い生涯体育に繋げる。そして、健康の維持・増進に
役立つ運動手法をも学ぶ。さらに本講義における準備や整理などを協
力して行うことから協調性や社会性についても学習する。
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

授 業 科 目 の 概 要

（保健医療学部看護学科）

科目
区分

保健統計学

　保健情報の収集、分析及び統計的解析能力を養うことを目標に、公
衆衛生活動に必要な全国的な調査（人口動態・静態統計、患者調査、
医療施設調査など）について学び、その情報の活用法を習得する。ま
た、疫学研究で用いる統計の基礎知識・データの解析法を学習し、臨
床および公衆衛生活動において根拠に基づいたヘルスサービスを提供
する能力を身につける。

疫学

　疫学は医学の基本的な方法論である。初期には公衆衛生の分野で、
人間集団を対象とする研究において発展してきた。最近は臨床医学な
ど他の分野でも利用されている。よって看護学の分野でも基本的方法
論として学び、地域看護、看護臨床の場でも積極的に利用されたい。
この講義では、疫学の基礎的な考え方、疫学で用いる基本的な用語の
理解、疾病の原因と因果関係の推定、疫学指標、疫学研究のデザイン
と質の確保、スクリーニング検査について学び、応用編として臨床疫
学、政策疫学、遺伝疫学、社会疫学、ライフコース疫学についても触
れる。

臨床心理学

　臨床心理学の基礎的な主要理論を通して、看護職に携わる者として
習得しておいたがよい臨床心理学的人間観と臨床心理学的人間理解の
方法を学ぶ。
①アセスメントにおける情報収集の方法やケース・フォーミュレー
ションの進め方
②事例を通して学ぶ介入の理論や技法
③問題行動や疾患、及び障害についての理解と対応
④パラメディカルからコラボレーションへの意義
⑤患者の心理の「理解」と「援助」に必要なカウンセリングの演習

発達心理学

　看護職に携わる者として習得しておいたほうがよい基礎的な「発達
心理学」を学習するとともに、臨床発達心理学の観点から、ライフサ
イクルとそれぞれの発達過程で生じる諸問題を理解をし、人の発達と
心の問題を臨床的に理解し援助できるようにする。
①発達心理学の基礎的知識
②各発達段階の特徴（乳幼児期・児童期・思春期・青年期・中年期・
老年期）
③各発達段階における発達課題と意味
④発達段階での心の問題（問題行動や障害等）

保健医療福祉行政論

　少子高齢社会を迎えた今日、国民が活力ある質の高い生活を実現す
るために不可欠である、衛生行政を中心としたわが国の社会の制度と
社会情勢の現状、変化などについて、最新の公的データや視覚素材等
を用いて理解するとともに、今後の社会制度のあるべき姿・方向性に
ついても学ぶ。また、将来保健医療の一翼を担い、医療現場のみなら
ず地域保健の現場で活動する医療専門職として重要となる、保健医療
福祉に関する制度・施策について理解を深める。
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

授 業 科 目 の 概 要

（保健医療学部看護学科）

科目
区分

公衆衛生学

　健康・疫学問題を単に個人的な問題としてではなく、個人を取り巻
く環境・社会との関連において考え、その予防対策をたてることが重
要である。本講義では、我が国の保健統計指標の動向や意義、疾病予
防、健康の保持増進、健康管理に関する事項のほか、食品衛生や感染
症の予防などの基本知識に関する内容も学ぶ。また環境及び社会と個
人の健康の観点から、環境汚染等とその対策なども取り上げる。

　看護の対象者への援助のために多職種の協働、連携とそれぞれの専
門的役割について学習し、看護の専門職として主体性をもち、他職種
と関わる意義や姿勢を身に着ける。
（オムニバス方式／全8回）

オムニバ
ス方式

（６　濱畑章子／2回）
　保健医療専門職の種類や歴史的変遷、教育課程、ライセンス、役割
と、看護の対象者が存在する病院や高齢者施設における看護職と保健
医療福祉の他職種の連携について講義する。

（②　御田村相模／3回）
　在宅で療養する人々に対する看護活動と関連する他職種の協働と医
療機関や施設などとの連携について講義する。

（79　小田原悦子／3回）
　リハビリテーションの専門の立場と視点から、人々の生活復帰を支
援する活動や看護職との連携のあり方、リハビリテーションの専門的
な実践内容について講義する。

生化学

　生化学講義を通して、全身管理に必要な生命現象を物質レベルで理
解し、それらを有機的に学ぶ。具体的には生体構成成分である糖質、
核酸、脂質、タンパク質の科学的性質について学び、代謝回転による
エネルギー産生機序や恒常性維持に必要な栄養素などを中心に物質の
代謝機構を理解する。また、生物ゲノムを理解し、遺伝物質としての
核酸とその情報伝達機構についての理解を深め、基本的な遺伝子工学
の手法と応用について理解する。

薬理学

　薬物に関する基本的事項（医薬品の定義、関連法令、保管管理）、
生体における薬物の働（主作用、副作用）、生体内での薬物の動き
（吸収、分布、代謝、排泄）などを学ぶ。臨床現場で用いられている
代表的な薬物の作用機序を学び、有害作用と相互作用の回避を理解す
る。薬物適用法と適用上の注意などを学ぶ。小児、妊婦、高齢者にお
ける薬物治療を学ぶ。救急時の薬物治療を学ぶ。医薬品開発のプロセ
スや臨床試験（治験）の精神を理解する。

病理学

　看護の対象者の抱える疾病およびそれに対して行なわれている診
断・治療・看護について理解するために必要な基礎的な知識を習得す
ることを目的とする。
　病気の原因が加わった時に人のからだの中でどのようなことがお
こっているのかを細胞、組織のレベルで説明することができる。代表
的な疾患の病態を説明することができるを到達目標として、病理学の
概念、病因論、病変の特徴、健康障害の仕組みについて学び、各器官
における病を学ぶ 上での基礎知識を習得する。また、人体に備わる病
態からの回復機構とともに生態防御機構についての概要を理解する。
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

授 業 科 目 の 概 要

（保健医療学部看護学科）

科目
区分

　消化器、循環器、腎臓病、栄養代謝、その他の病気の患者に病態に
応じた病院食のコンセプトと実際を学ぶ。また、非経口栄養や病気の
進行、合併症、再発を防止するための栄養管理も学ぶ。
（オムニバス方式／全15回）

オムニバ
ス方式

（２　武田則之／2回：栄養代謝）
　代謝疾患の医学的栄養の問題について学ぶ。栄養療法の目的、新生
児スクリーニング、アミノ酸代謝疾患、有機酸代謝疾患、尿素回路代
謝疾患、脂肪酸酸化疾患の診療の概要を理解する。

（46　小島孝雄／1回：消化器疾患）
　肝・胆・膵疾患の栄養代謝の問題点とその診療について理解する。

（47　加藤隆弘／2回：消化器疾患）
　上部および下部消化器疾患の栄養代謝の問題点とその診療について
理解する。

（48　瀬川知則／2回：循環器疾患）
　心・血管疾患の医学的栄養療法について、冠動脈疾患、高脂血症、
高血圧症における栄養と代謝の問題を理解する。

（52　大橋宏重／2回：腎臓疾患）
　腎臓の生理と機能および腎と全身の栄養代謝の関連について理解す
る。腎疾患のうち、腎糸球体疾患、尿細管と間質疾患の栄養代謝の問
題について理解する。

（53　大野道也／1回：腎臓疾患）
　腎不全と腎結石症の栄養代謝の問題点と治療について理解する。

（67　猿井　宏／1回：栄養代謝）
　炭水化物代謝疾患、糖原病、その他の疾患の栄養代謝の問題を理解
する。

（75　八巻隆彦／1回：循環器疾患）
　心不全における栄養代謝の問題と診療について理解する。

（77　高橋貞子／3回：臨床栄養総論）
　主要な栄養素の生化学、代謝について理解する。次いで、ライフサ
イクルと栄養、栄養ケア、医学的栄養療法について学ぶ。

微生物・感染

　感染症は依然として日常的に頻繁に遭遇する疾患である。感染症の
原因となる細菌やウイルスなどの微生物について、構造、性質、感染
様式などの基礎的知識を習得する。微生物に対する生体の防御機構と
しての免疫の仕組みを理解するとともに、免疫と感染症の予防・治療
や診断との関わりも学修する。また、感染を防止する手段としての滅
菌・消毒法や感染症の治療に用いられる抗菌薬についても学修する。
微生物に関する理解を深めることによって、医療現場で感染症に対応
するための基礎力を養う。

形態機能学Ⅰ　　　
（解剖学）

　看護実践に必要な学問体系の基礎をなす人体の構造と機能について
学ぶ。そのために、まず生命を維持する人体の植物機能について、
「解剖生理学を学ぶための基礎知識」、「栄養の消化と吸収」、「呼
吸と血液のはたらき」、「血液の循環とその調節」、「体液の調節と
尿の生成」、「内臓機能の調節」にわけて学習する。
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

授 業 科 目 の 概 要

（保健医療学部看護学科）

科目
区分

形態機能学Ⅱ　　　
（解剖学）

　看護実践に必要な人体の構造と機能を理解するため、生命を活用す
る人体の動物機能について「からだの支持と運動」、「情報の需要と
処理」に分けて学習し、さらに人体を保護して種を保存する機能につ
いて「外部環境からの防御」、「生殖・発生と老化のしくみ」に分け
て学習する。また、本学歯学部で行われている「人体解剖実習」を見
学し、解剖体を観察し直接触れる事で人体の構造を実際に学ぶ。

形態機能学Ⅲ　　　
（生理学）

　この科目では、形態機能学I・IIで学んだ解剖学的な知識をもとに
して、細胞から個体にいたる生体の正常な機能を学習する。特に、神
経系や運動器系といった動物系機能の生理学と生命活動に直結する体
液（血液を含む）や循環器系といった植物系機能の生理学を中心に概
説する。これらの機能は、いずれも生命維持に直結する大切な機能で
ありこれらの知識なしに、看護技術の上達はあり得ない。さらに、本
科目は、他のすべての基礎科目および臨床科目の礎となるものでもあ
り、真摯な学習が必要となる。

形態機能学Ⅳ　　　
（生理学）

　この科目では、形態機能学I・IIで学んだ解剖学的な知識をもとに
して、細胞から個体にいたる生体の正常な機能を学習する。特に、呼
吸器系・消化器系・内分泌系・泌尿器系・生殖器系などの植物系機能
を中心に概説するとともに、身体内外の環境情報のセンサーである感
覚器系の機能にも触れる。これらの機能は、いずれも生命維持に直結
する大切な機能でありこれらの知識なしに、看護技術の上達はあり得
ない。さらに、本科目は、他のすべての基礎科目および臨床科目の礎
となるものでもあり、真摯な学習が必要となる。

歯と健康

　人々が健康な生活を送るために、口腔の健康管理は生涯を通じて欠
くことはできない。そこで、乳幼児、小児、成人、高齢者に至る年代
の人々が生涯自分の歯でかむ喜びを得るための個人的な対応だけでな
く、集団に対応できる、口腔の健康保持・増進に関する科学的な方法
や技術を提供する。また、妊産婦、周術期患者、身体の不自由な高齢
者、障がい者の口腔の健康保持・増進についても臨床に即したチーム
医療などの講義を提供する。

　健康に生活するとはどのようなことか、学生自身の日常生活の中で
身体的、精神的、心理社会的な健康と健康を障がいの要因や影響を学
び、人の健康支援への姿勢を養う。
（オムニバス方式／全8回）（一部共同）

オムニバ
ス方式
・共同

（一部）

（３　藤本次良／4回）
　成人女性が健康を害したとき、その要因や女性特有の生体への影
響、日常生活の変化などを理解し、女性の健康について考える。

（②　御田村相模、③　尾﨑八代、／4回）（共同）
　青年期の男性、女性の肥満や食行動、喫煙、メンタルヘルス、生活
習慣などが健康へ影響することや健康な生活の維持について講義す
る。
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

授 業 科 目 の 概 要

（保健医療学部看護学科）

科目
区分

  健康障害の病態生理と症候について、系統的に疾病の成り立ち・治
療方法や回復の過程と生活の質の変化を学ぶ。消化器系、呼吸器系、
循環器系、癌、腎臓を系統的に学び、それぞれの障害の発生要因と進
展、自他覚症状の発現と変化及び生活の質の変化に与える影響を中心
に学修する。
（オムニバス方式／全15回）

オムニバ
ス方式

【消化器】
（46　小島孝雄／3回）
（講義内容）
１．上部消化管
　上部消化管の形態と機能について理解し、代表的疾患の病態、症
状、診断、治療について学ぶ。食道疾患では逆流性食道炎、食道が
ん、胃疾患ではヘリコバクタ－・ピロリとの深い関連性がある慢性胃
炎、胃潰瘍、胃がんについて理解する。また、近年この分野で生活の
質（ＱＯＬ）を高め、長足の進歩を遂げている内視鏡治療についても
理解する。

２．下部消化管
　下部消化管の形態と機能について理解し、代表的疾患の病態、症
状、診断、治療について学ぶ。増加の一途をたどる炎症性疾患（潰瘍
性大腸炎、クロ－ン病）や腫瘍性疾患（大腸ポリ－プ、大腸がん）、
また近年診断、治療の道が開かれた小腸疾患についても理解し、この
分野で生活の質（ＱＯＬ）を高め、長足の進歩を遂げている内視鏡治
療についても学ぶ。

３．肝臓
①肝臓の構造や機能を把握し、肝機能検査の種類や意義を知ることに
より肝疾患診断へのアプロ－チ法を学ぶ。
②肝炎ウイルスマ－カ－の種類や意義を知り、ウイルス性肝炎の診断
へのアプロ－チ法を学ぶ。
③肝疾患診断に有用とされる画像検査法（腹部超音波検査、腹部ＣＴ
検査、腹部ＭＲＩ検査、血管造影検査）の実際について学ぶ。
④肝疾患の主要な症候（黄疸、腹水、意識障害など）やその発生秩序
について学ぶ。
⑤各種肝疾患（ウイルス肝炎、慢性肝炎、肝硬変、アルコ－ル性肝障
害、薬剤性肝障害、ＮＡＳＨ、肝がんなど）の診断と治療法と予後に
ついて学ぶ。

（47　加藤隆弘／2回）
（講義内容）
１．胆道
①胆道の構造や機能を把握する。②胆道の画像検査法（超音波、Ｃ
Ｔ、ＭＲＣＰ、超音波内視鏡、ＥＲＣＰ）の実際について学ぶ。③各
種胆道疾患（胆石症、胆道感染症、胆道がんなど）の診断と治療法と
予後について学ぶ。
２．膵臓
①膵臓の構造や機能を把握する。②膵臓の画像検査法（超音波、Ｃ
Ｔ、ＭＲＣＰ、超音波内視鏡、ＥＲＣＰ）の実際について学ぶ。
３．各種膵臓疾患（急性膵炎、慢性膵炎、膵がん、嚢胞性膵腫瘍な
ど）の診断と治療法と予後について学ぶ。

臨床病態学Ⅰ　　　
（消化器・循環器・
呼吸器系）
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

授 業 科 目 の 概 要

（保健医療学部看護学科）

科目
区分

【循環器】
（48　瀬川知則／3回）（75　八巻隆彦／2回）
（講義内容）循環器疾患の発生機序・要因・病態生理・症候について
理解し、診断・治療法を学ぶことにより、各疾患の進展及び回復過程
とそれによる生活の質の変化を学修する。

【呼吸器系】
（49　栗林康造／3回）（50　桐生拓司／2回）
（講義内容）呼吸器の発生機序・要因・病態生理・症候について理解
し、診断・治療法を学ぶことにより、各疾患の進展及び回復過程とそ
れによる生活の質の変化を学修する。

　脳神経系、感覚器系、運動器系それぞれの障害を系統的に学び、発
生要因と進展、自他覚症状の発現と変化及び治療生活の質の変化に与
える影響を中心に学修する。
（オムニバス方式／全15回）

オムニバ
ス方式

【脳神経系】
（⑥　郭　泰彦／５回）
（講義内容）脳・神経系の構造と機能について理解し、症状から考え
られる疾患について学ぶ。また、看護を行う上で必要な疾病の成り立
ちの概要と治療・予防について学修する。

【感覚器系】
（52　大橋宏重／1回）（53　大野道也／1回）　　　　　　　　　　
（67　猿井　宏／1回）（71　矢田宏一郎／2回）
（講義内容）感覚器疾患の発生機序、要因、病態生理、症候について
理解し、診断と治療法を学ぶことにより、各疾患の進展及び回復過程
とそれによる生活の質の変化を学修する。

【運動器系】
（54　日下義章／3回）（68　今泉佳宣／2回）
（講義内容）運動器は長管骨や脊椎を含む骨格、関節、筋肉と腱、末
梢神経により構成され、その病態は極めて広範囲に及ぶ。成長期の小
児疾患、骨折や脱臼、筋腱神経損傷などの急性外傷、関節や脊椎の慢
性疾患、骨軟部腫瘍、感染症などである。

臨床病態学Ⅱ（脳神
経・感覚器・運動器
系）

臨床病態学Ⅰ　　　
（消化器・循環器・
呼吸器系）
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

授 業 科 目 の 概 要

（保健医療学部看護学科）

科目
区分

　内分泌・代謝系、造血器系、腎・泌尿器系それぞれの障害の病態・
生理と症候について、系統的に疾病の成り立ち・治療方法や回復の過
程と生活の質の変化を学修する。それぞれの障害を系統的に学び、発
生要因と進展、自他覚症状の発現と変化及び治療生活の質の変化に与
える影響を中心に学修する。
（オムニバス方式／全15回）

オムニバ
ス方式

【内分泌・代謝系】
（２　武田則之／2回）（67　猿井　宏／2回）
（72　佐々木昭彦／1回）
（講義内容）内分泌・代謝系の生理機能や調節機序について学び、そ
れぞれの異常により発症する主たる疾患の発症機序、病態生理、症候
学、治療についての理解を得る。また、それらの疾患の療養生活に必
要な食事や運動の注意、心理的な問題点などを把握する。

【造血器系】
（52　大橋宏重／2回）（53　大野道也／2回）
（67　猿井　宏／1回）
（講義内容）造血器疾患の発生機序、要因、病態生理、症候について
理解し、診断と治療法を学ぶことにより、各疾患の進展及び回復過程
とそれによる生活の質の変化を学修する。

【腎・泌尿器系】
（52　大橋宏重／2回）（53　大野道也／1回）
（55　江原英俊／2回）
（講義内容）腎・泌尿器疾患の発生機序、要因、病態生理、症候につ
いて理解し、診断と治療法を学ぶことにより、各疾患の進展や回復過
程とそれによる生活の質の変化を学修する。

臨床病態学Ⅳ　　　
（精神、こころの障
害）

　人が自身の力を発揮し、社会で生き生きと過ごしていくには心身と
もに健康である必要があります。とくに、現代のような複雑な社会に
おいては、身体の健康だけでなく、精神面での健やかさが損なわれる
ことが多くなってきています。減少したとはいえ、我が国における自
殺率の高さや、それに関連したうつ病の増大は著しいものがありま
す。また、学校における不登校や、職場で増えている精神障害による
休職者の問題は、心の障害と社会との密接な関連性を示唆するもので
す。本講義では、このような精神障害に関して、心の発達とその障害
という観点から、心の身体的基盤、社会との関連といった面からの考
察も交えて考えていきます。

臨床病態学Ⅲ　　　
（内分泌・代謝、造
血器、腎・泌尿器
系）
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

授 業 科 目 の 概 要

（保健医療学部看護学科）

科目
区分

基礎看護学概論

（４　高山直子、84　西田直子）
　看護学の発展の歴史的な変遷を踏まえ、看護学の主要概念である人
間・健康・生活（健康）について広い視野からとらえ、看護の本質、
保健医療における看護の独自性や専門性、看護の実践者として看護と
は何かを探究する土台とする。また、看護学の理論的背景や看護の倫
理的側面から、対象者の健康な生活を支援するための看護の機能と責
任について講義を行う｡

共同
（一部）

　看護実践能力を高めるための、看護過程の意義、目的、方法を理解
する。
（オムニバス方式／全15回）

オムニバ
ス方式
・共同

（一部）

（４　高山直子／7回）
　看護過程の概要、ゴードンの機能的健康パターンを用いたアセスメ
ント、看護問題・看護診断、計画立案、実施、評価の一連の看護過程
のプロセスについて講義、演習を行う。

（10　草川好子、15　中村惠／8回）（共同）
　看護過程の基礎および具体的方法を理解するために、事例を用いて
演習を行う。

　対象者の健康問題を把握し看護実践の科学的根拠を探究する能力を
養うために、身体を診察・評価、さらに、実践したケアの効果を評価
するための問診や身体診察技術を理解する。
（オムニバス／全15回）

オムニバ
ス方式
・共同

（一部）

（４　高山直子／5回）（共同）
　フィジカルアセスメントの概要、意義、目的、身体診察、患者の心
理、観察・問診の技術、正常および正常からの逸脱について正確に判
断する方法について講義、演習を行う。

（10　草川好子／5回）（共同）　
　呼吸器系・循環器系のみかた、フィジカルアセスメントの実際につ
いて講義、演習を行う。

（15　中村　惠／5回）（共同）
　消化器系・神経系のみかた、フィジカルアセスメントの実際につい
て、講義、演習を行う。

（23　中川潔美、24　田島真智子／全10回）（共同）
　高山、草川、中村の指導を受けながら、フィジカルアセスメントの
問診の技術、呼吸器系・循環器系のみかたとフィジカルアセスメン
ト、消化器系・神経系のみかたとフィジカルアセスメントの演習を補
助する。

フィジカルアセスメ
ント

看護過程論
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

授 業 科 目 の 概 要

（保健医療学部看護学科）

科目
区分

　看護実践に必要となる、科学的根拠に基づいた日常生活援助の基礎
的知識や基本的技術・態度を習得する。
（オムニバス方式／全30回）

オムニバ
ス方式
・共同

（一部）

（４　高山直子／10回）（共同）
　看護技術の特性、理論、人間のニード、安全を守る技術、コミュニ
ケーション技術、快適な環境づくりの技術について、講義・演習を行
う。

（10　草川好子／10回）（共同）
　活動・運動、皮膚の統合性と清潔、睡眠・休息の援助技術につい
て、講義、演習を行う。

（15　中村　惠／10回）（共同）
　栄養と食生活、排泄（便・尿）の援助技術について講義、演習を行
う。

（23　中川潔美、24　田島真智子／全22回）（共同）　
　高山、草川、中村の指導を受けながら、コミュニケーション技術、
快適な環境づくりの技術、活動・運動、清潔、睡眠・休息、栄養と食
生活、排泄の援助技術の演習の補助を行う。

　診療過程において、看護実践に必要となる、倫理面に配慮した安全
な援助技術の基礎的知識や基本的技術・態度を習得する。
（オムニバス方式／全30回）

オムニバ
ス方式
・共同

（一部）

（４　高山直子／6回）（共同）
　身体侵襲を伴う看護技術の特性、安全性を高める技術について、講
義・演習を行う。

（10　草川好子／12回）（共同）
　検査を受ける対象への援助技術、採血の援助技術について、講義、
演習を行う。

（15　中村　惠／12回）（共同）
　薬物療法を受ける対象への援助技術（経口与薬、注射法）、循環を
改善する技術（酸素療法、吸引法）について講義、演習を行う。

（23　中川潔美、24　田島真智子／全22回）（共同）　
　高山、草川、中村の指導を受け、検査を受ける対象への援助技術、
採血の技術、薬物療法を受ける対象への援助技術（経口与薬、注射
法）、循環を改善する技術（酸素療法、吸引法）の演習の補助を行
う。

看護技術論Ⅱ　　　
（診療援助）

看護技術論Ⅰ　　　
（生活援助）

看
　
護
　
の
　
基
　
礎

専
　
　
門
　
　
科
　
　
目



- 17 -

授業科目の名称 講義等の内容 備考

授 業 科 目 の 概 要

（保健医療学部看護学科）

科目
区分

基礎看護学実習Ⅰ
（看護の場と対象）

（４　高山直子、10　草川好子、15　中村　惠、23　中川潔美、
　24　田島真智子、25　柿田さおり、26　福井享子、27　森口範子、
　28　桐山啓一郎）
　患者を取り巻く医療環境や入院生活の環境を知り、対象者を生活者
として理解し、実際に対象者とコミュニケーションをとり、援助的人
間関係を形成する中で、看護専門職としての役割や態度、責任を学
ぶ。

共同

基礎看護学実習Ⅱ
（看護過程）

（４　高山直子、10　草川好子、15　中村　惠、23　中川潔美、
　24　田島真智子、25　柿田さおり、26　福井享子、27　森口範子、　
　28　桐山啓一郎）
　入院生活を送る対象者への援助を通して、看護を系統的に実践する
ための、看護過程の基本を習得する。看護の専門的知識に基づいて、
論理的・科学的に思考し、対象者とのコミュニケーション、アセスメ
ントおよび援助技術を用いて、看護を実践し、医療チームの一員とし
ての基本的態度を学ぶ。

共同

成人看護学概論

（５　棚橋千彌子、83　岩脇陽子）
　ライフサイクルの視点から成人期にある人の発達過程、身体・心
理・社会的特徴や健康な日常生活、ライフスタイル、生じやすい健康
障害と日常生活に与える影響、病気になった時の身体、心理社会面へ
の影響について理解し、成人期の人に対する看護の考え方を学ぶ。ま
た、成人期にある人の治療過程、急性期、慢性期、回復期、終末期、
リハビリテーションなどの多様な健康状態にある人へ介入する看護の
特徴、看護過程や看護理論、チーム医療などについて学ぶ。

共同
（一部）

　クリティカルケアの基盤となる理論や生命危機状態にある急性期や
周手術期・回復期における外来や病棟、手術室における看護師の役割
や患者の生体反応と心理的反応、患者の安全を守る看護の基本を学
ぶ。
（オムニバス方式／全15回）

オムニバ
ス方式
・共同

（一部）

（５　棚橋千彌子、17　髙橋直美、19　柴田由美子／10回）（共同）　
　手術療法を受ける患者の身体、心理社会面からの理解や主要症状の
発現、治療と心身面の変化、その看護について、さらに手術後の問題
の予測や異常の早期発見、術後合併症予防に必要な看護を講義する。

（16　北端惠子、18　岩﨑淳子／5回）（共同）
　回復期にある患者の身体、心理面の理解と日常生活への支援、自立
に向けた看護と看護師の役割を講義する。

　慢性的な健康障害をもつ成人の心理社会的な特徴や病気療養しなが
ら生活する上での支援システム、家族のニーズと支援のあり方、看護
について学ぶ。
（オムニバス方式／全15回）

オムニバ
ス方式
・共同

（一部）

（５　棚橋千彌子、17　髙橋直美、18　岩﨑淳子／10回）（共同）
　患者や家族を対象に看護援助の計画や予防、生活習慣の病気への影
響、セルフコントロール、社会資源の活用を講義する。

（16　北端惠子、19　柴田由美子／5回）（共同）
　慢性的に治療を継続する患者がQOLを保ちながら通院したり、社会
生活を継続したりするための地域、在宅医療との連携、看護師の役割
と実践、他職種との協働によるチーム支援システムについて講義す
る。
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

授 業 科 目 の 概 要

（保健医療学部看護学科）

科目
区分

成人看護学演習

（５　棚橋千彌子、16　北端惠子、17　髙橋直美、18　岩﨑淳子、
　19　柴田由美子／15回）（共同）
　急性期、慢性期の状態にある成人の身体面、心理社会面、精神面の
特徴や家族を含めた課題やニーズを理解し、チーム医療、在宅との連
携、日常生活の課題などについて、紙面上の事例を通して看護過程を
展開し、課題解決に必要な情報収集、アセスメントと、看護計画の立
案などの看護援助を学ぶ。また、急性期、慢性期にある成人の看護に
必要な看護技術を習得するために、事前学習を踏まえ、患者の安全、
安楽、清潔などに留意した技術の演習を実施する。
（25　柿田さおり／15回、共同、講師以上の指導下で演習の資料作
成、学生指導を実施する）

共同

成人看護学実習Ⅰ
（急性期）

（５　棚橋千彌子、16　北端惠子、17　髙橋直美、18　岩﨑淳子、
　19　柴田由美子、25　柿田さおり）
　急性期あるいは周手術期、回復期にある成人と家族に対し、発達段
階や生活歴をふまえた上で、疾患の病態、症状、検査、治療の意義、
手術侵襲による生体への影響、術後合併症とその予防対策、心理・社
会的影響について患者の全体像をとらえて理解し、救急看護や術前、
術中、術後の周手術期各期に応じた看護実践方法を学ぶ。また、在宅
への継続看護をする上で生活の再構築に必要な援助方法について学
ぶ。実習の具体的な方法としては、受け持ち患者の看護について思考
過程を明確にさせるために看護過程を展開する。

共同

成人看護学実習Ⅱ
（慢性期）

（５　棚橋千彌子、16　北端惠子、17　髙橋直美、18　岩﨑淳子
　19　柴田由美子、25　柿田さおり）
　慢性の疾患や健康障害をもつ成人と家族を総合的に理解し、看護の
対象となる人が自ら健康課題に取り組めるようセルフマネジメント・
スキルの獲得を支援し、その人自身が最適な健康の維持・増進とＱＯ
Ｌの向上を目指すための看護の役割と方法について学ぶ。また、在宅
移行への援助について本人の生活スタイルや生活環境の変化などを視
野に入れた実践を学ぶ。実習の具体的な方法としては、受け持ち患者
の看護について看護者としての思考過程を明確にする看護過程を展開
する。

共同

老年看護学概論

　人間が老いるとはどのようなことかを導入として学び、考え、加齢
によって変化した高齢者の身体面、精神面、心理社会的面の特徴とそ
れに伴う生活への影響と加齢に適応した生活のあり方、健康課題、人
口統計学的特徴、現在の高齢者を取り巻く社会環境や生活と健康を支
える保健医療福祉の制度やサービスの種類などを学ぶ。また、高齢者
の生活パターンの維持の必要性や意義、老年看護を実践する上で必要
な概念や理論を学び、看護学における老年看護学の位置づけと役割を
理解する。
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

授 業 科 目 の 概 要

（保健医療学部看護学科）

科目
区分

　高齢者の身体、心理社会的な特徴を踏まえ、日常生活への援助を自
立、自律、尊厳、ペースを守りながら援助する重要性を学ぶ。
（オムニバス方式／全15回）

オムニバ
ス方式

（６　濱畑章子／10 回）
　健康で日常生活に支障のない高齢者とのコミュニケーション、休
息・睡眠や清潔などの日常生活の過ごし方を理解し、高齢者に特有な
健康課題とアセスメントの視点を講義する。

（11　大塚静香／5回）
　高齢者の生活に影響する認知症の看護や医療の現状をふまえ、コ
ミュニケーションを中心にした対応や、健康障害をもった高齢者の身
体、精神、心理社会面の特徴を広くとらえ、入院した時の看護、施設
へ入居した時の看護、高齢者によくみられる症状や疾患について高齢
者特有の状態を理解した看護を講義する。

老年看護学演習

（６　濱畑章子、11　大塚静香、26　福井享子）
　健康な高齢者の日常生活や楽しみ、過去の生活背景などを理解する
ために、大正、昭和の歴史や出来事、流行した歌や文部省唱歌などを
調べてレポートする。また、このレポートを基盤にして高齢者と面接
し、「好きな歌」などを語ってもらい、学生自身の高齢への理解と親
しみを高める。健康障害のある高齢者への看護を実践するための基盤
としては、紙面上の事例について看護過程を用いて看護を学ぶ。

共同

老年看護学実習

（６　濱畑章子、11　大塚静香、26　福井享子）
  高齢者を尊重し、その生きる力を引き出し、自立した生活への支援
を目指し、これまでの生活背景、生活習慣、価値観、生き方などを常
に考え、身体、精神、心理社会的にその人をとらえ、老年看護を学ぶ
ことを目的とする。介護老人保健施設で実習し、一人の高齢者を受け
持つ中で、他の高齢者とも関わり、施設での生活状況や生活する意
味、ニーズ、家族との関係、生きがい、希望などをその高齢者の視点
からとらえる。また、施設の行事などにも参加し、高齢者がその人ら
しく生活する環境などについても考える。

共同

小児看護学概論

（12　小島賢子、85　杉本陽子）
　子どもの成長発達や基本的生活行動の発達過程の身体面、精神面、
心理社会面の特徴を理解し、子どもの健康な発達、子どもの発達理
論、子どもの生活、健康を支える保健医療福祉、子どもを取り巻く現
代社会の環境的な問題や生じる健康問題、子どもの権利や倫理的問
題、家族を支援する課題などを理解し、乳児、幼児、学童・思春期の
子どもの健全な発育や生活を支える小児看護の基本的なと考え方と必
要な知識を学ぶ。

共同
（一部）

　さまざまな発達段階にある子どもの健康障害の特徴や、健康障害が
子どもと家族に及ぼす影響を理解し、子どもと家族への看護に必要な
基本的知識と援助技術を学ぶ。
（オムニバス方式／全15回）

オムニバ
ス方式

（12　小島賢子／10回）
　子どもに起こりやすい病気の病態や治療、発熱や嘔吐、けいれんな
ど主な症状,入院した子どもの看護と遊び、プレパレーション、外来
に通う子どもと家族の看護を講義する。

（20　石河真紀／5回）
　先天性の障がいをもつ幼児期から思春期の子どもの身体的、心理的
な理解や健康な発達と生活を支援するための環境やシステムについて
講義する。
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

授 業 科 目 の 概 要

（保健医療学部看護学科）

科目
区分

小児看護学演習

（12　小島賢子、20　石河真紀）
　子どもと遊び、プレパレーションの実際をロールプレイングする。
また、子どもに特有な病気について紙面上の事例を用いて小児看護の
特徴的な看護過程を展開し、子どもと家族への看護を学ぶ。子どもの
病気に多い消化器、腎、精神などの病気についてその治療や検査、処
置、子どもの成長発達への影響、家族支援のあり方などを考慮して看
護計画を立案する。また、小児看護実習で必要な技術を学内で演習す
る。

共同

小児看護学実習

（12　小島賢子、20　石河真紀）
　受け持つ子どもの生活や人格、健康状態、家族の状況等を把握し、
必要な支援を考え、実施し、評価するプロセスを学ぶ。子どもと関わ
る際には、その子どもの発達に応じたコミュニケーションをとり、遊
びを活用する。また、看護職と他の専門職者の協働・連携の重要性を
学ぶと共に、子どもや家族との関わりを通して自己を振り返り、今後
の課題を明らかにする。実習の場は、健康な子どもの成長発達を理解
して保育に参加する保育園や健康を障害した子どもの理解と家族への
支援を学ぶために外来や病棟で実習する。

共同

母性看護学概論

　母性の概念、母性と父性、母性看護の歴史的な変遷や法律、施策、
保健統計、母性の役割、リプロダクテイブ・ヘルス／ライツ（性と生
殖に関する健康と権利）と生命倫理、人間の性と生殖、セクシャリテ
イ、妊娠期・分娩期・産褥期や子育てに伴う女性の身体的、精神的、
心理社会的変化、母子の健康に影響する社会的環境など、母性看護の
基本について学ぶ。女性のライフサイクルにおける健康上の問題や子
どもを産むということの社会的な影響も学ぶ。

母性看護学援助論

（７　中島通子、13　牛之濱久代）
　女性が母親になること、また、父親になる男性の心理と役割や家族
に与える影響などを社会的な面から理解する。周産期における対象者
の身体的、心理的、社会的変化とその特徴とその生理学的な変化や異
常な状態などを理解する。その上で、妊婦、産婦、褥婦、胎児や新生
児などがどのような時期にあるのかを理解し、家族を含む援助につい
て学ぶ。育児期における母子や家族の日常生活の変化、母子の看護な
どについて必要な看護について考え、学ぶ。

共同

母性看護学演習

（７　中島通子、13　牛之濱久代、27　森口範子）
　母性の理解や父性の役割、妊娠、出産、育児に関わる対象と家族支
援について基本的に理解して上で、妊娠期、分娩期、産褥期、退院後
の母子の日常生活の支援を行うために紙面上の事例を用いてイメージ
し、必要な援助が理解できる。また、足浴や手のマッサージ、アロマ
オイル使用など産婦・褥婦のリラクゼーションを促す援助や授乳援助
技術、沐浴指導案の作成と赤ちゃん人形を使って沐浴の実際などを演
習する。

共同
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

授 業 科 目 の 概 要

（保健医療学部看護学科）

科目
区分

母性看護学実習

（７　中島通子、13　牛之濱久代、27　森口範子）
周産期における母子とその家族を受けもち、身体的・心理的・社会

的特性を踏まえ、系統的に情報を収集・分析・判断し、対象者にあっ
た個別的な看護を計画・実践・評価する。各種保健指導産前教室、産
褥指導、育児指導、授乳指導、沐浴指導など）、妊婦健康診査を見学
または一部を実施し、母子及び家族の継続した健康支援の実際につい
て学ぶ。実習を行う場は、病院や地域のクリニック、母乳外来、母親
学級、地域における子育て事業などである。

共同

精神看護学概論

　こころのメカニズムや人々が社会の中でよりよく生きるための精神
看護の機能と役割を学ぶ。社会生活の中で精神の健康がどのように影
響し問題を生じるかを理解し、支援の制度やシステムについて学ぶ。
また、精神保健医療福祉の変遷から現代社会のこころの健康への取り
組みや、精神障害についての理解を深める。精神科看護に求められる
内容や他職種における看護師の役割、精神疾患の成り立ちや対象理解
のモデル、心理発達や人格、行動障がいへの理解も深める。

精神看護学援助論

　精神の健康障害をもつ人々の健康の保持・増進及び健康回復の援助
に必要な知識、技術、態度を習得する。精神疾患をもつ対象について
の理解を深めるため、精神看護学で使用される理論やアプローチの方
法、精神保健福祉、精神医療体制などの現状を学ぶ。また、統合失調
症や神経症、心因反応、人格障がい、気分障がいや薬物依存などの患
者の心理と看護、精神科のリハビリテーションにおける地域との連携
などを学ぶ。長期入院になりがちな対象者の支援について考えるため
に、入院している場と生活している場を結び付けて考える必要性も学
ぶ。

精神看護学演習

（８　片岡三佳、28　桐山啓一郎）
　精神看護に必要な知識を復習し、象者を理解するために必要な情報
を収集し、アセスメント、看護計画の立案を行う。VTR、事例から精
神を病むことがどのように生活や人生に影響を与えるのかを様々な角
度から考え、支援するための方法を考察する。また、薬物療法と精神
看護、行動制限や精神看護の倫理と関連法規なども整理して、対象者
の看護に必要な資源の活用と社会的支援を理解する。精神看護の臨地
実習にむけ、自分で考え、調べる作業を演習する。

共同

精神看護学実習

（８　片岡三佳、28　桐山啓一郎）
　精神看護学概論や精神看護学援助論、精神看護学演習で学んだ知
識・技術・態度を統合することを目的とする。精神疾患をもつ患者を
理解し、精神の健康問題が生活に及ぼす影響を考え、治療的コミュニ
ケーション技術を活用し、患者の状態に応じた援助を行う。また、自
己と対象の理解を深めるために自己の内面に気づき、自己洞察を行
う。さらに対象を取り巻く地域精神医療と社会活動の役割と機能を理
解し、精神保健活動が実践できる基礎的能力を養う。

共同
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

授 業 科 目 の 概 要

（保健医療学部看護学科）

科目
区分

在宅看護概論

（④　鈴木岸子、⑤　内藤恭子）
　地域で生活する人々のとらえ方、在宅で生活する病気や障害をもっ
た人々、生活の自立が困難で支援を必要とする人々とその家族を
支援する在宅看護の基本的な考えと援助を学ぶ。公衆衛生看護と在宅
看護の関連、在宅看護の歴史と現在の動向や制度、在宅看護の特徴、
在宅ケアシステム、在宅看護における訪問看護の制度や管理・運営、
地域連携、病院や施設との連携における在宅看護の機能と役割、訪問
看護活動の課題や展望、地域のニーズなどについて学ぶ。

共同

在宅看護援助論

　（④　鈴木岸子、⑤　内藤恭子）
  在宅で療養する人々と家族を対象とした在宅看護の基本的知識とそ
の展開方法について学ぶ。また、在宅ケアマネジメントの基礎知識及
び社会資源の活用・開発等基本的な知識と方法を考える。在宅ケアシ
ステムにおける訪問看護ステーションの実際の機能や役割、訪問看護
活動における訪問看護過程や医療管理を必要とする人の看護、在宅リ
ハビリテーション、在宅ホスピスと訪問看護の役割、難病をもって長
期療養している人々への支援などを学ぶ。

共同

在宅看護実習

（④　鈴木岸子、⑤　内藤恭子）
　訪問看護ステーションの訪問看護師との同行訪問する実習を通し
て、在宅で療養する療養者と家族を理解し、療養者の生活の質や療養
者と家族を取り巻く在宅支援システムなど、支援方法について学ぶ。
また継続看護および在宅看護の機能と役割の実際について学習する。
さらに保健・医療・福祉分野の他職種と協働することやマネージメン
トすることで、連携の必要性、それぞれの専門職の位置づけと役割、
責任や総合的な看護援助について学ぶ。

共同

公衆衛生看護学概論

（①　芝田ゆかり、⑦　星野明子）
　公衆衛生看護学の理念と目的、歴史的な変遷、基本概念、対象や活
動分野、活動方法を概観し、公衆衛生活動に必要な地区診断や事業計
画のプロセス、ライフステージや健康課題、地域住民の個人や組織の
健康課題に応じた公衆衛生看護活動に必要な基礎知識と保健師の役割
を理解する。また、社会環境や生活環境の変化が個人や地域に及ぼす
影響、学校看護活動における健康管理や健康診断の目的、方法や事業
所などの保健活動について理解する。

共同
（一部）

　看護学における家族看護学の発展と歴史的変遷を踏まえ、今日の日
本における家族の変遷や家族機能の変化、家族のライフサイクルの変
化、それに伴う育児や介護,家族の一員への健康の影響、家族支援を
学ぶ。
（オムニバス方式／全15回）

オムニバ
ス方式
・共同

（一部）

（7　中島通子、13　牛之濱久代／8回)(共同）
　母子の関係を中心とした家族のあり方、幼児や思春期にある子ども
の育児と家族への影響、家族を理解するための基本的な家族理論、家
族アセスメントを理解し、家族支援のあり方を講義する。

（⑤　内藤恭子／7回）
　家族の理解や家族の単位、一つのシステムとしての家族のとらえ
方、家族が主体的に自身の健康課題を解決するための支援のあり方、
介護負担によって変化する家族の生活と支援のあり方など、在宅にお
ける事例を通して学習し、看護師の役割を考える。

家族看護学
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

授 業 科 目 の 概 要

（保健医療学部看護学科）

科目
区分

健康管理論

　看護の対象となる人々の健康の保持や増進、健康回復までを援助す
るための過程や保健行動、健康教育の概念、健康教育の理念と定義、
健康教育の必要性、公衆衛生活動における健康教育の歴史と発展、行
動変容や健康教育に関連する諸理論、健康教育の対象、課題、集団指
導と個別指導、個別健康相談などを学ぶ。また、健康教育の対象や方
法の選択、健康教育計画の立案、媒体の種類の選択と作成、健康教育
の実施、健康教育の評価などの演習を通して、健康教育に関連した方
法と技術を修得する。

公衆衛生看護活動論
Ⅰ（地域診断と活動
課題）

（①　芝田ゆかり               ）
　地域の特性を踏まえて保健活動をするためには、地域を十分に把握
しておく必要がある。このため、地域診断のプロセスを踏み、地域住
民の生活実態や住民を取り巻く環境をとらえ、地域に関する情報収集
とそれを分析して、地域住民の顕在的、潜在的な健康課題を明らかに
する。分析のための資料は、市町の既存資料やウエブ、図書館から得
て、実際にその地域へ行き、情報を得る。グループワークを行い、情
報と分析、地域診断と活動課題を共有する。

共同

公衆衛生看護活動論
Ⅱ（ライフステージ
と活動）

（①　芝田ゆかり、③　尾﨑八代）
　地域社会全体の健康増進や改善を目指す公衆衛生看護活動は、地域
社会を構成する個人、家族、集団、組織を対象としている。ライフス
テージの特性を成長発達段階ごとに踏まえ、健康課題とそれに対する
地域における公衆衛生看護活動を学習する。乳幼児と母親の健康課題
と母子保健活動、女性保健活動、学齢期や思春期の発達課題と学校看
護活動、青年期や成人期、壮年期における健康課題と管理システム、
高齢者に対する地域保健活動などを学習する。

共同

公衆衛生看護活動論
Ⅲ（健康課題と活
動）

（①芝田ゆかり、③尾﨑八代）
　地域社会における障がい者（児）保健の動向と施策の変遷、現状と
課題、健康課題、保健福祉と保健師活動、自立支援と人権、精神障が
い者保健の動向と施策の変遷、現状と課題、健康課題、自立支援と人
権、難病障がい者に対する難病保健の動向と施策、健康課題、歯科保
健の動向や施策と歯科保健指導などを学び、保健師の役割と援助方法
を理解する。これらの学習によって、保健・医療・福祉、学校教育機
関と連携する保健師の役割と協働の意義を理解する。

共同
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

授 業 科 目 の 概 要

（保健医療学部看護学科）

科目
区分

　広域公衆衛生活動としての学校と産業に関連する看護活動につい
て、集団の健康管理と働く人の健康を支援する場における健康問題と
その支援を学ぶ。
（オムニバス方式／全8回）

オムニバ
ス方式

（４　高山直子／4回）
　産業看護活動は、働く人々の健康障害の防止、健康と労働のバラン
スの維持、健康の保持と増進を図ることにある。身体、精神面、心理
社会面から健康を維持する支援が必要である。喫煙、肥満、高血圧な
どの生活習慣病、職場におけるメンタルヘルスを理解し、働く人々が
自らの力で抱えている心理的問題を解決できるように援助する産業カ
ウンセリングの歴史、活動内容などを学習する。

（②　御田村相模／4回）
　青年期は性的成熟に伴う身体的変化や心理的な内省的傾向、自我が
高まる一方、精神的に不安定になりやすい。学校保健の対象範囲であ
る大学の青年期の学生の健康問題となっている性や食生活、喫煙、う
つ、肥満などの実態と要因、健康教育、健康管理について学び、社会
人としての健康維持の継続性について考える。

公衆衛生看護学実習

（①　芝田ゆかり、②　御田村相模、③　尾﨑八代）
　地域の特性や社会資源、地域ケアシステムなどを理解し、地域に住
む個人、家族、集団やコミュニテイの健康課題を解決する保健活動の
展開や多様な場における保健師の活動と役割、保健活動を学ぶ。保健
所、市町村保健センター、地域包括支援センター、学校、病院健康管
理センターなどで実習し、地域の人々の生活や地域の社会資源、地域
ケアシステムの実際、保健師による関係機関との連絡調整、医療福祉
機関との連携、健康施策などを学び、公衆衛生看護の専門性や役割、
保健医療福祉における位置づけを考える。

共同

　物事に疑問をもつことを研究へと発展させる考えと方法、看護研究
のプロセスと基本的な知識を身に着け、看護研究演習ⅠとⅡへつなげ
る。
（オムニバス方式／全8回）

オムニバ
ス方式

（６　濱畑章子／4回）
　研究とは何か、どのように物事を探究するのか、看護の現象をどの
ように探究するのか、何が研究となるのか、看護における研究の必要
性と意義、研究デザイン、研究計画書、研究参加者の人権を守る倫
理、質的研究方法を講義する。

（７　中島通子／4回）
　研究に対する文献検索、文献のクリテイーク、研究デザインの選
択、研究の問いを明確にする方法、量的研究、統計的手法を用いた研
究について講義する。

広域公衆衛生活動
（学校・産業看護活
動）

看護研究
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

授 業 科 目 の 概 要

（保健医療学部看護学科）

科目
区分

看護研究演習Ⅰ　　
（文献クリティー
ク）

　看護研究の学習を基に、文献検討を行い、研究として取り組むテー
マを決定し、研究計画書を作成する。研究デザインや方法、倫理的配
慮、文献の記載など明確にする。研究のタイトル、要約、目的、研究
方法、倫理的配慮、結果、考察、文献が研究の内容を表し、一貫性や
妥当性があるのかなどを検討する。演習に際し、看護専門のどの領域
に関心があるのかを明確にすることから始め、看護研究演習Ⅱにおけ
る研究課題を明確にする。この演習によって研究の評価を理解し、自
身の研究への取り組みの参考となる。

看護研究演習Ⅱ　　　
（卒業研究）

　看護研究演習Ⅰ（文献クリテイーク）の学習を基に、研究として取
り組みたいテーマを決定し、それに対する研究計画書を作成する。研
究計画書は研究課題、研究課題の現状や看護で必要とされる理由と意
義、研究目的、用語の定義、研究デザイン、研究参加者、研究の場、
データ分析方法、参加者への倫理的配慮、使用文献を明記する。研究
計画書の作成演習を通して、自身の看護観への気づきを明確にして、
研究対象者への影響,看護への適用などを考え,看護専門職に必要な研
究的思考や姿勢を身に着ける。

　存在する資源を活用して、より良い看護の成果を導き出す看護管理
の考え方や歴史的変遷、実際の活動や課題などを学習する。
（オムニバス方式／全8回）

オムニバ
ス方式

（③　尾﨑八代／4回）
  看護管理の歴史的変遷を概観する中で、医療機関の看護管理とは異
なる視点から、公衆衛生における看護管理について講義する。長期療
養者の地域での生活の維持や健康な人が生活を続けるための地域保健
活動などを通し、支援するシステムなどを講義する。

（76　堀ちくみ／4回）
　病院を中心に管理とは何か、組織とその構造、看護の質保証と看護
管理、看護師の仕事とその管理、組織やチームの看護実践のマネージ
メント、医療における安全、看護サービスの組織化、人間関係を構築
するスキル、リーダーシップとコーチングなどを講義する。

看護教育学

　看護教育の変遷を概観し、看護教育制度の成り立ちと特徴、変遷、
看護専門職業人としての学びの継続と学びのあり方、知的好奇心の維
持、教育内容や方法、教育評価などを探究する。また、看護教育制度
と継続教育、卒業教育などの必要性を探究する。看護職の職業アイデ
ンティティ、看護キャリア開発とキャリアマネージメント、現在の看
護継続教育における認定看護師、専門看護師に関する目的、役割、教
育内容や認定システムなどを学習し、看護実践能力とは何かを考え
る。

看護管理論
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

授 業 科 目 の 概 要

（保健医療学部看護学科）

科目
区分

看護倫理

　看護倫理の歴史的変遷や看護実践における倫理の原則、対象のケア
に重要となる倫理、患者の擁護者となる看護師の姿勢や行動などを理
解し、専門職として責任のある倫理的な考え方を学ぶ。また、看護実
践の倫理としての看護倫理に基づくケアリングの意味とケアリングが
もたらすもの、看護研究における倫理に関してのデータ収集の方法と
倫理の順守や看護研究における倫理指針、倫理審査委員会、医療法と
保健師助産師看護師法における倫理などを理解する。

　医療の現場でなぜ事故が起こるのかについて、医療事故と看護事
故、医療過誤、医療訴訟の法的責任を理解し、看護事故の現状から原
因と予防に焦点を当て、看護の安全に対する危機管理ができるよう学
ぶ。
（オムニバス方式）／全8回）

オムニバ
ス方式
・共同

（一部）

（５　棚橋千彌子、19　柴田由美子／5回）（共同）
　病院や高齢者施設における日常の看護において処置に関連するイン
シデント、ヒヤリ・ハット、ライン・チューブ・カテーテル関連の事
故と防止策、転倒・転落事故とその防止策、入浴中の事故と防止策、
食事介助における事故と防止策などを講義する。

（16　北端惠子、18　岩﨑淳子／3回）（共同）
　病院の病棟や外来、ICUなど患者の健康レベルに応じた場における
医療事故、ヒューマンエラーなどの発生事例を通して、経過をふま
え、予防策について講義する。

　災害及び災害看護に関する基礎的知識や災害発生時の社会の対応や
しくみ、個人の備え、災害が人々の生命や生活に及ぼす影響、災害時
に看護が果たす役割、災害各期における看護支援活動を学ぶ。
（オムニバス方式／全8回）

オムニバ
ス方式

（17　髙橋直美／4回）
　災害時のトリアージの実際、看護師による被災者救済活動、被災者
の心のケア、被災者を囲む人の精神的問題と支援などの重要性を講義
する。

（④　鈴木岸子／4回）
　災害時における地域支援と保健師の活動と保健師がとるリーダー
シップ、住民のニードの把握と支援などの活動を講義する。

リスクマネージメン
ト

災害看護
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

授 業 科 目 の 概 要

（保健医療学部看護学科）

科目
区分

　国際看護の概念や看護を取り巻く世界的な傾向と看護活動の格差、
看護専門職の役割の多様化、看護教育の国際的な動向と日本の看護教
育の国際化への対応などを学ぶ。
（オムニバス方式／全8回）

オムニバ
ス方式

（６　濱畑章子／3回）
　国際看護の概念と看護の国際化、異文化交流などを講義し、看護学
生の海外交流研修プログラムの開発と現状、看護研究の海外における
発表や研究者との交流など、看護の国際的な貢献や果たす役割を講義
する。

（13　牛之濱久代／3回）
　海外の母子保健活動における自然環境や風習、生活習慣、政治、経
済、医療制度などの影響と看護職の役割、期待など日本の現状との比
較を通して国際看護について考えさせる。

（81　高須美香／2回　）
　中国における病院での看護師の活動と看護マネージメントの実際と
政治、経済、生活背景、医療制度の影響を日本の現状との比較を通し
て国際看護について考えさせる。

統合実習

すべての看護学実習が終了後、これまでの臨地実習の学びを統合さ
せ、保健医療福祉の関連機関や専門職と一つのチームとして看護の対
象者に実践的な支援をする管理的な要素も含んだ統合実習を行う。学
生は事前に実習目標と実習を自身で作成し、各領域で実習する。看護
の基本的な考えを探究する基礎看護学、病院で複数患者を受け持って
総合的に看護する成人看護、対象と親の健康を継続支援する母性看護
や小児看護、こころの健康を支援する精神看護、高齢者の自立を支援
する老年看護、病気や障がいをもって在宅で生活する人の援助を行う
在宅看護の実習を行う。

共同
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Ｃ団地（校地）

２ｋｍ
バス１５分

岐阜駅西岐阜駅
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１，９８６．３４㎡（全部所有）
岐阜県岐阜市若宮町１丁目６番ほか４筆
附属病院附属施設　鉄筋コンクリート造４階建ほか２筆
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ３，１３１．０３㎡

６‚４２４．１４㎡（全部所有）
岐阜県岐阜市橋本町３丁目２３番ほか４筆
附属病院 鉄骨鉄筋コンクリート造１０階建ほか１筆
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附属病院　８，９０６．３９㎡（鉄筋コンクリート造５階建ほか１筆）
体育館　２，７９４.２５㎡（鉄骨造平家建ほか１筆）
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別表4-1 （第5条第1項、第6条第1項関係）
 保健医療学部看護学科

授業を行

必修 選択 う 年 次

2 1

2 1 １　教養基礎科目から、次の

2 1 　各号に定める単位を修得し

2 1 　なければならない。

2 1 （１）必修科目14単位

2 1 （２）選択科目10単位以上

2 1

2 1 ２　専門基礎科目から、次の

2 3 　各号に定める単位を修得し

2 4 　なければならない。

2 1 （１）必修科目28単位

2 1 （２）選択科目 1単位以上

2 1

2 1 ３　専門科目から、次の各号

2 4 　に定める単位を修得しなけ

2 3 　ればならない。

2 1 （１）必修科目70単位

1 1 （２）選択科目 2単位以上

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1  

人と環境

履  修  方  法

教
養
基
礎
科
目

生 物 学

倫 理 学

人間コミュニケーション論

人と関わり

英 語 Ⅰ （ 文 献 講 読 ）

ス ポ ー ツ 実 践

基 礎 ゼ ミ ナ ー ル Ⅱ

別表１－１　～　別表３－２　（Ｐ１３～Ｐ２７）　　(略)

授業科目の名称
単 位 数

統 計 学

生 命 倫 理

異 文 化 理 解

人と文化

日 本 語 表 現 法

経 済 学

物 理 学

環 境 と 科 学

人 権 論

化 学

哲 学

文 学

歴 史 学

心 理 学

法学（含・日本国憲法）

政 治 学

区   分

健 康 と ス ポ ー ツ

科 学 入 門

総　合

英 語 Ⅱ （ 英 作 文 ）

英語コミュニケーションⅠ
( 基 礎 )

英語コミュニケーションⅡ
( 応 用 )

情 報 処 理 基 礎 Ⅰ

情 報 処 理 基 礎 Ⅱ

基 礎 ゼ ミ ナ ー ル Ⅰ
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授業を行

必修 選択 う 年 次

2 2

2 3

2 4

2 2

2 3

2 1

1 3

2 1

2 1

2 1

2 1

2 2

1 1

1 1

1 1

1 1

1 4

1 1

1 2

1 2

1 2

1 2

2 1

2 1

2 2

2 1

2 2

1 1

2 2

基 礎 看 護 学 実 習 Ⅰ
( 看 護 の 場 と 対 象 )

基 礎 看 護 学 実 習 Ⅱ
( 看 護 過 程 )

臨 床 病 態 学 Ⅱ
(脳神経･感覚器･運動器系)

臨床病態学Ⅲ(内分泌･代謝､
造 血 器 ､ 腎 ･ 泌 尿 器 系 )

臨 床 病 態 学 Ⅳ
(精神､こころの障害)

専
門
科
目

看 護 の
基　礎

基 礎 看 護 学 概 論

看 護 過 程 論

フィジカルアセスメント

看 護 技 術 論 Ⅰ
( 生 活 援 助 )
看 護 技 術 論 Ⅱ
( 診 療 援 助 )

形態機能学Ⅱ（解剖学）

形態機能学Ⅲ（生理学）

形態機能学Ⅳ（生理学）

歯 と 健 康

健 康 と 生 活

臨 床 病 態 学 Ⅰ
(消化器･循環器･呼吸器系)

保 健 医 療 福 祉 行 政 論

公 衆 衛 生 学

専 門 職 連 携

からだと
健　康

生 化 学

薬 理 学

病 理 学

臨 床 栄 養 学

微 生 物 ・ 感 染

形態機能学Ⅰ（解剖学）

区   分 授業科目の名称
単 位 数

履  修  方  法

専
門
基
礎
科
目

社 会 と
健　康

保 健 統 計 学

疫 学

臨 床 心 理 学

発 達 心 理 学
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授業を行

必修 選択 う 年 次

1 2

2 2

2 2

1 3

3 3･4

3 3･4

1 2

2 2

1 3

4 3･4

1 2

2 2

1 3

2 3･4

1 2

2 2

1 3

2 3･4

1 2

2 2

1 3

2 3･4

2 2

2 3

2 3･4

2 2

2 2

2 2

2 4

2 4

2 4

1 3

5 4

看護の実
践と展開

地域生活
支 援 の
展　　開

公衆衛生看護活動論Ⅰ
(地域診断と活動課題)

公衆衛生看護活動論Ⅱ
(ライフステージと活動)

公衆衛生看護活動論Ⅲ
( 健 康 課 題 と 活 動 )
広 域 公 衆 衛 生 活 動
(学校･産業看護活動)

公 衆 衛 生 看 護 学 実 習

在 宅 看 護 概 論

在 宅 看 護 援 助 論

在 宅 看 護 実 習

家 族 看 護 学

健 康 管 理 論

母 性 看 護 学 演 習

母 性 看 護 学 実 習

精 神 看 護 学 概 論

精 神 看 護 学 援 助 論

精 神 看 護 学 演 習

精 神 看 護 学 実 習

小 児 看 護 学 援 助 論

小 児 看 護 学 演 習

小 児 看 護 学 実 習

母 性 看 護 学 概 論

母 性 看 護 学 援 助 論

公 衆 衛 生 看 護 学 概 論

成 人 看 護 学 実 習 Ⅱ
( 慢 性 期 )

老 年 看 護 学 概 論

老 年 看 護 学 援 助 論

老 年 看 護 学 演 習

老 年 看 護 学 実 習

小 児 看 護 学 概 論

区   分 授業科目の名称
単 位 数

履  修  方  法

専
門
科
目

成 人 看 護 学 概 論

成 人 看 護 学 援 助 論 Ⅰ
( 急 性 期 )
成 人 看 護 学 援 助 論 Ⅱ
( 慢 性 期 )

成 人 看 護 学 演 習

成 人 看 護 学 実 習 Ⅰ
( 急 性 期 )
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授業を行

必修 選択 う 年 次

1 3

2 3

2 4

1 4

1 4

1 4

1 3

1 4

1 4

2 4

別表4-2  （第5条第2項関係）

 保健医療学部看護学科

   教養基礎講座、総合医科学講座、基礎看護学講座、成人看護学講座、老年看護学講座、

   小児看護学講座、母性看護学講座、精神看護学講座、公衆衛生看護学講座

リスクマネージメント

災 害 看 護

国 際 看 護 論

統 合 実 習

単 位 数
授業科目の名称 履  修  方  法

専
門
科
目

看 護 の
統 合 と
発　　展

看 護 研 究

看 護 研 究 演 習 Ⅰ
(文献クリティーク)
看 護 研 究 演 習 Ⅱ
( 卒 業 研 究 )

看 護 管 理 論

看 護 教 育 学

看 護 倫 理

区   分













１ 朝日大学の建学の精神・目的 

 
  朝日大学は、建学の精神である「国際未来社会を切り開く社会性と創造性、そして、

人類普遍の人間的知性に富む人間を育成することにある。」を具現化するため、学則第１

条に「教育基本法並びに学校教育法の趣旨を尊重してその条項に従い、一般教養及び専

門学術の理論並びにその応用を教育研究し、知的、道徳的教養をもつ有為の人材を育成

するとともに、広く知識を世界にもとめ、教育、学術研究の国際交流をはかり、高度の

教育目的を達成し、学術、文化の向上と社会の発展に寄与することを目的とする。」と

規定している。 

 
 
２ 朝日大学の沿革 

 
朝日大学は、「歯科医学の理論及びその臨床的適用を教育研究する」ことを目的として、

昭和 46(1971)年に創立された岐阜歯科大学を前身としている。 

昭和 60年代に入り、社会情勢・産業構造が大きく変遷していく中、わが国は高度国際

化・情報化・高齢化社会に入り、21 世紀を迎える状況となった。高等教育機関において

も、時代の変化に即応した教育体系と内容の確立が急務となり、昭和 60(1985)年４月に

経営学部経営学科を設置して、大学名を朝日大学と改め総合大学としての第一歩を踏み

出した。 

 

その後、昭和 62(1987)年に法学部法学科、平成 3(1991)年に経営学部情報管理学科（情

報管理学科は、平成 23(2011)年に経営情報学科に名称変更）、平成 14(2002)年に経営学

部ビジネス企画学科を設置し、３学部５学科を擁する総合大学として現在に至っている。 

また、大学院の整備充実にも力を注ぎ、昭和 52(1977)年に大学院歯学研究科歯学専攻

博士課程、平成 4(1992)年に大学院法学研究科法学専攻修士課程、平成 6(1994)年に大学

院法学研究科法学専攻博士課程（博士前期課程、博士後期課程）、平成 7(1995)年に大学

院経営学研究科情報管理学専攻修士課程、平成 9(1997)年に大学院経営学研究科情報管理

学専攻博士課程（博士前期課程、博士後期課程）を設置し、全ての学部の上に大学院の

設置を行った。 

 

  また、歯学部の附置施設である歯学部附属病院（岐阜県瑞穂市）、歯学部附属病院ＰＤ

Ｉ岐阜歯科診療所（岐阜県岐阜市）、歯学部附属村上記念病院（岐阜県岐阜市）の３医療

機関においては、それぞれの医療機関が地域の医療拠点として、地域住民の健康の維持・

増進に対する責務を果たすべく、高度で先進的な医療の提供を行っている。 

さらに、朝日大学に加え、昭和 48(1973)年には、岐阜歯科大学附属歯科衛生士学校（昭

和 60(1985)年に朝日大学歯科衛生士専門学校と改称）を設置し、歯科医療分野における

医療技術者養成にも大きく貢献を行っている。 
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 ＜本学の沿革＞ 

 

1971年４月  岐阜歯科大学設立 

1971年５月  岐阜歯科大学附属病院を開設 

1973年４月  岐阜市内の村上外科病院が本学に寄贈され、本学附属村上記念病院と 

なる。 

  1973 年４月  岐阜歯科大学附属歯科衛生士学校を開設 

  1977 年４月  岐阜歯科大学大学院歯学研究科を開設（歯学専攻、博士課程） 

  1977 年４月  附属歯科衛生士学校から附属歯科衛生士専門学校に名称変更 

  1979 年７月  岐阜歯科大学歯科臨床研究所附属歯科診療所を開設 

  1984 年９月  附属村上記念病院を岐阜市橋本町へ新築移転 

  1985 年４月  経営学部経営学科を開設 

  1985 年４月  法人の名称を学校法人朝日大学、大学の名称を朝日大学、附属歯科衛 

生士専門学校の名称を朝日大学歯科衛生士専門学校と改称 

  1987 年４月  法学部法学科を開設 

  1989 年４月  経営学部経営学科及び法学部法学科に教職課程（正規の課程、聴講生 

の課程）を併設 

  1991 年４月  経営学部情報管理学科を開設、同学科に教職課程（正規の課程、聴講 

生の課程）を併設 

  1992 年４月  大学院法学研究科を開設（法学専攻、博士前期(修士)課程） 

同研究科に教職課程を併設 

  1994 年４月  大学院法学研究科に博士後期(博士)課程を開設 

  1995 年４月  大学院経営学研究科を開設（情報管理学専攻、博士前期(修士)課程） 

          同研究科に教職課程を併設 

  1997 年４月  大学院経営学研究科に博士後期(博士)課程を開設 

  1997 年 10月  朝日大学名古屋サテライトを開設 

  2001 年４月  留学生別科を開設 

  2002 年４月  経営学部ビジネス企画学科を開設 

          同学科に教職課程（正規の課程、聴講生の課程）を併設 

  2007年４月  朝日大学歯科臨床研究所附属歯科診療所を朝日大学歯学部附属病院に 

統合し、名称をＰＤＩ岐阜歯科診療所と改称 

  2009 年４月  朝日大学歯科衛生士専門学校を 2年課程から 3年課程に変更 

  2012 年４月  経営学部情報管理学科から経営学部経営情報学科に名称変更 
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３ 設置の趣旨及び必要性 

 

（１）設置の趣旨 

   現在の保健・医療・福祉を取り巻く環境は、急速な少子高齢化の進展、国民の医療

に対するニ－ズの多様化や医療技術の進歩などにより大きく変化している。こうした

環境の中で、安心・安全な医療を提供するためには、医療従事者の資質の向上が求め

られており、特に看護師に期待される役割は増大している。 

4年制大学における看護職員養成は、全国的に急速な増加を見せてはいるが、岐阜県

における看護職員需給見通しについては、岐阜県が公表している「岐阜県第七次看護

職員需給見通し」によると、全国の需給見通しと同様に看護師不足の状況であるとさ

れている。また、「第 6期岐阜県保健医療計画（平成 25年 3月）」の中では、医療体制

の充実のための看護職員の確保・養成についても、誰もが不安なく必要な看護を受け

られる体制を整えるため、質の高い看護職員の育成・確保及び資質の向上を基本的な

計画事項として掲げている。 

以上のように岐阜県においては、看護職員養成の必要性は大変高いものがある。こ

のことは、本学が運営する歯学部附属病院及び歯学部附属村上記念病院並びに他の県

内の総合病院においても、看護師確保が深刻な問題となっており、早期の解決が望ま

れている。 

   本法人は、これまで建学の精神に基づき、有為な歯科医師及び歯科衛生士の養成に

努めてきたが、こうした看護職員不足の状況を早急に解決し、地域の保健・医療・福

祉分野の発展にさらに貢献するため、保健医療学部看護学科を設置するものとする。 

 

（２）設置の必要性 

 

  １）厚生労働省の看護職員需給見通し 

厚生労働省の「第七次看護職員需給見通しに関する検討会報告書」（平成 22年 12

月 21 日）によると、新たな看護職員の需給見通しは、平成 23 年の約 140 万 4 千人

から平成 27年には約 150万 1千人に増加（約 6.9％の伸び）すると見込まれている。

この需要見通しに対し、供給見通しは、平成 23 年の約 134 万 8 千人から平成 27 年

には約 148 万 6 千人に増加（約 10.2％の伸び）すると見込まれている。この需給見

通しは、平成 23 年には約 5 万 6 千人、平成 27 年には約 1 万 5 千人の看護職員が不

足するとなっている。 

また、同報告書では、現在のサービス提供体制を前提とした場合には、平成 37年

の需要見通しは、実人員ベースで約 191 万 8 千人から約 199 万 7 千人、一般病床を

急性期と亜急性期・回復期等に機能分化し、医療資源を一層集中投入する場合には、

約 183 万 9 千人から約 191 万 9 千人と見込まれ、これに対し供給見通しは、約 179

万 8千人と推計されるとしており、平成 27年の需給見通しよりもさらに厳しい需給

見通しとなっている。 

 

 

- 3 - 



  ２）岐阜県における看護職員需給見通し等 

    岐阜県においても、岐阜県が公表している「岐阜県第七次看護職員需給見通し」

によると、新たな看護職員の需給見通しは、実人員ベースで平成 23 年の 23,060 人

から平成 27年には 24,763人に増加（約 7.4％の伸び）すると見込まれている。この

需要見通しに対し、供給見通しは、実人員ベースで平成 23 年の 21,430 人から平成

27 年には 24,406 人に増加（約 13.9％の伸び）すると見込まれているが、全国の需

給見通しと同様に看護師不足の状況となっている。また、厚生労働省の調査（平成

22年衛生行政報告例（就業医療関係者）結果の概要）によると、平成 22（2010）年

末の岐阜県の人口 10万人当たりの看護師数は、全国平均 744.0人に対し 656.4人と

全国 40位となっており、岐阜県の看護師不足は、全国平均と比較しても、地域医療

においても深刻な問題となっている。さらに、厚生労働省の統計調査によると、岐

阜県内の 4 年制大学の看護学科卒業生の就業状況は、卒業生の 50％を超える者が岐

阜県外の医療機関等へ就職しており、短期大学及び専門学校の卒業生の就業状況を

加えても、卒業生の約 26％（平成 22（2010）年度～平成 24（2012）年度の平均）が

岐阜県外の医療機関等へ就職しており、このことも岐阜県内における看護師不足の

一因ともなっている。 

 

また、平成 25 年度から平成 29 年度までの 5 カ年の岐阜県の保健・医療の充実に

向け疾病対策や医療提供体制に関する基本方針を定めた「第６期岐阜県保健医療計

画（平成 25年 3月）」において、岐阜県の将来推計人口と高齢化率について、65歳

以上人口は、平成 22年の 502千人（構成比 24.1％）から平成 32年には 590千人（構

成比 30.2％）、75 歳以上人口については、平成 22年の 245 千人（構成比 11.8％）

から平成 32 年には 305 千人（構成比 15.6％）と、65 歳以上人口は、少なくとも今

後 10年間、75歳以上人口は、少なくとも今後 20年間は増加すると予測されており、

少子高齢化の傾向は、ますます強まると見込んでいる。また、同保健医療計画の中

で、岐阜県が平成 23 年 11 月に実施した「県民医療意識調査」の一環として、岐阜

県に在住する 20歳以上の男女を対象として「保健医療のために充実すべきこと」に

ついてのアンケート調査（複数回答）において、「在宅ケアの推進」（43.3％）、

「保健医療従事者の確保推進」（35.0％）が１位、２位となっており、岐阜県民が、

急速な少子高齢化に対して、自宅で医療や介護サービスが受けられる在宅ケアの推

進を始めとした医療提供体制の充実のための医師、看護師、保健師などの保健医療

従事者の確保推進を強く求めているという結果であった。 

 

    そのため、岐阜県では、平成 25 年度から平成 29 年度までの 5 カ年の在宅医療対

策として、「かかりつけ医を中心に在宅療養支援診療所（病院）、訪問看護事業所

等と連携した在宅医療体制の構築の推進」、「在宅における医療と介護の連携強化」

を基本的な計画事項として、訪問看護事業所数の増加、訪問看護利用件数の増加な

どの数値目標を掲げている。これらを含めた医療提供体制の充実のための看護職員

の確保・養成については、先に述べた「岐阜県第七次看護職員需給見通し」を踏ま

え、「誰もが不安なく必要な看護を受けられる体制を整えるため、質の高い看護職
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員の育成・確保及び資質の向上」を基本的な計画事項として、看護職員の養成・確

保に取り組むこととしている。 

  ３）公益社団法人日本看護協会からの要請 

公益社団法人日本看護協会においても、同協会が、平成 24年 6月に文部科学大臣

あてに提出した『看護職の人材養成に関する要望書』の中で、「超高齢社会を目前

に、安心・安全な医療を提供するためには、多様化する国民のニーズや医療の高度

化などに対応できる看護専門職としての資質を備えた看護師の養成が求められてい

ます。学士教育による看護師養成も増加しておりますが、今後の看護師へのニーズ

の増大に合わせ、看護学部の設置を更に推進し、大学における看護師養成の拡充が

なされるよう要望します。」とし、看護学部（又は看護学科）の設置推進を要望し

ている。 

また、同協会が実施した「2011年病院看護実態調査（結果速報）」（2012年 2月

報道発表）によると、平成 22（2010）年度の病院常勤看護職員の離職率は 11.0％（全

国平均）、新卒看護職員 8.1％（全国平均）と、平成 20（2008）年度から 3 年連続

で減少傾向ではあるが、依然として高い離職率となっている。また、通算経験 3年、

5年の看護職員の離職率は、3年が 12.8％、5年が 12.6％と新卒の離職率の全国平均

を大きく上回っており、このことも医療現場における慢性的な看護職員の不足を招

いていると考えられる。 

  ４）一般社団法人岐阜県医師会からの要請 

一般社団法人岐阜県医師会は、『看護職員の人材養成に関する要望書』（平成 

25年4月2日）の中で、「現在の保健・医療・福祉を取り巻く環境は、急速な少子高

齢化の進展、国民の医療に対するニーズの多様化や医療技術の進歩などにより大き

く変化しています。こうした環境の中で、安心・安全な医療を提供するためには、

医療従事者の資質の向上が求められており、特に看護師に期待される役割は増大し

ております。つきましては、岐阜県内の大学における看護師養成の拡充のため、看

護学部の設置の推進を強く要望いたします。」として岐阜県内における看護学部・

学科の設置を強く要望している。 

  以上のとおり、看護職員の不足の状況を改善していくためにも、岐阜県に看護学科

の設置は必要であると考える。

【資料１】第七次看護職員需給見通し（全国） 

【資料２】第七次看護職員需給見通し（岐阜県） 

【資料３】岐阜県の将来推計人口と高齢化率 

【資料４】看護師等学校養成所卒業生就業状況調査結果（岐阜県） 

【資料５】看護職員の人材養成に関する要望書（一般社団法人岐阜県医師会） 
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（３）教育研究上の理念、目的 

   医学、医療技術の進歩や少子高齢化社会を迎える中、これからの保健・医療・福祉

の現場においては、看護職に対して基礎医学に関する教育と疾病予防に関する多様な

専門分野の知識が求められ、これらを身に付けた看護職の養成により、高度専門医療

から生活習慣病をはじめとする慢性疾患に対する予防・ケアを中心とする医療まで、

幅広く多様な看護を展開することができることとなる。 

保健医療学部は、本学の建学の精神である「国際未来社会を切り開く社会性と創造

性、そして、人類普遍の人間的知性に富む人間の育成」に基づき、大学４年間で確か

な学士力を身に付けることを基本とし、保健衛生学の専門知識並びに高度な医療技術

及び社会人としての豊かな学識と技能を体系的に教授研究し、高い倫理観と豊かな人

間性と国際性を兼ね備え、社会に貢献できる人材を育成することを目的とする。 

 

看護学科では、人を思う心をもって人間関係を構築する力、自己研鑽して未来を切

り開く力、社会に貢献し変革する力を持ち、あらゆる健康レベルにある人のニーズに

対応できる看護職を育成することを教育目的とする。このために必要となる教育研究

体制を整備し、保健・医療・福祉分野において高度化・多様化する看護実践の在り方

を研究し、その成果を社会に還元することを目的とする。 

 

（４）養成を目指す人材 

   本学の建学の精神に則り、大学４年間で確かな学士力を身に付けること基本とし、

保健・医療・福祉の専門職として、高度な技術と知識を修得し、豊かな心と国際性を

身に付け、社会に貢献できること、また、看護専門職として、人を思う心をもって人

間関係を構築する力、自己研鑽して未来を切り開く力、社会に貢献し変革する力を持

ち、あらゆる健康レベルにある人のニーズに対応できる看護職を養成することを目的

とし、次の３つの力を身に付けた人材を養成する。 

 

  １）人を思う心をもって関係を構築する力 

    少子高齢化、核家族化による家族構成の変化や電子媒体によるコミュニケーショ

ンが主流になり、人と人との関係を薄くし、直接的な言葉や心の交流による相互作

用的な関わりを弱めている。このため、高い倫理観の基に人を思いやる心を持ち、

電子媒体を介するだけでなく、人との心の相互作用を通したコミュニケーション能

力を備えた看護職が必要とされている。看護の対象者を人としてその尊厳を守り、

権利を擁護し、また、保健・医療・福祉に関わる他職種と連携してリーダーシップ

がとれる力を身につける。 

 

  ２）自己研鑽して未来を切り開く力 

    大学での学習は、自主性、創造性、思考力などを必要とする。目的をもって自ら

学習する内容や方法を探求して、人間として、社会人として発展するための素養を

備えることが求められる。卒業時に、看護職としての自己像だけではなく、将来、

社会で活躍する専門職としての自己像を有して発展していくためには、キャリア教
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育が重要となる。 

    保健・医療・福祉の発展に寄与できる看護専門職として、高度な知識と技術、状

況の判断力と計画性、実践力、行動力を身につけるための力を身につける。 

 

  ３）社会に貢献し、変革する力 

    地域社会においては、人口動態、家族形態、経済、生活環境などが多様化し、住

民の健康と生活支援へのニーズも多様化している。また、国外の保健・医療・福祉

は、その国の文化や歴史、人々の暮らしを基盤にしたものではあるが、政治や紛争、

自然災害などが影響され変化している。 

地域に根差し、そこに住む人々への看護を提供できる力や、将来、国際的な視野

で保健・医療・福祉の状況と人々の健康を査定し、グローバルな看護を展開できる

力を身につける。 

 

 

４ 学生確保の見通しと社会的な人材需要 

 

（１）入学定員（編入学定員含む）設定の考え方とその根拠となる学生確保の見通し 

 

１）入学定員設定の考え方 

わが国において、看護職員は慢性的な供給不足となっており、この状況は中長期

的に続く見通しとなっている。 

厚生労働省の「第七次看護職員需要見通しに関する検討会報告書」（平成 22 年 12

月 21 日）において、看護職員需給見通しは、平成 27 年の需要が 150 万１千人、供

給が 148 万 6 千人と推計している。また、長期的な需給見通しについては、平成 37

年の需要数は、現在のサービス提供体制を前提とする場合は 191万 8千人～199万 7

千人、一般病床を急性期と亜急性期・回復期等に機能分化し、医療資源を一層集中

投入する場合には 183 万 9 千人～約 191 万 9 千人と推計している。これに対し供給

数は 179 万 8 千人と推計されており、長期的にも供給不足が続く見通しとなってい

る。こうした状況を踏まえ、同報告書は、看護職員確保の対策を多角的に検討し確

保を確実なものにする必要性に言及している。 

 

看護師養成について、公益社団法人日本看護協会は、大学における看護師養成を

中心とすべきであるとの考えを表明している。同協会は、平成 24年 6月に文部科学

大臣あてに提出した『看護職の人材養成に関する要望書』の中で「今後の看護師へ

のニーズの増大に合わせ、看護学部の設置を更に推進し、大学における看護師養成

の拡充がなされるよう要望します」と訴えている。この要望書の背景とも言える医

療の高度・専門化の進展や医療ニーズの多様化、国際化などを考えると、大学にお

いて専門性と豊かな教養を兼ね備えた人材の育成が今後ますます求められると考え

られる。 
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こうした状況を受けて、近年、大学における看護学部・学科の新設が相次いでい

るが、現状においては、入学希望者の増大に対応できていない。本学が位置する岐

阜県と隣接する愛知県の大学の看護学部・学科の平成 21 年度から平成 24 年度の入

試状況は、この 4 年間で志願者数の合計は 2 倍近くに増大し、入試倍率は上昇傾向

にある。もちろん各大学とも 80 人～120 人の定員を充足している。こうした状況を

踏まえ、本学看護学科の入学定員を 80人に設定することは、看護師不足解消に向け

た一助となるとともに強く求められている大学での看護職養成拡充にも合致してお

り、入学定員の充足は十分可能であると認識している。 

 

２）学生確保の見通し 

① 本学看護学科への入学ニーズ調査結果による学生確保の見通し 

本学看護学科への高校生の入学ニーズ等を調査するため、第三者機関である株

式会社紀伊國屋書店及び株式会社高等教育総合研究所に依頼し、高校生向けのア

ンケート調査を次のとおり実施した。 

＜調査名称＞ 

朝日大学保健医療学部看護学科（仮称）設置構想に係るアンケート調査 

    ＜調査期間＞ 

平成 25年 4月 15日（月）～5月 2日（木） 

    ＜調査方法＞ 

調査対象の高等学校にアンケート実施を依頼し、高等学校において教員立ち

会いの下で実施。 

    ＜調査対象高校・学年＞ 

本学が立地する岐阜県の中でも、本学への通学圏の中心エリアである岐阜圏

域と西濃圏域の全ての全日制高等学校 40 校（公立 31 校、私立 9 校）に在学

の高校 3年生（※本学が設置を予定している平成 26年度入試を受験する学年） 

＜有効回答数＞ 

23校 5,242件（男性 2,543件、女性 2,496件、無回答 203件） 

 

アンケート調査について、高校数での回答率は 57.5％、生徒数に対する回答率

は 50.9％であり、公立高校と私立高校とでの回収率の差はほとんどなかった。ま

た、高校別のアンケート実施数も大きなバラツキはなく（概ね高校の在籍数に比

例した回答数を得た）、入口調査アンケートの母集団としては妥当なものであると

考えている。 

調査にあたっては、学部学科の名称、設置理念と養成する人材像（本学看護学

科の人材養成の基本方針や想定している卒業後の主な進路、カリキュラム・教育

内容の特徴などを簡潔に示した）、設置場所（各地域からの通学手段と時間）、学

生納付金（岐阜県及び愛知県の全ての私立大学看護学部・学科の学費と本学看護

学科の予定学費を掲載）を明示した上で、アンケート調査を実施した。 

調査結果は、アンケートの回答者である 5,242 人のうち、本学看護学科を「受

験したい」と回答した者は 84 人（1.6％）、「受験を検討したい」と回答した者は
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284人（5.4％）で、受験意思を示した者の合計は 368人と入学定員 80人の 4倍を

超えた。さらに、受験意思を示した 368 人に対して、入学意思を訊ねた「（問 3）

朝日大学保健医療学部看護学科（仮称）に合格したら入学したいと思いますか？」

の回答は、 

・ぜひとも入学したい    112人（30.4％） 

・併願校の合否によっては入学を検討する 191人（51.9％） 

・あまり入学したいとは思わない   27人（ 7.3％） 

・わからない      34人（ 9.2％） 

・無回答      4人（ 1.1％） 

という結果であり、「ぜひとも入学したい」という強い入学意思を示した者は 112

人であり、入学定員 80 人を大きく上回った。また、「併願校の合否によっては入

学を検討する」と回答した者 191 人からの入学者も期待できることから、このア

ンケート調査結果のみにおいても入学定員 80人の確保は問題ないと考えている。 

さらに、このアンケート調査は、岐阜県の平成 24年度学校基本調査における「高

校 2年生（現在は高校 3年生）18,735人」のうち、岐阜県内の高等学校 23校の生

徒 5,242 人を対象に調査を実施しており、アンケート調査実施率は 27.98%である

こと、また、アンケートに回答した高校生のうち、岐阜・西濃地域に居住してい

る者が 4,577 人（87.3%）であること等から判断しても、入学定員 80 人の確保の

見通しは十分に立っている。 

 

② 入学ニーズ調査以外の視点からの学生確保の見通し（重層的な認識） 

ア 入口調査の対象エリア（岐阜県）以外からの学生確保 

本学既存学部の志願者・入学者は、岐阜県の地形と交通機関の関係で、岐阜

圏域と西濃圏域以外の岐阜県よりも、愛知県・三重県・滋賀県の方が多い状況

となっている（通学の便も一般的に良い）。 

本学法学部・経営学部（全国から志願者が集まる歯学部は除く）の入試状況に

ついては、本学看護学科が愛知県・三重県・滋賀県 3県から、どの程度志願者・

入学者を得ることができるのかを推測する上である程度参考になると考える。    

平成 21 年度～平成 25 年度における岐阜県と愛知県・三重県・滋賀県 3 県合計

の志願者数・入学者数を対比すると次のとおりの状況となっている。 

 

＜法学部＞ 

    摘要 

年度 

志願者数 入学者数 

岐阜県 A 3県計 B B/A 岐阜県 A 3県計 B B/A 

平成 21年度 39 17 44% 28 12 43% 

平成 22年度 61 37 61% 50 24 48% 

平成 23年度 51 22 43% 36 16 44% 

平成 24年度 40 15 38% 26 10 38% 

平成 25年度 41 17 41% 35 13 37% 
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＜経営学部＞ 

摘要 

年度 

志願者数 入学者数 

岐阜県 A 3県計 B B/A 岐阜県 A 3県計 B B/A 

平成 21年度 84 21 25% 72 15 21% 

平成 22年度 111 32 29% 91 25 27% 

平成 23年度 100 33 33% 86 27 31% 

平成 24年度 107 34 32% 94 25 27% 

平成 25年度 97 31 32% 88 28 32% 

 

法学部の志願者数については岐阜県の 40％強、入学者数については岐阜県の

40％前後を愛知県・三重県・滋賀県の 3 県から得ている。経営学部の志願者数

については岐阜県の 25％～30％強、入学者数については岐阜県の 20％～30％強

を愛知県・三重県・滋賀県の 3県から得ている。 

法学部、経営学部でかなりの差異があるように、本学看護学科が法学部、経

営学部並みの志願者・入学者を愛知県・三重県・滋賀県の 3 県から得るとは断

言できない。しかし、愛知県・三重県・滋賀県の 3 県からの志願者・入学者の

流れは本学の立地と岐阜県の地形と交通機関の関係によるものであり、一定の

志願者・入学者が見込まれることは間違いないと言える。本学看護学科の志願

者数は、入口調査で受験意思を示した 368 人に、愛知県・三重県・滋賀県の 3

県からだけでも 10％以上の上乗せが確実と考えられ、400 人強の確保は全く問

題はないと思われる。もちろん、愛知県・三重県・滋賀県の 3 県以外の遠隔地

からの志願者、入学者も存在するのでそれ以上の数が期待できる。 

 

イ 日本私立学校振興・共済事業団のデータから 

下記の表は、日本私立学校振興・共済事業団の『平成 24年度私立大学・短期

大学入学志願動向』の「主な学部別の志願者・入学者動向（大学）」の看護学部

（54 大学）の抜粋であるが、学部数の増加に伴い全体の入学定員も増加してい

るが、志願者数はそれを上回る伸びを示し、志願倍率（志願者数÷入学定員）

は平成 23 年度 6.20 倍、平成 24 年度 6.37 倍と極めて高い倍率となっている。

また、両年度とも入学定員充足率は 113％を超えている。こうした看護学部・学

科の入試状況は、それぞれの大学に対する評価というよりも、近年の大学卒業

生の就職難を背景とする資格志向や大学看護学部の一種のブランド化によって

支えられていると考えられる。事実、全国の大学の看護学部・学科の中で入学

定員を満たしていない大学は極めてまれである。 

 

＜看護学部・学科の志願者・入学者動向＞ 

年度 学部数 入学定員 志願者数 入学者数 入学定員充足率 

平成 24年度 54 4,907人 31,250人 5,566人 113.43％ 

平成 23年度 51 4,582人 28,387人 5,186人 113.18％ 
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本学は、既存の歯学部と本法人が設置する朝日大学歯科衛生士専門学校にお

ける長年に渡る保健医療人材育成の実績があり、その実績は、地元を中心に深

く浸透している。そのことは、第三者機関に依頼した本学看護学科への入学ニ

ーズ調査結果において、入学意思を示した高校生の多く（51.8％）が、その理

由として「『実績』⇒医療人養成の実績豊富な看護教育をおこなうため」と回答

していることでも実証されている。 

したがって、本学看護学科は新設ではあっても、既設の看護学部・学科と同

等以上の志願者数、入学者数を得ることは可能であると考えている。 

 

ウ 近隣の看護学部・学科の入試状況から 

東海 3 県（岐阜県、愛知県、三重県）の 4 年制大学の看護学部・学科への志

願状況は、厚生労働省の統計調査によると、岐阜県においては、2010年度 1,550

人から 2012年度 1,917人と 1.24倍に増加しており、愛知県の 1.19倍（2010年

度 5,239 人から 2012 年度 6,235 人）、三重県の 1.09 倍（2010年度 1,360 人か

ら 2012年度 1,478 人）よりも増加率が高くなっており、岐阜県内の 4年制大学

の看護学科への進学希望者は多くなっている。 

 

しかし、岐阜県内の 4年制大学は、岐阜大学医学部看護学科（入学定員 80人：

岐阜県岐阜市）、岐阜県立看護大学看護学部看護学科（入学定員 80人：岐阜県

羽島市）、岐阜医療科学大学保健学部看護学科（入学定員 80人：岐阜県関市）

及び中京学院大学看護学部看護学科（入学定員 80人：岐阜県瑞浪市）の 4大学

があるのみである。 

特に、岐阜県の岐阜・西濃地域にある岐阜大学医学部看護学科は、過去 3 年

間（平成 22 年度～平成 24 年度入試）の競争率が 3.5 倍～4.5 倍（一般入試は

3.4倍～4.8倍）、岐阜県立看護大学看護学部看護学科は、過去 5年間（平成 20

年度～平成 24 年度入試）の競争率が 4.4 倍～7.1 倍（一般入試は 4.9 倍～8.2

倍）と競争率が高く、また、他の 2 大学は、岐阜県の中濃地域（岐阜医療科学

大学保健学部看護学科）及び東濃地域（中京学院大学看護学部看護学科）に位

置する大学であることから、岐阜・西濃地域の看護学科への進学希望者の多く

は、愛知県を始めとした県外の 4 年制大学へ進学せざるを得ない状況となって

おり、このことからも、本学が看護学科を設置することで、岐阜県の地元大学

の看護学科の受験を希望する学生を十分に確保することが可能であると見込ま

れる。 

 

また、本学が位置する岐阜県及び隣接する愛知県の私立大学の看護学部・学

科の入試状況をみると、極めて好調に推移している。平成 24年度入試において

全体の一般・センター試験の実質倍率（志願者数÷合格者数）は 3.3倍であり、

受験者数も中京学院大学の 284人以外は 483人～1,154人を確保している。 

前述のように、本学は長年に亘る保健医療人材育成の実績があり、また立地

的においても、受験生にとって利便性が高いことから、近隣大学の看護学部・
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学科と比べてもそん色のない学生募集を実現できると考えている。 

 

エ 公益社団法人日本看護協会『看護関係統計資料集』 

下記の資料は、公益社団法人日本看護協会の『看護関係統計資料集』（平成 20

年度～平成 24年度版）をもとに作成した資料であるが、看護師養成施設への入

学ニーズは近年とみに高くなっている。 

特に、大学の志願者増が飛びぬけており、下記のように平成 20年度～平成 24

年度にかけて、看護学部・学科の設置数が増えているものの、受験者数の伸び

は、それを遥かに凌駕している。また、定員充足率も大幅に上昇し、平成 24年

度は 111.8％となっている。 

 

＜看護学部・学科の設置等動向＞ 

 平成 20年度  

⇒ 

 平成 24年度 

設置数 168 設置数 208 

入学定員 13,193 入学定員 16,975 

受験者数 59,822 受験者数 98,054 

定員充足率 107.5% 定員充足率 109.4% 

 

第三者機関による本学への入学ニーズ調査に付随して、調査担当者が高校の

進路指導教員にヒアリングを行ったが、この傾向は依然として続いているとの

報告を受けている。この点からも本学看護学科の定員確保は問題無いと考えて

いる。 

 

③ 受験者数、合格者数、入学者数の見通し 

本学としては、アンケート調査結果やその分析に基づき、設置初年度の学生確

保について、次のとおりの見通しを持っている。 

ア 受験者数 

400人以上を想定。 

・入口調査で受験意思を示した 368 人（岐阜県）に愛知県・三重県・滋賀県

の 3県からの志願者を加味した。また、平成 24年度の岐阜県及び愛知県の

他大学（私立大学）の看護学部・学科の学生募集は依然として好調で、受

験者数が 400人を下回っている大学はない。 

イ 合格者数 

240人程度を想定。 

・岐阜県内の他大学（私立大学）看護学部・学科（2大学）の合格者数と入学

者数との状況を参考とし、入学定員の 3 倍程度を合格者数とすることを想

定した。 

ウ 入学者数 

80人程度を想定。 
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・入口調査で「ぜひとも入学したい」という回答が 112人、「併願校の合否に

よっては入学を検討する」が 191 人あることから、適切な合格者数を発表

し 80人程度の入学者を得ることは問題ないと考える。 

 

④ 学生確保に向けた取り組み 

ア 本学は、既存学部の学生募集広報において、入学パンフレットやホームペー

ジの充実、各種会場ガイダンスでの受験生との個別接触、マスメディアの活用、

オープンキャンパスの実施など多面的な活動を積極的に実施してきた。保健医

療学部看護学科の学生確保に向けては、情報を発信する対象を「高校」、「受験

生・保護者」、「地域社会」と３つに分けて明確にし、効果的な情報の浸透をめ

ざしている。 

○高校教員 

・高校訪問 

岐阜県内を中心に県下の高校の進路指導室を訪問し説明。4月から現在ま

でに延べ 52校訪問 

      ・高校教員対象説明会 

進路指導現場で情報がしっかり伝わるよう岐阜県下の高校教員向けに看

護学科説明会を開催予定 

○受験生・保護者 

・大学ホームページ/モバイルサイト 

看護学科ページを作成し広く情報発信を行う。 

・看護学科入学案内 

希望者に配布し学科の詳細情報を伝える。岐阜県及び隣接県の看護学科

希望者へＤＭも実施予定。 

・看護学科説明会 

本学看護学科に関心のある者を対象に学科の詳細を伝える説明会を開催。 

・ポスター 

志願者を確保したい高校の進路指導室前等に本学看護学科ポスターを掲

示し高校内で周知。 

・各種会場ガイダンス 

受験生等から対面で質問を受けるガイダンスに、今年度合計で延べ 39会

場に参加 

・オープンキャンパス 

法学部・経営学部対象日程（6/16、8/3、8/4、9/14）の中で看護学科の

説明会も同時に開催 

・進学情報媒体 

リクルート等、受験生に対して到達率の高い進学情報誌・サイトに学科

の情報を掲載し広く情報発信を行う。 

・道路脇案内表示 

大学近隣の高校前及び高校通学路に掲出している全 8 カ所の板面を看護
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学科に 7月変更予定。 

○地域社会 

・交通広告 

JR 岐阜駅他、大学の沿線 4 駅に掲出中の看板を看護学科に変更、さらに

路線バス車体側面に広告を掲出予定。 

イ 第三者機関に委託した入学ニーズ調査において、副次的に様々な興味深いデ

ータを入手することができた。例えば、本学看護学科に興味を持った高校別の

人数と受験・入学意思を示す人数及びそれらの男女比率、受験・入学意思を持

った理由及び持たなかった理由などである。本学では、募集広報の専門スタッ

フが、これらの結果をいち早く分析するとともに高校別の募集広報対策を具体

的に企画立案し、既に一部は実施している。 

ウ 既に述べたように、本学は、既存の歯学部と本法人が設置する朝日大学歯科

衛生士専門学校における長年に渡る保健医療人材育成の実績があり、この実績

は地元を中心に深く浸透している。また、歯科診療科に加え医科の診療科を数

多く有し、岐阜地域の中核的な医療機関である歯学部附属村上記念病院を設置

していることも本学看護学科にとっては大きな魅力の一つとなっている。これ

らの利点を活かし、学生募集広報を進めていく。 

 

【資料６】看護師等学校養成所（全国）の入試状況等 

【資料７】岐阜県・愛知県の看護学科（私立大学）の入試状況 

【資料８】朝日大学保健医療学部看護学科アンケート実施状況 

【資料９】朝日大学保健医療学部看護学科（仮称）の入口調査に係る 

アンケート結果報告書 

【資料 10】朝日大学既存学部の都道府県別志願者数及び入学者数 

【資料 11】看護師等学校養成所（大学）入学状況調査結果（東海３県） 

  【資料 12】岐阜大学医学部看護学科の入学志願状況 

  【資料 13】岐阜県立看護大学看護学部看護学科の入学志願状況 

 

（２）卒業後の進路と養成する人材を受け入れる側の需要 

 

  １）社会的な人材需要の見通し 

   ① 全国の看護職員需給見通し 

平成 22年 6月に閣議決定された「新成長戦略」では、健康（医療・介護）産業

は「日本の成長牽引産業」として位置づけられ、新規市場 45 兆円、新規雇用 280

万人が見込まれるとされている。この認識は、現内閣においても「健康長寿社会

の実現」などとして引き継がれている。 

この「新成長戦略」においては、質の高い医療・介護サービスを持続的に実現

するために、「看護職員の確保対策を推進していくことは重要な課題である」と位

置付けられており、「引き続き看護職員確保対策を推進する」とされている。その

中で注目すべきは、看護職員の養成力の確保が最重視されていることである。そ
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のための手段として、看護職員の男女比率の適正化や看護職員離職者の再就業支

援、一般社会人が看護職員を目指すための就学支援等の強化などについて具体的

に触れられている。このように、わが国においては看護職員の需要は今後ますま

す高まるものと考えられる。 

 

また、既に記述したとおり、厚生労働省の「第七次看護職員需要見通しに関す

る検討会報告書」（平成 22 年 12 月 21 日）おいても、現状及び中長期的な見通し

においても、看護職員の供給不足が推測されている。 

さらに、公益社団法人日本看護協会が平成 24年 6月に文部科学大臣あてに提出

した『看護職の人材養成に関する要望書』においても、大学での看護職養成の拡

充を求めたことは既に記述したとおりであるが、これに先立ち、平成 23年 3月 11

日に文部科学省の「大学における看護系人材養成のあり方に関する検討会」から

『大学における看護系人材養成のあり方に関する検討会最終報告書』が提出され

ている。同報告書においても、「今後の学士課程における看護系人材養成において

は、専門職として能力開発に努め、長い職業生活においてもあらゆる場で、あら

ゆる健康レベルの利用者のニーズに対応し、保健、医療、福祉等に貢献していく

ことのできる応用力のある国際性豊かな人材養成を目指す」と指摘されている。 

 

このように、わが国においては現状において看護職員の供給不足を生じており、

また中長期的にも供給不足が続くことが予測され、その養成力の確保対策の推進が

課題となっているが、中でも大学における看護師養成が特に求められている。 

 

② 地域の看護職員需給見通し 

     全国的な看護職員の不足という傾向は、岐阜県においても同様の傾向にある。

岐阜県第七次看護職員需給見通しによれば、既に記述したとおり平成 27年の充足

率は 98.7％と需給状況は現状よりは改善されるが、供給不足が予想されている。 

こうした状況を受け、岐阜県では、少子高齢化や医療の高度化・専門化が進む

なか、地域住民に質の高い医療サービスを提供していくため、看護職員養成と岐

阜県内定着の促進、離職防止、再就業支援等の看護職員確保対策に取り組んでい

くこととしている。 

 

     さらに、本学看護学科の設置に際して、実習施設の依頼のため岐阜・西濃地域

を始めとした病院等の医療機関関係者との協議の場において、看護水準の維持・

向上及び地元出身高校生等の進学先として、看護学科の設置場所（瑞穂市）への

アクセスも良く、入学定員 80人規模の看護学科の設置は、岐阜県内の看護師不足

の解消に大きく寄与するものとの期待の声が多く寄せられた。 

 

２）本学看護学科卒業生の採用意向調査結果 

本学看護学科卒業生の採用意向を調査するため、第三者機関である株式会社紀伊

國屋書店及び株式会社高等教育総合研究所に依頼し、岐阜県・愛知県・三重県に所
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在する合計 345 の病院・事業所の人事・採用担当者に対するアンケート調査を実施

した。調査にあたっては、大学の概要と養成する人材像（本学看護学科の人材養成

の基本方針をコンパクトに記載）を明示した上で次のとおり実施した。 

＜調査時期＞ 

平成 25年 4月 15日（月）～平成 25年 5月 2日（木） 

＜調査対象＞ 

看護師としての採用実績がある「病院」を中心として、「診療所」、「社会福祉施

設」や「訪問看護ステーション」等、岐阜県、愛知県、三重県に所在する病院・

事業所、合計 345病院・事業所の人事・採用担当者 

＜調査方法＞ 

大学より依頼を受けた第三者機関からの郵送によるアンケート配布と回収 

＜有効回答数＞ 

102病院・事業所／345 病院・事業所＝回収率 29.6％ 

 

このアンケート調査において、「朝日大学保健医療学部看護学科（仮称）」の卒業

生の採用意向を質問した「（問 8）貴院・貴事業所では、朝日大学保健医療学部看護

学科の卒業生について採用をどのようにお考えですか」において、 

・採用したい    34件(33.3％) 

・状況によって採用を検討したい     37件(36.3％) 

・採用を考えない    4件( 3.9％) 

・わからない    26件(25.5％) 

・無回答     1件( 1.0％) 

という回答結果であり、合計 102病院・事業所のうちの 71病院・事業所（69.6％）

が採用に対して興味を感じているという結果を得た。 

この「採用したい」、「状況によって採用を検討したい」と回答した 71病院・事業

所に対して、具体的に採用予定人数を質問したのが「問 9」であるが、その総数は

177人となり、入学定員の 80人を大きく上回る結果となった。 

 

前述のとおり、わが国においては現状において看護職員の供給不足を生じており、

中長期的にも供給不足が続くことが予測されている。また、先行する他大学の看護

学部・学科においては、卒業者数を遥かに超える看護職の求人が殺到している。 

こうした状況を勘案すると、5年後の「朝日大学保健医療学部看護学科」卒業生の

出口（就職先）の確保については、全く問題ないと考えている。 

 

  ３）卒業後の進路 

実習施設の医療機関からは、実習承諾の際の意見交換や実習内容の協議の際に、

実習経験が実習施設への就職につながることを大きく期待しているとの意見が多く

寄せられており、また、卒業生の 44.2％が実習施設の医療機関に就職している現状

（日本看護協会出版会「平成 21 年度看護関係統計資料集」）を勘案すると、実習施

設が卒業後の就職先になる可能性が高いと考えられる。 
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また、岐阜県においては、先に述べた「第６期岐阜県保健医療計画（平成 25 年 3

月）」において、急速な少子高齢化に対して、自宅で医療や介護サービスが受けら

れる在宅ケアの推進を始めとした医療提供体制の充実のための医師、看護師、保健

師などの保健医療従事者の確保推進に対する岐阜県民の強い要望に応えていくため

に、岐阜県における訪問看護事業所数の増加、訪問看護利用件数の増加などの在宅

医療対策の強化・充実等を図ることとしている。また、これらの施策を含めた医療

提供体制の充実のための看護職員の確保・養成については、先に述べた「岐阜県第

七次看護職員需給見通し」を踏まえ、「誰もが不安なく必要な看護を受けられる体

制を整えるため、質の高い看護職員の育成・確保及び資質の向上」を基本的な計画

事項として掲げ、看護職員の養成に取り組むこととしている。 

 

以上のことから、卒業後の進路については、全国的にも、また岐阜県内において

も看護職員の就業に対するニーズは高いことが予想され、卒業後の進路としては、

次の分野、機関等を予定している。 

    ① 病院、診療所等の医療機関 

    ② 都道府県・市町村の保健所・保健センター等の行政機関 

    ③ 看護系大学院、助産師養成課程への進学 

    ④ 企業などの各種事業所における産業保健分野 

    ⑤ 訪問看護ステーション、在宅サービス等の在宅ケア機関 

    ⑥ 看護系大学、看護師養成所等の教育機関 

    ⑦ 介護老人保健施設、介護老人福祉施設等の介護保健施設 

 

  【資料 14】朝日大学保健医療学部看護学科（仮称）の出口調査に係る 

アンケート結果報告書 

 

 

５ 学部，学科等の特色 

 

保健医療学部看護学科は、中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」（平成

17 年１月）が提言する「高等教育の多様な機能と個性・特色の明確化」を踏まえ、大学

4年間で確かな学士力を身に付けることを基本とし、保健医療の専門職業人として、高度

な技術と知識をもち、高い倫理観と豊かな人間性と国際性を兼ね備え、社会に貢献でき

る人材の育成を目的としている。 

 

このため、教育課程の編成にあたっては、あらゆる場で、あらゆる健康レベルの健康

状態にある人のニ－ズに対応できる、人々の健康と生活を支える看護師として、「人を

思う心を持って人間関係を構築する力」、「自己研鑽して未来を切り開く力」、「社会

に貢献し変革する力」の３つの力を養うという考え方に基づき編成をしている。 

また、教員組織の編成にあたっては、看護学の専門分野を基礎看護学、成人看護学、

老年看護学、小児看護学、母性看護学、精神看護学、公衆衛生看護学の７領域に分けて
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専任教員を 配置するとともに、既存学部の法学部、経営学部及び歯学部の専任教員を教

養基礎科目及び専門基礎科目の兼坦教員として配置している。 

更に、本学は歯学部附属病院として岐阜市内に病床数 400 床を有する附属村上記念病

院を設置しており、当該病院を中心として実習を行うこととしている。 

 

 

６ 学部，学科等の名称及び学位の名称 

 

   学部の名称 ： 保健医療学部（School of Health Sciences） 

   学科の名称 ： 看護学科（Department of Nursing） 

   学   位 ： 学士（看護学）（Bachelor of Nursing） 

   入 学 定 員 ：  80名 

   収 容 定 員 ： 320名 

   開 設 時 期 ： 平成 26年４月１日 第１年次 

   取 得 資 格 ： 看護師国家試験受験資格 

           保健師国家試験受験資格（選択制：定員 15名） 

 

   本学は、昭和 46（1971）年に設置した歯学部において、建学の精神に則し、高い倫理

観と人間に対する深い洞察を身に付けつつ専門的な知識や技術を修得することによって、

地域にとどまらず、国際社会にも通用する歯科医師の育成に取り組んできた。 
この長年の確かな実績を礎として、また、急速に進む高齢化社会における医療技術者を含

めた医療体制のさらなる充実、さらには地域社会からの要請に応えるべく、看護師を含めた

保健・医療・福祉の専門職として高度な技術と知識を修得した医療技術者の育成を目的とす

ることから、学部名称を「保健医療学部」としている。この「保健医療学部」において、「保

健・医療」領域において、中心的な役割を担う看護師を育成すべく、学科名称を「看護学科」

としている。 
 

 

７ 教育課程の編成の考え方及び特色 

 

（１）教育課程の編成の考え方 

本学の建学の精神を基盤にして、人を思う心をもって関係を構築する力、自己研鑽

して未来を切り開く力、社会に貢献し、変革する力を養うことを看護学科の教育目的

とし、看護職者としてふさわしい能力や態度、実践力を備えた人材、学士力を備えた

人材を養成するための教育課程を編成した。教育課程は、「教養基礎科目」、「専門基礎

科目」、「専門科目」に区分し、それぞれの中にこの 3 つの力を養うための科目を配置

した。また、「大学における看護系人材養成の在り方に関する検討会最終報告書」（平

成 23年 3月 11日）「学士課程教育の構築に向けて」（中央教育審議会答申、平成 20年

12 月）に準拠した教育課程を編成した。保健師国家試験受験資格取得の教育課程は、

選択者のみ履修を可能としたが、選択しない学生も極力、履修できるように編成し、
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看護職の地域への看護活動の広がりに対応できるようにした。 

 

３つの力の定義 

１）人を思う心をもって関係を構築する力 

この力は、3つの能力から構成される。それは、①日常の物事を倫理的、論理的に

思考し、多様な文化や生活背景、価値観をもった人の存在や個別性を理解できる能

力、②他者と関係を構築する力、社会人として成長・発展する力、コミュニケーシ

ョンをはかる力、③保健医療福祉におけるチームワークを実践し、看護職としての

アイデンティティをもち、リーダーシップを発揮した看護実践ができる力である。 

 

２）自己研鑽して未来を切り開く力 

この力は２つの能力から構成される。それは、①看護の対象である人の健康課題

をエビデンスに基づき判断し、自主的、計画的、自立的に看護実践ができる能力、

②専門職業人としての使命と人の命を守る崇高な倫理的姿勢をもち、看護専門職と

して高度な技術、知識を自ら継続して学習する力である。 

  

３）社会に貢献し、変革する力 

    この力は、2つの能力から構成される。それは、①地域の特徴や人々の生活を理解

し、健康課題を査定して幅広くヘルスプロモーション活動ができる力、②海外の保

健医療福祉への関心と生活背景や文化、習慣が異なる人を理解するための基礎的な

語学力と情報力、判断力である。 

 

（２）教育課程の編成の特色 

 

１）教養基礎科目 

教養教育を充実させることは、「大学における看護系人材養成の在り方に関する検

討会最終報告書」（平成 23年 3月 11日）で求められていることを踏まえ、看護専門

職として専門的な科目を学習する前に、看護学を学ぶ者として必要な知識と見識を

身につける学習科目として位置づけた。看護の専門職として高度医療への対応や

人々の健康な生活を支援するためには、専門的な知識を必要とすることはもちろん

であるが、学部卒業生として知識・理解、汎用的技能、態度、志向性、統合的な学

習経験と創造的思考力をそなえる学士力が必要である。また、自主的に、かつ創造

的に行動する力が必要である。このため、教養教育では、知的・倫理的側面の育成、

人の人権や擁護、物事を多元的にとらえる視野、異文化や異なる環境にある人への

理解を深め、社会の中で創造的に行動していく力を養うため、必修科目 10科目（14

単位）、選択科目 19 科目を配置し、学生が興味、関心を広げ、人間としての成長発

達、個別性や感受性、自主性を養うためには十分な時間と選択の幅を確保した。 

 

①『人と文化』 

「人権論」と「日本語表現法」は、看護職として医療現場における患者や様々
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な場で生活する看護の対象者の権利を考える基盤となる科目であり、適切な言

葉、表現を使用してコミュニケーションをとる基礎を学習させるために必修科

目とした。 

②『人と環境』 

「倫理学」と「異文化理解」は、知的・倫理的側面の育成、異文化や異なる環

境にある人への理解を深め、社会の中で創造的に行動していく力を身につける

ための基礎を学習させるために必修科目とした。 

③『人と関わり』 

「人間コミュニケーション論」は、看護専門職として対人関係を図るための基

盤として必要であり、「英語Ⅰ（文献講読）」、「英語コミュニケーションⅠ（基

礎）」は、看護を国際的な視野でとらえるための基礎になる科目であり、必修科

目とした。「情報処理基礎Ⅰ」は、看護を探究するための多元的な情報の検索や

収集、看護の対象者の情報保護などの重要性を理解させるために必修科目とし

た。 

④『総合』 

「基礎ゼミナールⅠ」と「基礎ゼミナールⅡ」は、初年次教育としての位置づ

けであり、大学生活への適応準備と、大学で学習する手段や専門職としての姿

勢と心構えを 1年次から意識づけることを目的とした。 

 

本学は既設学部として、法学部、経営学部及び歯学部があり、「哲学」、「歴史学」、

「法学（含･日本国憲法）」、「政治学」、「経済学」、「統計学」、「健康とスポーツ」、「ス

ポーツ実践」は合同で受講する科目である。他学部の学生と合同で受講することに

より、学生同士の連携が広がり、異なる目的をもつ同士の理解と学習への励みにな

ることが期待される。また、看護学科設置に伴い、新たに看護学科単独で開講する

科目もあり、看護学で強調する内容を入れ、教養基礎科目が看護学教育の専門的な

基盤になるようにした。 

 

＜看護学科が単独で開講する科目と強調する内容＞ 

①『人と文化』 

○「文学」 

看護学生は直接、臨地実習で「人」と触れ合うため、日本人とは何か、日

本の伝統文化とは何かを過去の文学作品を通して考えさせたい。 
    ○「心理学」 

一般的な人の心の動き。 
○「人権論」 

言葉のわからない患者さんや理解力が低下した患者さん、病気が重症にな

った患者さんなど、どのような立場になった人でもその人の権利を守る重

要性。 
    ○「日本語表現法」 

日本語能力と文章作成。 
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②『人と環境』 

    ○「物理学」 

物理学の基礎。 

   ○「化学」 

物質の基本的な内容。 

    ○「生物学」 

細胞、エネルギー、病気。 

    ○「倫理学」 

科学技術の発展と命。 

    ○「生命倫理」 

体外受精、遺伝子診断・遺伝子治療、胎児中絶、臓器移植、生命維持装置、

クローン人間、ＥＳ細胞、iPS細胞など、医療がどのように人の生と死に関

わっていくのか、考えることの重要性。 

○「異文化理解」 

異文化の中で存在する人の理解と国際的な物の見方。 

○「環境と科学」 

環境問題（温暖化、工業発達と大気汚染など）や環境因子（大気、水、食

品、騒音や振動、熱、光など）が人間生活上の健康に影響すること、自然

環境と生物との関係など。 
○「科学入門」 

生体を構成する元素や化学平衡、アシドーシスやアルカローシス、炭水化

物や脂質の科学、アミノ酸とタンパク質など生命活動を保持するために必

要な基本的な知識について、高校で既習した復習となるような内容。 
③『人と関わり』 

    ○「人間コミュニケーション論」 
コミュニケーションにおける自己理解、他者理解。 

○「英語Ⅰ（文献講読）」 
医療専門用語の構造の解説や英文の構成の特徴などの基本。 

○「英語Ⅱ」（英作文） 
基礎的な英語文型の訓練から序論（文章の書き出し）、本論（本論の成）、

結論（序論、本論に対応した形）の組み立て方など平易な短文を完成させ

る方法など。 
○「英語コミュニケーションⅠ（基礎）」 

医療職と患者さんのコミュニケーション例など。 
○「英語コミュニケーションⅡ（応用）」 

医療職と患者さんのコミュニケーション例など。 
○「情報処理基礎Ⅰ」 

ホームページを検索して情報を収集するような内容。 
○「情報処理基礎Ⅱ」 

表計算処理や画像処理、プレゼンテーション用スライドの作成など。 
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２）専門基礎科目 

専門基礎科目は、『社会と健康』、『からだと健康』の２つに区分し、医学的な疾患

の知識だけで人を理解するのではなく、疾患を持ちながら地域社会で暮らす人を理

解できるような科目を配置し、看護学が人を対象とする学問基盤であることを学べ

るようにした。 

 

①『社会と健康』 

   「保健統計学」、「疫学」、「保健医療福祉行政論」、「公衆衛生学」は保健師国家

試験受験資格に必修となる科目であるが、保健学は多様な健康の査定と多様な場

にいる人を対象とする看護師の活動にも必要であり、必修科目とした。 

「専門職連携」は、人々の健康を支えるためには、多職種がそれぞれの専門性

と技術を活かして協働するチーム医療を学ぶために配置した。また、「臨床心理学」

と「発達心理学」は、看護が提供される場で、より専門的に対象者の心理状態を

理解し、人の成長発達における心理を理解するために配置しているが、選択科目

にすることで、学生が関心をもって意思決定できるようにした。 

②『からだと健康』 

     人体の仕組みと機能、その働き、健康障害のメカニズムと治療について理解し、

安全に、確実な専門知識とエビデンスに基づく実践力を身につけるために 15科目

を配置した。 

「生化学」、「薬理学」、「病理学」、「臨床栄養学」は人体の解剖生理の学習効果

を高めるために「形態機能学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ」（解剖学、生理学）と並行して学習

できるように配慮した。 

「健康と生活」は、身体の健康障害の専門的な学習をする前段階として、1年次

の前期に配置した。学生が自身の健康のあり方を見直し、身近に存在する健康障

害の要因などを考え、『からだと健康』を学習するモチベーションを高めるためで

ある。「歯と健康」は、本学が歯学部としての長い経験と実績があり、保健衛生と

口腔管理の面から地域貢献してきたことを活かした、本学の特徴を示す科目であ

る。今日の保健医療や高齢者医療等における QOL 向上のための科目として位置づ

けた。 

 

３）専門科目 

専門科目は、教養基礎科目、専門基礎科目の既習知識と看護学の知識、技術を統

合させ、看護学を幅広い視点と探究的に学び、統合する科目であると位置づけ、必

修 70 単位、選択 18 単位を設定した。保健師助産師看護師学校養成所指定規則に準

じているが、本学の理念、看護学科の目的に沿い、かつ、看護学を修めた専門職と

して必要な科目内容とし、『看護の基礎』、『看護の実践と展開』、『地域生活支援の展

開』、『看護の統合と発展』に区分した。『看護の基礎』、『看護の実践と展開』は、概

論、援助論、演習に分け、知識と技術を統合する実践科目とした。 
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 ３つの力と各授業科目区分との関係は、次のとおりである。 

① 人を思う心をもって関係を構築する力となる授業科目 

「概論」科目は、主に人を思う心をもって関係を構築する力を身につけること

を目的としており、看護の対象者となる人の理解、その理解に基づく看護、看護

の役割や専門性などの知識を基盤とした看護師―対象者関係の構築を図る内容と

している。 

科目区分「看護の実践と展開」には、看護の対象が小児から老年期までの共通

の人の理解に焦点を置いた「基礎看護学概論」、対象者のライフステージごとに、

成長発達段階や身体、心理社会的特徴、多様な健康レベルや生活レベル、異なる

環境に生活する対象者と関係構築する力を身に着けることに焦点を置いた「成人

看護学概論」、「老年看護学概論」、「母性看護学概論」、「小児看護学概論」を配置

した。また、心を病む人と関係構築していくために「精神看護学概論」を、在宅

という場での対象者と家族との関係構築のために「在宅看護概論」を配置した。「看

護倫理」は、対象者の人間の尊厳を守り、人格を尊重して関係を構築する看護専

門職の使命などを学ぶことで配置した。 

     科目区分「看護の基礎」の中では、「フイジカルアセスメント」は、特に人の身

体的なアセスメントができる学習であるが、身体面の背景にある心理社会面を含

めて判断させ、「基礎看護学実習Ⅰ（看護の場と対象）」は臨地実習であるが、1 年

次に初めて対象者とのコミュニケーションの学習であり、対象者との人間関係を

構築するため、人を思う心をもって関係を構築する力が身に着けられるようにし

ている。 

 

② 自己研鑽して未来を切り開く力となる授業科目 
「援助論」科目は、自己研鑽して未来を切り開く力を身に付けることを目的と

しており、「概論」の知識を基盤にして、看護援助の必要性や健康レベルに応じた

看護援助のあり方、看護援助するための社会的な資源、援助する専門職としての

姿勢や倫理などを含み、看護援助をする者が現状の知識や技術、資源だけではな

く、変化する対象者の看護のために、未来を視野において、自身の力と経験を積

む必要性を強調する内容としている。 
科目区分「看護の実践と展開」には、健康レベルの変化が激しい急性期にある

対象者の看護を通して新しい知識や方法を身に付ける「成人看護学援助論Ⅰ（急

性期）」、健康な高齢者から健康障害をきたした高齢者の健康を支援する看護を通

して、その人にあった日常生活の支援や健康レベルにあった援助方法を身に付け

る「老年看護学援助論」、母親や父親と社会的な影響と未来に発展する家族を視野

に入れることによる知識と技術の広がりの必要性を学ぶ「母性看護学援助論」、さ

まざまな発達段階における子どもとその家族、子どもの将来像などを理解した支

援のために、知識と技術の発展の必要性を学ぶ「小児看護学援助論」を配置した。

また、心を病む人の慢性的な健康課題の理解に必要な理論やアプローチの広がり

などを学ぶ「精神看護学援助論」、医療機関や施設とは異なる対象者の日常生活の

場における看護のために、資源を有効活用するための自己学習などを含めた「在
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宅看護援助論」を配置した。 

科目区分「看護の統合と発展」の中では、「看護研究」「看護研究演習Ⅰ（文献

クリティーク）」「看護研究演習Ⅱ（卒業研究）」は、研究の講義、看護研究論文の

分析的学習、研究計画書の立案へと段階的に進み、学生が将来、看護実践者、看

護研究者、看護教育者として活躍する力となるための可能性を伸ばす科目と位置

づけ、この科目の学習によって、自己学習と看護の現象を分析する力をつけ、自

己研鑽して未来を切り開く力が身に付けられるようにしている。 

「演習」科目においても、自己研鑽して未来を切り開く力を身に着けるため、

学生が実際に事例を用いて看護過程の展開や直接的な看護技術を実施するが、講

義とは異なり、自主的、自立的、創造的に学習しなければ、目標達成はできない。

このため、自己研鑽するという姿勢と考えが身に付けられるようにしている。 
 

③ 社会に貢献し、変革する力となる授業科目 

     「援助論」科目は、自己研鑽して未来を切り開く力に加えて、社会に貢献し、

変革する力を身に付けることを目的としており、看護援助の必要性や健康レベル

に応じた看護援助のあり方、看護援助するための社会的な資源、援助する専門職

としての姿勢や倫理などを含み、看護援助をする者が現状の知識や技術、資源だ

けではなく、変化する対象者の看護のために、対象者が住む環境の理解と環境を

変えることを考えさせる内容としている。 

科目区分「看護の実践と展開」には、社会に貢献し、変革する力を身に付ける

ため、慢性的な病気を持ちながら生活する成人が地域で生活するための支援シス

テムや社会資源の活用について、現状より広い、柔軟な考えを学習する「成人看

護援学助論Ⅱ（慢性期）」、高齢化や認知症、加齢による健康障害など、高齢者に

特有な援助を考えさせる「老年看護学援助論」を配置した。「母性看護学援助論」、

「小児看護学援助論」もライフステージの違いによる特有な看護援助を考えるた

めの組織、システムの必要性を理解させることで配置した。 

    「在宅看護論」と「在宅看護援助論」は、療養者と家族の健康へのニーズ、在

宅支援システムなどを講義に取り入れ、地域医療機関や他職種との連携などを通

した看護援助の必要性を入れ、社会に貢献し、変革する力が身に付けられるよう

にしている。 

 

④ 3つの力がすべて含まれる授業科目 

     臨地で行う「実習」科目は、既習の「概論」「援助論」「演習」の知識、技術が

総合されて対象者の看護を実践するものであり、人を思う心をもって関係を構築

する力、自己研鑽して未来を切り開く力、社会に貢献し、変革する力をすべて身

に付けることを目的としており、看護の対象者と関係構築すること、看護を実践

する考え方や方法を対象に合わせて選択していくこと、家族や地域など対象者を

囲む資源開発などを視野に入れた内容としている。 

成人の急性期や慢性期にある人への看護を実践する「成人看護学実習Ⅰ（急性

期）」と「成人看護学実習Ⅱ（慢性期）」、老年期の人を受け持って看護を実践する
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「老年看護学実習」、母子を対象とする「母性看護学実習」、子どもと家族を対象

とする「小児看護学実習」、心の病気を持つ人を対象とする「精神看護学実習」、

在宅療養者と家族支援を学習する「在宅看護実習」が該当する科目である。 

科目区分「看護の基礎」において、看護を提供する基本的な方法である「看護

過程論」は、対象となる人の理解に基づきアセスメント能力と対象者の資源を活

用した看護計画を立案し、「看護技術論Ⅰ（生活援助）」と「看護技術論Ⅱ（診療

援助）」は対象者中心の基礎的技術の学内学習、「基礎看護学実習Ⅱ（看護過程）」

は、臨地において多様な、変化する状況の中で看護過程をその人に合わせて展開

する学習とするため、総合的に 3つの力が身に付けられるようにしている。 

保健師選択の学生が履修する科目は、地域住民への看護や健康政策、健康教育

などの学習を通して、社会に貢献し、変革する力を主体としながら、人を思う心

をもって関係を構築する力、自己研鑽して未来を切り開く力を身に着けることを

目的としている。 

「健康管理論」は健康教育の基盤となり、「公衆衛生看護活動論Ⅰ（地域診断と

活動課題）」は地域の住民のニーズを理解し、保健活動を推進する力となり、「公

衆衛生看護活動論Ⅱ（ライフステージと活動）」はライフステージの特徴を踏まえ

た保健活動、「公衆衛生看護活動論Ⅲ（健康課題と活動）」は保健師の活動の課題

を学習し、「公衆衛生看護学実習」は保健所、保健センター、学校などでの実習を

通して、人と接し、その人を支援する保健活動のシステムと変革の必要性、保健

師の役割などを学習し、3 つの力が身に付けられるようにしている。 

 

４）配当年次 

本学科は、専門職を育成する看護学科として、1年次前期から専門科目を配置した

上で、教養基礎科目、専門基礎科目の学習を効果的に進める 4 年間の体系的な教育

課程を編成した。それぞれの授業科目区分の年次配当の考え方については、次のと

おりである。 

 

  ① 教養基礎科目 

    教養基礎科目は、本学科の人材養成の目的の一つである「人を思う心をもって

関係を構築する力」が身に付くように、人間理解を中心に置いた「人と文化」、「人

と環境」、「人と関わり」を区分し、それぞれに科目を配置した。教養基礎科目は、

看護学を学ぶ者として必要な知識と見識を養えるための学習科目であり、人を対

象とする看護学の人間教育の側面を担い、知的・倫理的側面の育成、人の人権や

擁護、物事を多元的にとらえる視野、異文化や異なる環境にある人への理解、社

会の中で創造的に行動していく力を養うための科目を配置した。教養基礎科目の

学習の効果を高めるため、4年間の体系的な教育課程において、1年次、3年次、4

年次に配当した。   

1 年次は人間や環境、人とのコミュニケーションを構築するための、25 科目、

38 単位を配当した。2 年次は 1 年次の教養基礎科目の学習が看護学の専門性を考

える上で身に付いたことを活かすための期間として、専門基礎、専門科目の学習
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に重点を置いた。3年次は後期からの臨地実習の開始にあたり、様々な学習の場で

出会う対象者を尊重する姿勢を身に着けるように、2 科目、4 単位を配当した。4

年次は、臨地実習の学びを深めるための科目として、2 科目、4単位を配当した。 

 

② 専門基礎科目 

専門基礎科目は、本学科の人材養成の目的である「人を思う心をもって関係を

構築する力」を身に着けるため、保健医療福祉のチームワークと看護行為のエビ

デンスの理解に関する科目を配置した。また、「自己研鑽して未来を切り開く力」

を身に着けるために看護専門職としての崇高な倫理的姿勢を養う科目、また、「社

会に貢献し、変革する力」を身に着けるために、人の生活背景や文化、習慣を理

解する科目を配置した。専門基礎科目は専門科目の理解を深めるために、1年次か

ら 4年次までを通して配置した。 

1 年次は看護の人の体の機能とメカニズムを理解する科目を中心に配置し、10

科目、15 単位を配当した。2 年次は対象者の心理面の理解を学習しながら健康障

害の理解を深めるための科目を配置し、7科目、10単位を配当した。 

3年次は後期の臨地実習に向けて、看護専門職として協働する他職種の理解や対

象者の集団の健康を環境的、行政面から理解する科目を配置し、3 科目、5単位を

配当した。4年次は臨地実習での学びをフィードバックし、さらに看護学の学習を

深めるための科目を配置し、2科目、3単位を配当した。 

 

③ 専門科目 

入学当初から看護学の導入を図って専門科目への関心とモチベーションを高め、

学年進行に合わせてライフステージと健康課題を学習し、臨地実習で知識と技術

を統合するための科目を配置した。 

専門科目は、本学科の人材養成の目的である「人を思う心をもって関係を構築

する力」、「自己研鑽して未来を切り開く力」、「社会に貢献し、変革する力」のす

べてが総合して身に着けるようにした。「看護の基礎」はすべての専門領域の土台

となる学問であり、臨地実習を含め、1・2 年次に終了し、2 年次に「看護の実践

と展開」、「地域生活支援の展開」、「看護の統合と発展」を配置した。 

「看護の実践と展開」は、それぞれの領域の考え方や対象者の理解など導入とな

る「概論」、概論を基盤にして対象者への看護を広く展開する「援助論」、「概論」

と「援助論」の学習をより具体的に実践するための「演習」、対象者と臨地で関わ

って看護を学ぶ「実習」を段階的に進めるように配置した。 

1年次前期に専門科目を配置し、看護学への関心と各領域の学習意欲となるよう

にした。1 科目、1 単位を配当した。2 年次は概論、援助論を配置し、17 科目、29

単位を配当した。また、公衆衛生看護学に必修の科目を入れ、看護師だけを選択す

る学生も履修できるようにした。3 年次前期は通年科目の「看護研究演習Ⅰ（文献

クリティーク）」を入れて、看護学の文献学習を進めて専門性が探究できるように

して、11 科目、12 単位を配当した。臨地実習は 3年後期から 4年次前期の 1 年間

の時間をとり、学習に余裕をもたせた。 
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4年次前期は統合実習までの臨地実習が終了するように配置した。臨地実習は 7

科目、18 単位を配当した。すべての看護師の教育に必須な実習が終了後、保健師

選択の学生だけが履修する講義科目を開始し、講義が終了後に実習へと進めるよ

うに配置した。4 年次後期は「看護の統合と発展」に関する科目である 5 科

目、5単位を配当した。 

【資料 15】保健医療学部看護学科カリキュラム概念 

【資料 16】教育課程と指定規則との対比表 

８ 教員組織の編成の考え方及び特色 

（１）教員組織の考え方 

本学看護学科の専任教員は 29 名で組織する。このうち、専門分野の 26 名について

は、保健師助産師看護師等学校指定規則（以下「指定規則」という。）に定める基礎

看護学、成人看護学、老年看護学、小児看護学、母性看護学、精神看護学、公衆衛生

看護学の各領域にそれぞれ専任教員を配置し、教育・研究にあたる。 

  これらの専任教員は、おもに看護学科の専門基礎科目・専門科目の必修科目及び各

領域に配置した専門教育を担当し教育・研究にあたる。また、指定規則に定める専門

基礎分野にある医学系の授業科目については、本学歯学部の医師免許または歯科医師

免許を有する教員が、内科系・外科系科目等をそれぞれ担当する。さらに、基礎分野

の授業科目については、本学法学部、経営学部及び歯学部の教員が兼担教員として各

授業科目を担当する。また、兼任講師（非常勤講師）についても、教育・研究・臨床

などの分野において、顕著な実績のある人材を採用予定である。 

  これらの専任教員が、入学から卒業まで、学生の学修支援・生活支援を行うととも

に、卒業後においても専門職としてのアドバイス等を行うことができるよう、学生と

教員との意思疎通が図ることができるよう配慮を行っている。 

（２）教員組織の特色 

教員組織の編成に関し、看護学の専門分野を基礎看護学、成人看護学、老年看護学、

小児看護学、母性看護学、精神看護学、公衆衛生看護学の 7 つの領域に分け、講義科

目の単位数と実習単位数に応じた形で人数を設定した。 

教授及び准教授、講師は、各看護学の理論背景や方法論などを領域の独自性、特徴、

学習内容の焦点などを教授するものとした。このため、豊富な教育経験や研究業績、

学位などを有し、発展的に看護学が教授できる人材を確保した。助教は、主に演習の

補助と実習を担当するものとした。 

豊富な教育経験や研究業績、学位などを有し、発展的に看護学が教授できる人材を

確保するともに、教員の担当については、科目数は領域全体の教育内容、実習の方法

などを参考にして決定し、研究活動に影響しないように設定した。 

  また、教育経験はないが、実務経験が豊富な教員を積極的に活用する方向で教員を
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配置する領域もある。これは、学生が大学で学習する看護学と実習で学ぶ看護実践が

統合されたものとして理解を深めるために効率的である。臨床経験が豊富な教員は看

護学を学生に教授するとき、イメージ化できるような事例や実際の経験をリアルに伝

えることができると考える。各領域に実務経験が豊富な教員を配置するとき、教育経

験があり、研究業績も有する教員を同等数あるいはそれ以上に配置し、研究機能を一

定に保つようにしている。 

 

（３）教員の年齢構成及び学位取得 

 

１）教員の年齢構成 

    専任教員数は、看護学科全体としては、教授 8名、准教授 5名、講師 10名、助教

6名の 29名の体制で編成している。教授については、50歳代～60歳代の教育・研究

経歴が豊かな人材を配置し、准教授・講師については、40 歳代～50歳代を中心に中

堅層を配置し、助教については、30歳代～40歳代を中心に臨床経験を持つ人材を配

置している。 

学部完成年度 3月末日時点の学科全体の年齢構成は、65歳以上 2名、64歳～60歳

8 名、50 歳代 11 名、40 歳代 5 名、30 歳代 3 名となっている。本学の定年は、「学

校法人朝日大学職員定年規程」（以下「定年規程」という。）により 63歳と定めて

いるが、看護学科設置のために新たに採用するものとして申請した教員定年は、第

２条に規定する定年年齢に 2 年を加算することで、これを定年規程の附則に規定す

ることとした。また、看護学科完成年度までに 65歳に達する者については、完成年

度まで在籍できるように「学校法人朝日大学特定契約職員規程」に基づき、定年年

齢を超えて採用期間を設けて専任教員として採用することができることとしている。 

 

２）教員組織の将来構想 

本学においては、毎年９月の常務理事会（理事長、常務理事で構成している。学

長、法人本部長、事務局長も必ず同席している。）において、次年度以降に定年とな

る教員の対応について協議し、再雇用及び新規補充等の基本方針をあらかじめ決定

している。また、教授、准教授、講師への昇任人事については、学長と学部長とで

事前に協議した上で、教授会で候補者を選考し、理事会で決定している。 

看護学科の教員組織についても、教育研究の継続性を踏まえ、常に適正な編成（年

齢構成と各専門領域の職位別の教員配置）とするため、次のとおり計画し実行する

方針である。 

 

① 若手教員の育成方針 

ア ＦＤ委員会を設置し、若手教員の教育力の向上を図ることとする。具体的に

は、若手教員を対象に教育者としての自覚や意識の涵養、看護学に関する理解

の促進、授業手法や教材開発などの教育方法に関する研修会を定期的に開催す

る。 
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イ 若手教員には、科学研究費補助金をはじめ外部の研究費助成制度への積極的

な応募を薦めると共に、不採択になった場合には本学独自の宮田研究奨励金か

ら研究費を助成することで、教育研究活動の活性化を図り、研究業績の質的向

上に繋がるようにする。また、教授又は准教授と若手教員との共同研究プロジ

ェクトチ－ムを編成し、各種研究助成金への応募を計画する。 

ウ 博士又は修士の学位未修得者には早期の取得を促進するよう、大学院（社会

人対象のコ－ス）への進学を支援する。 

エ 専任教員の学術研究の促進及び資質向上を目的として、本学には国内・海外

研修員制度があることから、希望する者については、授業運営に支障がでない

ように計画的な派遣を検討する。 

 

② 今後の採用計画 

看護学専門領域の年齢構成が比較的高齢に偏っているため、若手助教を採用す

ることにする。ついては、実習補助者として助手６名の採用を予定しているが、

専門領域によっては、当該助手の採用後に助教への昇任あるいは当初から助教と

して採用するなどを行うことにより、専任教員の年齢構成の適正化を図っていく

こととする。 

 

   ③ 看護学科の教育職員資格基準の制定等 

     学部開設後、すみやかに看護学科の教育職員資格基準の制定及び教育職員資格

審査委員会の設置を行い、教員人事の方針及び取扱方法について専任教員に周知

する方針である。 

 

   ④ 教授の配置計画 

看護学専門領域の中で、小児看護学、公衆衛生看護学、在宅看護に教授を配置

していないことから、学部開設後、すみやかに教育職員資格基準を制定し、教授

の要件に合致した者については、教育職員資格審査委員会において審議の上、教

授会、理事会の承認を経て、教授を配置する方針である。 

 

３）学位取得 

    専門分野の教員 25 名については、博士（3 名）、修士（20 名）、学士（3 名）の

学位を有する教員を配置している。また、その経歴については、大学などの高等教

育機関において教育研究活動に従事していた者、その他に病院や臨床の現場などに

おいて、十分な経験・実績を持つ者を教員として配置している。 

    なお、助教については、修士又は学士の学位を有し、臨床の実務経験、さらには

学生教育に必要な教育業績又は研究業績を有する者を中心に配置している。 

 

４）中心となる研究分野 

本看護学科の教員組織において中心となる研究領域は「看護学」である。しかし、

「保健・医療・福祉」領域の一体化が模索されている今日において、今や「看護学」
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は、「保健・医療・福祉」領域と一体となった研究の推進が急務である。特に「予

防医療」、「高齢化社会に向けた医療・福祉」など、他領域と連携した研究の重要

性はますます高まると考える。 

本学は、附属病院（歯学部附属病院、歯学部附属村上記念病院）を設置している

こと、歯科医師養成及び歯科衛生士養成を行っているという本学の強みを生かした

他職種との連携による研究への取り組みが大いに期待できるだけではなく、本学既

設の法学部・経営学部における学問領域との連携による研究や医療現場を始めとし

た実習関連領域においても「看護学」の観点から実践的な研究の推進を図っていく

予定である。 

 

   【資料 17】学校法人朝日大学職員定年規程 

   【資料 18】学校法人朝日大学特定契約職員規程 

   【資料 19】学校法人朝日大学定年退職者の再雇用に関する規程 

 

 

９ 教育方法，履修指導方法及び卒業要件 

 

（１）教育方法 

   授業科目は、その内容や目的、到達目標を達成できるように講義、演習、実習に分

けている。講義は 1単位 15時間～30時間、演習は 1 単位 30 時間、臨地実習は 1 単位

45時間で行う。 

講義科目は、基本的に 80名を１クラスにして実施する。講義後はリアクションペー

パーを用意し、講義の感想や質問を学生に記入させることで、講義への理解を深め、

自主的、意欲的に学習へのモチベーションを維持する。また、本学には既設の学部と

して法学部、経営学部があり、教養基礎科目の講義は、他学部学生と一緒に受講する

機会もあり、学生同士の交流を深め、勉学や大学のイベントなどを共同企画すること

により、人間として多様な価値観、考え方を学ぶことができる。 

演習科目は、複数の教員が担当することとし、少人数の学生を指導するため、学生

が質問しやすく、自己学習しやすい環境を整える。 

   実技を中心とした学内演習を実施し、学生が基礎的な技術や知識を深め、より現実

の場に適応できる看護を学習するため、基礎看護学実習室をはじめ、成人看護学、老

年看護学、小児看護学、母性看護学、精神看護学、公衆衛生看護学・在宅看護の各実

習室で学習する指導体制を整える。 

   オムニバス科目については、統括者を決め、その役割は、各担当教員と科目内容や

担当配分、成績評価のとりまとめ、シラバス作成などを調整するものである。シラバ

スにおいて担当教員名の最初に記載されている者とする。共同の場合も統括する者を

決め、学生に相談窓口がわかるように配慮する。オムニバス、共同の授業は、担当教

員同士が科目内容を検討し、意見を出し合って、整合性のある授業ができるように配

慮する。 

臨地実習は原則、1グループ 4名の編成とし、実習指導者の協力も得て、学生のニー
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ズに対応し、実習目標の達成ができるように指導する。 

   学生と教員間の距離を縮め、学生が自由に授業時間以外に教員に質問したり、相談

するためにオフイスアワーを設定する。また、10 名前後の学生にアドバイザー教員 1

名を配置し、学生生活や履修科目の学習、進路や就職などの相談を自由にできるよう

な学生指導体制を整える。 

 

（２）履修指導方法 

 

１）履修ガイダンスの実施 

    入学時のガイダンスにおいては、大学の教育目的、看護学科の特徴や目指すもの、

卒業時までの学習の概要、カリキュラム編成の考え方と実際の履修の方法、保健師

国家試験受験資格取得のための科目履修について、必修科目や内容、履修方法、選

考方法を説明、選択科目の履修、健康管理、大学生活の準備や図書館の利用方法、

大学設備などを説明する。 

また、各学年の開始時には、4年間の各学年の位置づけ、学習内容、履修計画、健

康管理、大学生活の留意点などについてガイダンスを実施する。 

 

  ２）履修科目の登録単位の上限 

履修科目の登録単位の上限については、卒業に必要な単位数 125単位の内、112単

位を必修としており、年次別に計画的履修を可能とする教育課程を編成しているこ

とから定めないこととする。 

 

  ３）他大学における授業科目の履修 

他大学における授業科目の履修については、教育上有益と認めるときは、学則第

６条の２の定めにより、30 単位を超えない範囲で本大学における授業科目の履修

により修得したものとみなし、卒業に必要な単位に算入することができることと

している。 

 

４）ＧＰＡ制度 

成績を平均化した GPA（Grade Point Average）を導入する。GPAは、GPA対象授業科

目のうち、履修登録した科目についてそれぞれの単位数にグレードポイント（4、3、

2、1、0）のいずれかをかけ、その合計ポイント GPSを、それぞれの単位数の総和で

割ったものであり、本学科では、この結果に基づき、学業成績不振者に対する指導

や助言を積極的に行うこととしている。なお、成績評価は 100 点満点とし、100～

90 点を「Ｓ」、89～80 点を「Ａ」、79～70 点を「Ｂ」、69～60 点を「Ｃ」と表

示し、これらを合格とする。また、59 点以下を「Ｄ」と表示し、これを不合格と

する。 

 

５）履修モデルの提示 

  保健医療学部看護学科は、「人を思うこころをもって人間関係を構築する力、自己
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研鑽して未来を切り開く力、社会に貢献し変革する力を持ち、あらゆる健康レベル

にある人のニーズに対応できる人材養成」を目標としており、この目標達成のため

に、計画的な科目履修により、学生が看護・保健を系統的に学習し、看護実践等に

求められる基本的能力を習得するための標準的な履修モデルを資料のとおり提示し

ている。 

 

   【資料 20】履修モデル（看護師・保健師） 

 

６）シラバスの活用 

    すべての授業科目について、担当教員や開設年次、科目名、単位、時間数、オフ

イスアワー、科目目標、授業内容、授業計画、成績評価、教科書・参考書などを明

記したシラバスを作成する。学生はシラバスを活用することで、予習や復習、自己

学習などに役立てることができる。 

臨地実習については、実習目的、実習目標、実習内容、実習方法、評価方法、実

習記録などを明記した全領域共通と各領域で実習要項を作成する。 

 

７）卒業要件 

    保健医療学部看護学科の卒業要件は、4年以上在学し、学則の定めるところにより

125単位以上修得しなければならないとしている。その内容は以下のとおりである。 

    看護師資格を目指す者は、必修科目 112単位（教養基礎科目 14単位、専門基礎科

目 28 単位、専門科目 70 単位）、選択科目は、教養基礎科目の選択科目から 10 単位

以上、専門基礎科目の選択科目から 1 単位以上、専門科目の選択科目から 2 単位以

上の 125単位以上を修得することとしている。 

なお、保健師資格を目指す者は、卒業要件単位 125 単位に加え、専門科目の選択

科目から指定する科目を含め 14単位以上を修得し、合計 139単位以上を修得するこ

ととしている。 

 

 

10 施設，設備等の整備計画 

 

（１）校地，運動場の整備計画 

   看護学科を設置するキャンパスは、ＪＲ穂積駅から南へ約 2 ㎞、閑静な住宅地の一

角に位置している。これまで本学は、キャンパス内の自然環境を活かしながら、明る

く開放感に満ちた教育研究及び学習環境の整備をすすめてきた、 

   本学は、校舎敷地、運動場用地及びその他（附属病院等敷地ほか）を含め、総面積

151,839.79㎡（借用地 432.00㎡を含む。）の校地等を有しており、このうち、校舎敷

地は 61,872.31㎡、運動場用地は、68,124.00㎡であり、校舎敷地内には、学生が休息

するための十分な場所を整備しており、教育に相応しい環境となっている。 

   また、キャンパス内には、課外活動を通しての人格形成と人間関係の育成を目指し

た体育施設を整備しており、運動場は、既存学部等と共用使用することとしている。 
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運動用施設については、校地と同一敷地内又はその隣接地に、体育館（アリーナと武

道場２室を併設）、野球場（外野は全面人工芝）、ラグビー場（全面人工芝）、フェ

ンシング場、テニスコート 6 面、剣道場、相撲場、卓球場、フットサルコート、トレ

ーニングルーム、サンライズジムなどを整備しており、主に学生の課外活動で使用し

ている。 

   学生の休息や憩いの場としては、図書館本館・分室、6号館学生ホール、5号館学生

ホール、1号館ステューデントラウンジ等を整備している。1号館正面中庭には、池の

周囲にベンチ、樹木を配置し、学生、教職員を始め地域住民にも憩いの場を提供して

いる。 

 

（２）校舎等施設の整備計画 

   看護学科の校舎等施設の整備にあたっては、既存学部の学生数及び教育課程並びに

大学全体の講義室数を勘案し、既設の校舎の一部を看護学科専用の施設（教員研究室、

実習室等）に改修するとともに、講義室等については、授業運営の必要性から、既設

講義室の一部を看護学科専用の講義室とすること、また、その他の講義室等について

は、既設の他学部と共用使用による運営を行うことで整備を行う。 

教員研究室は、研究・学生指導の充実を図るため、教授及び准教授、講師には 1人 1

室とし、助教は共同研究室とする。講義室・実習室等は、入学定員 80名の学生を、講

義や演習などの授業形態及び授業内容に応じたクラス編成により授業運営を行う予定

である。 

 

基礎教育科目の講義科目については、必修科目は看護学科の単独開講とすることで

専用の講義室を使用し、選択科目は既存学部の授業との合併開講とすることで、既設

の講義室を使用する。演習科目については、2クラスに分けて既設の講義室、情報処理

学習施設（パソコン教室）又は語学学習施設（ＬＬ教室）等を使用する。『総合』の

「基礎ゼミナールⅠ」及び「基礎ゼミナールⅡ」については、少人数教育による授業

とし、既設の講義室（15名収容）を使用する。 

専門基礎科目及び専門科目の講義科目及び演習科目については、必修科目、選択科

目とも看護学科の単独開講とし、授業内容に応じて又は教育効果を考慮したクラス編

成（1クラス又は複数クラス）を行い、専用又は共用の講義室若しくは専用の実習室を

使用する。 

   このように看護学科の授業運営にあたっては、専用講義室以外については既設の法

学部、経営学部及び歯学部との共用利用とし、既設講義室等の効率的な相互利用を図

るとともに、教員研究室及び実習室等は既設校舎の一部を看護学科専用の施設に改修

し、看護学科の教育に十分に対応できるように整備を行う。 

 

   教員研究室は、研究・学生指導の充実を図るため、教授及び准教授、講師には 1人 1

室とし計 20 室、助教には共同研究室 2 室を既設校舎（3 号館）に整備し、各研究室に

は、インターネット及び学内ＬＡＮ用の設備の整備を行う。また、教員研究室を整備

する 3 号館には、教員同士のミーティング又は学生との面談にも使用できるミーティ
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ングスペース 2室を整備する。 

 

   講義室については、大学全体で 53 室であるが、6 号館に看護学科専用の講義室 4 室

を整備するとともに、既設の 5 号館及び 6 号館の講義室を既設の法学部、経営学部及

び歯学部と共用利用とする。 

5 号館、6 号館には 35講義室があるが、6 号館 4 階の講義室 8 室（定員 108 名 1室、

定員 93名 4 室、定員 72 名 3 室）について、4 室（定員 93名 4 室）を看護学科専用の

講義室とし、3室は既設の法学部、経営学部及び歯学部と共用利用とする。6号館 4階

の講義室 1 室及び 6 号館 3 階（講義室 4 室（定員 192 名 4 室））は、基礎看護学実習

室を始めとした 4 室の実習室・実習準備室等に改修し整備することから、既設の学部

が使用できる講義室が減少することとなるが、授業運営については、看護学科専用の

講義室 4室（6号館 4階）を含めた既存学部等の講義室使用計画のとおり支障がないこ

とを確認している。 

また、演習（基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ）についても、既設の 6 号館 8 階の講義室（定

員 15 名 12 室）を共用使用とすることとしており、専用のプロジェクター、ノートパ

ソコン及びスクリーン（いずれも移動式）を整備することとしている。基礎ゼミナー

ルⅠ・Ⅱに係る講義室等の共用使用についても、既存学部等の講義室使用計画のとお

り授業運営に支障がないことを確認している。また、6号館 8階の講義室 6室は、定員

45名の講義室であり、2クラス編成の授業にも使用することを予定している。 

 

   実習室については、既設校舎の 6 号館 3階（4 室）及び 6 号館 4階の 1 室を改修し、

基礎看護学実習室、成人・老年看護学実習室、母性・小児看護学実習室及び在宅公衆

衛生・精神看護学実習室の 4 室の実習室及び実習準備室 5 室等の整備を行う。基礎看

護学実習室については、学生 80人全員が同時に授業を受講できるスペースを確保して

いる。その他の実習室については、学生 80人を 2クラス又は 3クラスに分けて授業を

行うことで、教育効果を十分に挙げることができるように整備を行う。また、各実習

室には、各領域で必要とされる基本的な機器備品を学生数に応じて整備するとともに、

パソコン対応のマルチメディア装置を設置し、視聴覚資料の活用ができように整備を

行うことで教育効果の向上を図っていくこととする。 

 

さらに、学生の更衣室は、男女別にそれぞれ 1 室を設け、学生全員の専用ロッカー

を設置する。なお、各看護学実習室に整備する主な機器等は資料のとおりである。 

また、主として看護学科の講義等に使用する 6 号館 4 階には、パソコン利用が可能

な設備を備えた看護学科学生のための学生自習室を整備するとともに、学生自習用の

施設として、学生・教職員がいつでも利用できるパソコン、プリンタ、スキャナー等

を設置したオープン利用室（7号館 2階）、さらに、学生が英語のコミュニケーション

能力を身につけることができるようネイティブスピーカーを配置したＥＬＳ（English 

Language Salon）を 6 号館 7 階に設置しており、学生は自由にこれらの施設を利用し

学習することができる。 

   図書館（本館・分室・オープン図書室）、情報処理学習施設 4 室、語学学習施設 2
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室、健康管理センター、会議室及び事務室等は、既存の施設を利用する。 

 

  ＜既存建物の改修計画＞ 

   １ 6号館 

改修前 改修後 面積(㎡) 定員(人) 

6号館 2階 レディスサロン 女子学生更衣室 150.50 300 

6号館 3階 6301講義室 

6号館 3階 6302講義室 

6号館 3階 6303講義室 

6号館 3階 6304講義室 

6号館 3階 倉庫 

基礎看護学実習室 360.36 80 

成人・老年看護学実習室 150.15 40 

母性・小児看護学実習室 90.09 40 

準備室 1 30.03 － 

準備室 2 30.03 － 

準備室 3 30.03 － 

共通準備室 60.06 － 

6号館 3階 学生ホール 洗濯室・乾燥室 20.24 － 

男子学生更衣室 25.95 44 

倉庫 28.69 － 

6号館 4階 6401講義室 

 

公衆衛生(在宅)・精神看護

学実習室 

 

90.09 

 

40 

準備室 30.03 － 

6号館 4階 学生ホール 学生自習室 88.60 20 

 

   ２ 3号館（実験棟） 

改修前 改修後 面積(㎡) 定員(人) 

3号館 1階 教員研究室 教員研究室 15.84×1室 15.84 1 

3号館 2階 第 5大講義室 

3号館 2階 化学研究室 

3号館 2階 測定室 

教員研究室 19.20×5室 96.00 1×5 

共同研究室 45.57 5 

共同研究室 30.87 4 

ミーティングスペース 81.08 20 

男子更衣室 5.59 4 

女子更衣室 10.45 14 

3号館 3階 教員研究室 

3号館 3階 受付 

教員研究室 30.66×1室 30.66 1 

教員研究室 27.77×6室 166.62 1×6 

教員研究室 16.02×4室 64.08 1×4 

教員研究室 17.68×2室 35.36 1×2 

ミーティングスペース 67.05 20 

教員研究室 17.57×1室 17.57 1 

3号館 3階 機械室 学部長室 26.72 1 

倉庫 7.43 － 
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【資料 21】保健医療学部看護学科授業時間割案（前期・後期） 

   【資料 22】既存学部等の講義室使用計画 

   【資料 23】整備する主な機器等一覧 

 

（３）図書等の資料及び図書館の整備計画 

 

  １）図書資料等の整備 

本学には、キャンパス内に全学部共用の図書館として、歯学・情報・教養関係資

料を所蔵する本館と、経営学・法学関係資料を所蔵する分室が整備されている。現

在の蔵書数は、約 27万冊であり、うち雑誌約 3,500種、視聴覚資料約 3,700点を所

蔵している。自然科学、人文科学、社会科学及び各学部専門分野の教育・研究目的

に則した資料を選定し、蔵書構築を行っている。 

本学看護学科の設置にあたっては、整備する図書、雑誌、視聴覚資料を、図書館

本館に既存の医学・歯学関係資料と隣接して配架する。特に図書は、新たに専門的

細目のある「日本看護協会看護学図書分類」を適用し、その分類順に整理をする。

また、医学基礎関係図書を歯学部と共用できることから、利用者（教員・学生）の

利便性を図り、教育、研究等に相応しい環境を整備する。 

 

図書については、2年次計画で 3,700冊（うち外国書 500冊）を整備する。すでに

法学部、経営学部及び歯学部を設置していることから、一般教養科目、外国語科目、

専門基礎科目に関する図書は整備済みであるが、さらに、本学看護学科の設置にあ

たり、人間関係を構築する力を養う心理学やコミュニケーション論、社会福祉論に

関する図書を加える。看護師・保健師養成に関連する新たな専門図書は、専門科目

（基礎看護学、成人看護学、老年看護学、小児看護学、母性看護学、精神看護学、

公衆衛生看護学）を中心に実習を含めた教育課程に基づき選書し整備を行う。整備

する図書の中には、電子書籍約 100 冊を含み、学生の自主学習に相応しい環境を整

える。 

 

また、学術雑誌については計 68 種（うち外国誌 20 種）を整備する。医療系学部

に必須である電子ジャーナルは、現在医学専門分野を始めとして 5,232 種（うち外

国誌 4,080種）を整備済みである。医学の基本的なデータベース（医学中央雑誌 Web、

メディカルオンライン、CiNii、JCR、The Cochrane Library）は整備済みであるた

め、看護学専門論文の文献検索とフルテキストが入手可能なデータベース及び電子

ジャーナル 4種（最新看護索引 Web、CINAHL、Medical Finder、ProQuest:Nursing and 

Allied Health Source）を新たに加えて、教育、研究環境を整備する。これにより

雑誌（国内誌 11 種、外国誌約 800 種）、外国電子書籍 59 タイトル、北米を中心と

した 400大学の学位論文約 15,000件が、新たに全文入手可能となる。視聴覚資料に

ついては、看護学専門分野の講義及び実習に使用できる教材を中心に 183 点を整備

する。 
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   【資料 24】整備する主な図書一覧 

【資料 25】整備する学術雑誌一覧（和雑誌・洋雑誌） 

【資料 26】データベース・電子ジャーナル一覧 

 

２）図書館の整備 

本学の図書館は、面積 2,631.0 ㎡（本館 1,869.0 ㎡、分室 762.0 ㎡）で、閲覧座

席数 352席（本館 226席、分室 126席）、ＡＶブース 5席（本館 4席、分室 1席）、

検索用パソコン 11台（本館 6台、分室 5台）を有しており、教育・研究に相応しい

環境が既に整備されている。 

 

図書の収容能力は、開架書架 243,639 冊（本館 139,528 冊、分室 104,111 冊）、

閉架書架 73,056冊（本館 67,028冊、分室 6,028冊）の合計 316,695冊（本館 206,556

冊、分室 110,139冊）である。平成 25年(2013)年 5月現在の蔵書数は、図書 276,806

冊（内国書 150,703 冊、外国書 126,103 冊）、学術雑誌の総所蔵タイトルは 3,511

種（国内誌 1,621 種、外国誌 1,890 種）、購読タイトルは 702 種（国内誌 489 種、

外国誌 213種）、所蔵視聴覚資料は 3,776点（ビデオ 1,426点、カセット 89点、Ｄ

ＶＤ778 点、ＣＤ17 点、ＣＤ－ＲＯＭ267 点、マイクロ資料 1,174 点、ＬＤ19 点、

ＦＤ5 点、その他 1 点）である。また、電子ジャーナル、データベースについては、

5,232 種（うち外国誌 4,080 種）、電子ブック 46点、データベース 9 種の契約を行

っている。 

 

    図書館は、講義・実習終了後の学生の学習環境の充実のため、平日・土曜日の開

館時間延長（本館平日 22 時、土曜日 16 時）に加え、平成 20（2008）年 8 月から、

日曜日・祝日開館を実施しており、試験期間中には、20 時まで開館している。本学

看護学科学生用として 6 号館 4 階に設置される学生自習室とあわせて学生の自学自

習の機会が確保されている。インターネットの活用については、図書館ホームペー

ジから蔵書の検索、電子ジャーナル・各種データベースの利用が可能となっている。

平成 21（2009）年 9 月には、文献データベースの検索結果から文献入手までをサポ

ートするリンクツールを導入し、図書館システムとの連動を図り、文献検索と同時

に画面選択で、簡単に電子ジャーナルの全文入手や、本学に所蔵していない文献の

入手依頼申し込みを行うことができる。学外からも、Web上で返却日の確認、図書の

予約、文献依頼、購入希望図書の申し込みを行うことができる体制が整備されてい

る。さらに、携帯電話専用 URLから蔵書の簡易検索と貸出情報の確認が可能である。 

    他大学図書館との協力については、国立情報学研究所との接続で NACSIS-ILLに参

加し文献複写サービスを行っているほか、NPO法人日本医学図書館協会、東海地区医

学図書館協議会に加盟しており、他の医学系大学図書館や病院図書室との研修や情

報交換を活発に行っている。さらに、NPO法人日本医学図書館協会と国公私立大学図

書館が参加する大学図書館コンソーシアム連合の電子ジャーナル・コンソーシアム

事業に参加し、電子ジャーナル及びデータベースの購入を行っており、看護学専門

分野についても、同様に活用していくこととする。 
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11 入学者選抜の概要 

 

（１）アドミッションポリシー 

   保健医療学部看護学科の教育目的を達成するため、次のような人材を求めます。 

   ア 本学看護学科において学ぶことへの強い意思を持っている者 

   イ 保健医療を通して社会に貢献することを目指して、誠実で責任感と協調性に優

れ、コミュニケ－ション能力の高い者 

   ウ 看護教育を受けるにふさわしい基礎学力を備えている者 

 

（２）選抜方法 

 

１）推薦入試 

    本学看護学科において学ぶことへの強い意思を持っている者で、看護師としての

適性を有している者を次により選抜する。 
ア 出願基準 

次のいずれにも該当し、出身学校の校長から推薦された者 

・高等学校（中等教育学校を含む。）を卒業（卒業見込みを含む。）した者 

・最終学年第 1学期又は前期までの全体の評定平均値が 3.0以上の者 

イ 選抜方法 

小論文（800 字以内）、基礎学力テスト（英語、国語）、面接及び調査書により選

考する。基礎学力テストは、マ－クセンス方式により行う。 

ウ 募集定員は、35人とする。（43.8％） 

 

２）一般入試Ⅰ期・Ⅱ期 

    看護教育を受けるにふさわしい基礎学力を備えている者を次により選抜する。 

ア 出願基準 

 次のいずれかに該当する者 

・高等学校（中等教育学校を含む。）を卒業（卒業見込みを含む。）した者 

・通常の課程による 12年の学校教育を修了（修了見込みを含む。）した者 

・学校教育法施行規則第 150 条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以

上の学力があると認められる者（これに該当する見込みの者を含む。） 

イ 選抜方法 

学力試験及び調査書により選考する。 

  学力試験の試験科目は、次のとおりとし、マークセンス方式により行う。 

  ・外国語（「英語Ⅰ・Ⅱ」）必須 

  ・国語（「国語総合（古文・漢文を除く。）・現代文」）、数学（「数学Ⅰ・数学Ａ、

数学Ⅱ」）、理科（「物理Ⅰ」、「化学Ⅰ」、「生物Ⅰ」）の内から 1科目選択 

ウ 募集定員は、Ⅰ期 40人、Ⅱ期 5人とする。（56.2％） 

  

 （注）看護学科開設 2年目以降は、指定校推薦入試（過去の志願実績等により本学部が
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指定する高等学校（中等教育学校を含む。）を対象とする。）、大学入試センター試

験利用入試の実施を次のとおり予定している。 

 

３）指定校推薦入試 

    本学看護学科において学ぶことへの強い意思を持っている者で、看護師としての

適性を有している者を次により選抜する。 
ア 出願基準 

次のいずれにも該当し、本学が指定する学校の校長から推薦された者 

・高等学校（中等教育学校を含む。）を卒業見込みの者 

・最終学年第 1学期又は前期までの全体の評定平均値が 3.3以上の者 

イ 選抜方法 

小論文（800 字以内）、基礎学力テスト（英語、国語）、面接及び調査書により選

考する。基礎学力テストは、マ－クセンス方式により行う。 

ウ 募集定員は、指定校推薦入試と推薦入試を合わせて 30人とする。 

 

４）大学入試センター試験利用入試Ⅰ期・Ⅱ期 

    看護教育を受けるにふさわしい基礎学力を備えている者を次により選抜する。 

ア 出願基準 

 次のいずれかに該当する者 

・高等学校（中等教育学校を含む。）を卒業（卒業見込みを含む。）した者 

・通常の課程による 12年の学校教育を修了（修了見込みを含む。）した者 

・学校教育法施行規則第 150 条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以

上の学力があると認められる者（これに該当する見込みの者を含む。） 

イ 選抜方法 

本学が利用する大学入試センター試験の結果及び調査書により選考する。 

  大学入試センター試験の科目は、次のとおりとし、本学独自の試験は課さない。 

  ・外国語（「英語Ⅰ・Ⅱ」）必須 

  ・国語（「国語総合（古文・漢文を除く。）・現代文」）必須 

・数学（「数学Ⅰ・数学Ａ、数学Ⅱ」）、理科（「物理Ⅰ」、「化学Ⅰ」、「生物Ⅰ」）

の内から 1科目選択（高得点の科目を利用する。） 

ウ 募集定員は、Ⅰ期 3人、Ⅱ期 2人とする。 

 

（３）入学試験実施体制 

   本学は大学の学生募集及び入学試験の実施のため、「朝日大学入試センター」を設置

している。朝日大学入試センターは、センター長（学長）、副センター長（副学長 2名）

及びセンター員（学部長、大学院研究科長、留学生別科長、各学部等から推薦された

専任教員）で組織されている。 

朝日大学入試センターの業務は、①学生募集活動戦略立案、実施及び進捗管理に関

すること、②学生募集活動の実施に関すること、③入学者選抜方法の策定に関するこ

と、④入学試験問題の作成に関すること、⑤指定校の選定に関すること、⑥入学試験
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の実施に関すること、⑦入試広報の実施に関すること、⑧その他学生募集及び入学試

験の実施に関すること、としている。 

また、各学部教授会等からの委任を受けて、入学試験の合否判定基準の作成及び合

否の判定を行っている。 

朝日大学入試センターの運営にあたっては、運営委員会、専門部会、専門委員会を

設置し、適正な運営を行っている。 

今回設置する保健医療学部看護学科の入学試験の実施及び合否判定については、当

センターが責任を持って行うこととしている。 

 

【資料 27】入学者選抜試験の概要 

   【資料 28】：朝日大学入試センター規程 

 

 

12 資格取得を目的とする場合 

 

取得可能な資格の一覧 

看護師国家試験受験資格 卒業と同時に資格取得 

保健師国家試験受験資格 定員 15名の選択制 

所定の単位の修得により資格取得 

 

   看護学科においては、上記のとおり、所定の単位を修得することにより、卒業と同

時に看護師国家試験受験資格を取得することができる。 

   また、保健師国家試験受験資格については、保健師課程の履修にあたり、毎年度の

入学者に対して 15名の定員を設け、選考試験を 2年次 3月に実施する。この選考試験

に合格し、所定の単位を修得した者が、保健師国家試験受験資格を取得することがで

きる。 

   選考試験は、2年次前期に終了する公衆衛生看護学概論、家族看護学、健康管理論の

筆記試験と小論文、面接評価による。さらに、既修得科目の成績を参考とし、総合評

価で合否を判定する。 

 

 

13 実習の具体的計画 

 

（１）実習の基本的な考え方 

 

１）実習の基本方針 

    本看護学科では、高い看護実践能力を習得するため実習に最も重点を置く。実習

を通して看護を支える考え方とともに看護の方法・知識・技術の習得、また、本学

の建学の精神に則し、健康障害のない人から病気や障害のある人まで、あらゆる人々

の健康と生活を支える看護師としての看護実践能力の向上を目指す。 
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２）実習の目的 

    看護学実習は、看護学教育において実践能力の向上に不可欠な授業科目であり、

さまざまな場で生活する人々のあらゆる健康レベル、発達段階に対して、講義・演

習等で学んだ看護学等の知識・技術を、対象への実際的な関わりを通して実践し、

対象に応じた総合的な看護学実践能力を育成することを目的とする。 

 

３）実習の目標 

   ① 多様な場での実習の経験の中で、個々の対象を尊重しながら、対象に対して、

主体的に発展的な関係を築くように努めることで、対象を総合的に理解できる能

力を養う。 

   ② 看護の対象となる人々を全人的、総合的に理解するとともに、健康レベルやラ

イフステージにおける心身の状態や生活を理解し、科学的な判断に基づき、それ

ぞれの対象に応じた適切な看護を実践する能力を養う。 

   ③ 看護に求められる高い職業倫理を身につけ、人権を尊重した看護を実践できる

能力を養う。 

   ④ 保健・医療・福祉分野における他職種の役割や活動を理解し、それぞれの職種

との連携や社会資源の活用を通して、看護師としての役割と責務を理解できる能

力を養う。 

   ⑤ 看護実践能力の充実・向上を図るため、看護に対する研究的視点を持つことの

重要性を理解できる能力を養う。 

 

４）実習の展開 

   ① 第一段階 

実習科目：基礎看護学実習Ⅰ（看護の場と対象） 

基礎看護学実習Ⅱ（看護過程） 

      実習時期：基礎看護学実習Ⅰ（看護の場と対象） 1年次の 7月 

           基礎看護学実習Ⅱ（看護過程）    2年次の 2月 

      実習内容：基礎看護学実習Ⅰ（看護の場と対象）では、健康障害を持つ人と

関わり、コミュニケーションを通して、病院や病棟の療養環境を

理解し、医療を受ける患者の立場と看護の役割を理解する。 

基礎看護学実習Ⅱ（看護過程）では、看護過程の展開のための基

本的能力を養う。 

   ② 第二段階 

実習科目：成人看護学実習Ⅰ（急性期） 

成人看護学実習Ⅱ（慢性期） 

老年看護学実習 

小児看護学実習 

母性看護学実習 

精神看護学実習 

在宅看護実習 
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実習時期：3年次の後学期から 4年次の前学期 

実習内容：第一段階の実習を踏まえ、成人期や老年期、小児、母性、精神、

在宅看護学領域の実習を通して、成長発達のレベルやこころの健

康障害、療養の場の違いに応じた実習を通して、看護実践能力を

習得する。また、看護過程の実践者としての自己を振り返り、看

護観や倫理観を養う。  

   ③ 第三段階 

      実習科目：統合実習 

      実習時期：4 年次の前学期 

      実習内容：第一段階から第二段階の実習を踏まえ、自らが関心をもったフィ

ールドで実習を行い、理論と実践の統合を図り、総合的実践能力

を養う。 

   ④ 第三段階（選択制） 

      実習科目：公衆衛生看護学実習 

      実習時期：４年次の前学期 

      実習内容：地域社会における個人・家族・集団・地域の健康の維持・増進に

焦点をあて、地域の特性をふまえた健康問題の把握、地域保健活

動の計画・実践・評価を行い、地域保健活動の展開能力を高める。 

 

【資料 29】科目別実習計画 

 

（２）実習先の確保の状況（実習施設名、所在地等） 

 

１）実習施設  

    実習施設の確保にあたっては、各実習科目における教育目標の達成に鑑み、次の

とおりの選定方針を定めた。 

   ① 実習教育の目的及び目標を実現することができる施設であること 

     ・医療施設としての施設基準を満たし、将来的にも倫理的な医療活動が期待で

きる施設であること 

     ・実習に関する学習可能事項が、実習グループの全学生が関わることができる

件数があること 

   ② 学習の場として教育的な環境に調整可能であること 

     ・学習活動に必要な、更衣室、カンファレンスルーム、休憩室、看護用具等が

整備されていること 

     ・大学からの距離等の条件が、教育の妨げにならないこと 

   ③ 看護部が組織化されていること 

     ・実習施設において看護部の位置づけが明確であり、専門職として活動してい

ること 

     ・看護の質の向上のため、スタッフ教育を継続的に行っていること 

   ④ 実習施設の実習指導者が教員と連携・協力して教育にあたることができること 
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     ・実習施設との間に、実習教育に関する実習委員会等が設置できること 

     ・実習指導者を配置でき、学生の指導にあたることができること 

 

    以上の点を踏まえ、本学科が実習を行う施設を次のとおり確保している。 

   ①「基礎看護学実習Ⅰ（看護の場と対象）」 

     岐阜市内及び周辺の 14施設（実習予定施設 4施設） 

   ②「基礎看護学実習Ⅱ（看護過程）」 

     岐阜市内及び周辺の 10施設（実習予定施設 4施設） 

   ③「成人看護学実習Ⅰ（急性期）」 

     岐阜市内及び周辺の 16施設（実習予定施設 5施設） 

   ④「成人看護学実習Ⅱ（慢性期）」 

     岐阜市内及び周辺の 15施設（実習予定施設 5施設） 

   ⑤「老年看護学実習」 

     岐阜市内及び周辺の 10施設（実習予定施設 6施設） 

   ⑥「小児看護学実習」 

     岐阜市内及び周辺の６施設（実習予定施設 4 施設）及び瑞穂市内の幼稚園・保

育所 10施設（実習予定施設 10施設） 

   ⑦「母性看護学実習」 

     岐阜市内及び周辺の 8施設（実習予定施設 6施設） 

   ⑧「精神看護学実習」 

     岐阜市内及び周辺の 4施設（実習予定施設 4施設） 

   ⑨「在宅看護実習」 

     岐阜市内及び周辺の訪問看護ステーション 10施設（実習予定施設 5施設） 

   ⑩「公衆衛生看護学実習」 

     保健所 1施設（実習予定施設 1施設）、保健センター3施設（実習予定施設 3施

設）、地域包括支援センター5施設（実習予定施設 5施設）、健診センター1施

設（実習予定施設 1施設）及び瑞穂市内の小学校・中学校 10施設（実習予定施

設 10施設） 

   ⑪「統合実習」 

     岐阜市内及び周辺の 10施設に加え、各実習科目のそれぞれの実習施設を統合実

習予定先として確保している。 

 

【資料 30】実習予定先の確保状況一覧 

【資料 31】実習予定先マップ 

【資料 32】実習予定先からの承諾書  

 

２）実習先との契約内容  

大学と実習施設の間で実習に関する協定を結ぶ。実習施設に所定の協定書や実習

要項がある場合には、内容を検討のうえ、原則として実習施設の定めに従う。 

協定書の内容は、実習委託の内容、実習謝礼金、学生の遵守義務、保険加入、実

- 43 - 



習中の負傷・疾病、事故発生時の対応などである。 

  

【資料 33】学生の実習に関する協定書（案） 

 

（３）実習水準の確保の方策 

 

１）実習担当者の役割と関係 

  大学が責任を持って実習指導を行うために、専任教員が実習指導にあたり、助手

が補助をする。実習施設は、実習指導者が現場の看護職員と協力して指導にあたる。

それぞれの主たる役割は、専任教員は実習を通じての学習活動の展開に責任を担い、

実習指導者は看護実践の展開に責任を担い、相互の役割を補完しあいながら、協力

して学生の指導を行う。具体的な役割・関係は次のとおりである。 

 ① 実習科目責任者（専任教員） 

     ・当該実習の実習要項を作成し、責任を持って実習運営を行う。 

     ・当該実習の内容を関係者に周知するとともに、実習前準備状況を確認し対処 

する。 

     ・実習施設に実習への協力・指導の依頼を行い、契約事項の内容と遵守事項の

確認を行う。 

     ・当該実習に関する実習運営上の諸課題への対応など、実習教育の改善・充実

を図っていく。 

     ・実習終了後に、実習指導教員から提出される学生の到達度評価等に基づき成

績評価を行う。 

 ② 実習指導教員（専任教員又は非常勤講師） 

     ・実習要項に則して実習を展開し、学生への指導を行う。 

     ・実習指導者と協議を行い、実習現場（病棟等）の実状に応じた指導計画を作 

成する。 

     ・担当する学生に対して、事前のオリエンテーション及び学習指導を行う。 

     ・実習指導者と協力して、学生個々の学習ニーズに則した日々の指導を行う。 

     ・カンファレンスに出席し、カンファレンス内容を確認し、学習内容の共有化

及び講義・演習・実習の統合化を図る。 

     ・学生の到達度評価を、実習指導者とともに行う。 

     ・実習全体のプロセスを振り返り、改善のための課題を明確にする。 

   ③ 助手 

     ・実習指導にあたる専任教員の補助を行う。 

      なお、助手の要件は次のとおりである。 

      ア 看護師免許を有し、原則として臨床経験が 5年以上あること。 

      イ 大学卒業以上の者 

 ④ 実習指導者 

     ・当該実習の目的及び目標を理解して、実習指導教員の指導計画立案に協力す

る。 
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     ・実習に必要な設備備品の整備を行う。 

     ・実習要項に則して実習指導教員と協力して学生指導にあたる。 

     ・実習の周知及び受け持ちの説明等を行い、患者等の同意を得る。 

     ・主として患者への直接的ケアに際し、モデル行為を示し指導する。 

     ・カンファレンスに参加し、専門的な観点から指導を行う。 

     ・実習施設の他部署との連携を図り、実習が円滑に進むように配慮を行う。 

     ・学生の到達度評価に際して、学生個々の援助の様子について意見を述べる。 

     ・実習施設の実習運営に関する意見を取りまとめ、大学に伝える。 

 

２）実習委員会の設置  

本看護学科の看護学実習の運営に関する事項を審議するため、各実習科目責任者

（教授又は准教授）で構成する実習委員会（仮称）を設置する。実習委員会では、

看護学実習の運営・実施、実習指導体制の整備、実習における医療情報管理、実習

にかかわる物品管理、看護技術教育の検討、実習における感染予防・事故対策、そ

の他看護学実習に関することについて審議し、必要に応じて教授会の議を経る。 

また、教員間の相互の連携が円滑に進展するように連絡調整を行い、各看護学実

習における教育の質の維持とともに、実習施設との連絡・調整を行う。 

 

３）実習要項の作成  

実習委員会では、各看護学の講義・演習での学習を基盤にして、各実習科目に共

通する全体の実習目標・方法等を記載した「実習要項」を作成する。各領域はそれ

ぞれ科目に応じた実習要項を作成する。実習要項には、実習の目的・目標、実習方

法、実習上の注意事項、心構え等を記載しており、学生は、その実習要項に基づき

実習前の十分な学内演習を行い、一定の看護実践能力が備わっているか各看護学担

当教員のチェックを受けたうえで実習に臨む。 

学生は、常に実習要項を携帯し、内容を確認できるようにする。また、実習要項

は実習施設にも配備する。 

 

４）実習指導方法  

実習グループは、学習効果を高めるために概ね 4 名の編成としている。実習指導

は、各看護学を担当し高い実践能力を持つ教員、各実習施設の実習指導者が行う。

実習施設の実習指導者には、経験豊かな、調整能力に優れ、教育的観点から学生実

習を指導できる看護師等を配置し、教員と連携して指導にあたる。 

実習では、学生が実習体験を通した学びを統合することを重視し、カンファレン

スでは、教員が学生のカンファレンス運用のサポートを行う。 

 

５）実習指導者研修会の開催  

実習委員会を中心に、各実習施設の実習指導者やスタッフを対象とした研修会を

開催する。看護現場からの情報をもとに実習の目的、実習の内容、指導方法、目標

や到達レベル等について検討や見直しを図り、実習の質の向上を図る。教員と実習
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施設のスタッフが学生の看護実践能力の到達目標に共通認識を持つことにより実習

の教育効果の向上を狙う。 

 

（４）実習先との連携体制 

   実習科目の責任者は、各実習施設の実習指導者と実習前及び実習後に連絡会議を行

う。実習前には、実習の目的、目標、実習方法、指導方法、評価基準及び教員と実習

指導者の役割分担等について協議を行う。また、実習後には、教員、実習指導者に加

え、その他実習関係者により、実習成果、指導内容、指導方法などの指導計画上の課

題や問題点について総合的な点検評価を行い、より効果的な実習を行うことができる

よう、次年度実習に向けて実習計画の見直しを行う。 

 

（５）実習前の準備状況（感染予防対策・保険等の加入状況） 

 

１）感染予防対策  

学校保健法施行規則に規定する学校伝染病の予防対策のほか、血液を介する感染

症（Ｂ型肝炎）の予防対策を合わせて実施する。入学時の健康診断で学生の伝染病、

感染症の免疫獲得状況と感染の有無について把握し、予防接種を推奨する。 

実習に向けての感染予防は、標準予防策（スタンダードプリコーション）を原則

とする。実習に際しては、基本的な感染防止対策の学習を事前に行い、学生が留意

事項をふまえた上で、安全に実習に臨むことができるようにサポートする。  

① 免疫獲得状況と感染の有無の把握について  

検査項目として、１年生については小児感染症（麻疹・風疹・水痘・流行性耳

下腺炎）の抗体価検査、Ｂ型肝炎抗原・抗体検査、ツベルクリン検査を実施し、

全学年について胸部Ｘ線検査を毎年１回実施する。  

② 予防接種について  

ワクチン予防可能疾患として、実習までに麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎・

Ｂ型肝炎・インフルエンザの予防接種を学生に推奨する。なお、予防接種は任意

での接種を原則とする。感染症予防上、予防接種の必要性・効果・副反応等につ

いて、学生自身および保護者が十分理解した上で判断し、各自の責任のもとに個

別に行う。学生は、検査や定期健康診断の結果を認識しておく。  

③ 学校伝染病発症時の対応について 

大学は、学校伝染病等の発生に対して、学校保健法に基づいて対応する。また、

学校伝染病に感染した疑いがある学生は通学や実習を見合わせ、速やかに医師の

診察を受け、学校伝染病と診断された場合は大学に電話で連絡する。  

④ 学生自身の感染対策  

○ 自分の健康状態を知り、自己の健康管理に留意し生活リズムを整える。  

○ 風邪やインフルエンザなどに罹患した場合は担当教員に報告し、マスクなど

による防御体制を整え、早めに治療を受ける。また、対象者との接触を極力

避ける。  

○ ケアをする前後は、必ず衛生学的手洗いをする。  
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○ 対象者の感染症に対する情報収集を行い、感染症をもつ対象者のケアを行う

場合は、実習施設の対策に準じた防御体制をとる。  

○ 手指に傷を作らない。傷がある場合には手袋をつけるなどして対処する。  

○ 尿・便・血液・皮膚・分泌液・口腔疾患・滲出液などに接触するケアを行う

ときは、手袋・エプロン（専用ガウン）・マスクなどを着用する。また、感

染源となる可能性のあるものの取り扱いは、各実習施設で定められた方法に

従う。  

○ 感染源となる血液・体液・分泌物等に暴露・接触したと判断される場合は、

速やかに教員または実習指導者に報告し、病院の対応マニュアルなどの指示

に従って必要な処置を受ける。 

 

２）保険等の加入について  

学生は、学生自身のけがなどに適用される傷害保険に加入するとともに、学生が

患者に対して加害者になった場合の賠償責任保険や、学生自身が患者から感染症な

どの危害を受けた場合に適応される補償制度などに加入する。 

 

（６）事前・事後における指導計画 

 

１）実習前の指導計画  

① 実習に際しては、患者等の人権に配慮し、また、患者等に不利益が生じないよ

うな実習となるように学生に伝える。 

② 各実習開始時にオリエンテーションを行い、実習の意義・目的、実習の到達目

標、実習施設についての理解、実習に必要な知識・技術の整理、実習計画書の作

成等の説明を行い、自ら学ぶ姿勢の育成に努める。 

③ 患者を受け持つ実習では、各実習施設において実習指導者あるいは教員がオリ

エンテーションを行い、学生が患者の事前情報収集が円滑にできるようにサポー

トする。 

④ 見学実習では各実習施設において、実習指導者あるいは教員がオリエンテーシ

ョンを行い、学生が施設の概要・特徴を理解できるようにサポートする。 

 

２）実習後の指導計画  

実習最終日にグループ毎にカンファレンスを開く。これは学生にとっては、実習

体験の共有化および実習の学びを深める機会となり、教員や実習指導者にとっては、

指導に対する評価の機会となる。教員は実習記録をもとに学生と個別面談し、学生

が実習内容を自ら振り返り、次の実習に向けた課題が明確にできるようなサポート

をする。レポート提出を課す実習の場合には教員が後日レポートにコメントをして

返却する。 

 

（７）教員の配置及び指導計画 

実習科目の責任者は、各実習施設に実習要項を配付したうえで、実習指導者と連携
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し、実習の計画・実施・評価について責任をもつ。実習指導には教員と実習指導者が

あたる。指導に際しては、学生及び対象者の安全の確保を考慮し、また、実習施設の

看護の質を保証しながら、実習目標が達成できるよう配慮する。 

実習指導体制は、実習の内容及び実習場所に応じて引率指導と巡回指導の形態をと

る。引率指導は、１施設に教員 1～2 名を配置し、実習施設の実習指導者と協力して

指導を行う。巡回指導は、実習グループごとに教員１名を配置し、実習指導者と役割

分担し、連携をとりながら巡回して指導を行う。 

 

【資料 34】看護学実習計画表（案） 

 

（８）実習施設における指導者の配置計画 

学生への教育的な指導は教員が責任をもつが、各実習施設における入院患者や入所

者・来所者への直接的な関わりについては、実習指導者の責任のもとで協力を得なが

ら行う。医療機関の他、訪問看護ステーション、保健所・保健センター等の実習施設

においても、十分な臨床経験をもつ専門家が、指導者講習の受講者を中心とした実習

指導者、あるいは十分な臨床経験をもつ専門家が、実習指導者として教員と連携して

指導にあたる。実習指導者はベッドサイドでの看護の指導に責任を持つとともに、看

護師としてのロールモデルを示し、学生への動機付けを行う。 

 

   専任教員の実習計画を立てるにあたっては、教育研究に支障のないように工夫をし

ている。実習科目別の教員配置計画は、次のとおりとしている。 

 

専任教員の実習配置計画 

   各領域において、病院での実習は引率指導により行う。介護老人保健施設、保育所、

及び訪問看護ステーションでの実習並びに公衆衛生看護学実習は巡回指導の形を取る。

統合実習はすべて巡回指導の形を取る。なお、公衆衛生看護学は統合実習を行わない。

各実習施設へは自家用車で移動することが可能であり、教員用の駐車場が完備されて

いる。 

 

基礎看護学実習 

   基礎看護学実習Ⅰ（看護の場と対象）は 1単位・1 週間、基礎看護学実習Ⅱ（看護過

程）は 2単位・2週間の実習を、基礎看護学の授業科目が入っていない時期に集中的に

行う。どちらの実習も学生定員 80 名を 40 名ずつ 2 回に分け、指導する。朝日大学歯

学部附属村上記念病院で教授、助教の 2 名が 2 病棟（16 名）を担当し、岐阜県総合医

療センターで准教授、講師、助教の 3 名が 3 病棟（24 名）を担当する体制である。実

習補助要員として助手 1 名を配置予定であり、教授あるいは准教授の指導の下に指導

を行う。 

 

成人看護学実習 

成人看護学実習Ⅰ（急性期）及び成人看護学実習Ⅱ（慢性期）は、それぞれ 3 単位・
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3週間の実習を行う。教員 6名の体制で、急性期、慢性期の両方の指導が可能で、1 病

棟に学生 4名、1つの病院で 4病棟（学生 16名）に 3名の複数体制で教員を配置する。

2病棟を 1人の教員が担当すると、2人の教員で指導は可能であるが、もう 1名教員を

配置し調整している。 

3 年次後期の 9 月実習では、成人看護学実習Ⅰ（急性期）、成人看護学実習Ⅱ（慢性

期）は、3 名の教員が朝日大学歯学部附属村上記念病院の 4 病棟（学生 16 名）を、残

り 3名の教員がＪＡ岐阜厚生連揖斐厚生病院の 4病棟を担当する。 

10 月実習では、成人看護学実習Ⅰ（急性期）は、2 名の教員が松波総合病院の 2 病

棟（学生 8名）を、成人看護学実習Ⅱ（慢性期）は、1名の教員が関中央病院の 2病棟

（学生 8名）を担当する。残り 3名の教員が稲沢市民病院の 4病棟（学生 16名）で成

人看護学実習Ⅰ（急性期）と成人看護学実習Ⅱ（慢性期）を担当する。 

11月実習は、3名の教員がＪＡ岐阜厚生連西美濃厚生病院の 4病棟（学生 16名）を、

残り 3名の教員がＪＡ岐阜厚生連揖斐厚生病院の 4病棟（学生 16名）を担当する。 

1 月実習は、1 名の教員が関中央病院の 1 病棟（学生 8 名）を、2 名の教員が松波総

合病院の 2 病棟（学生 8 名）を、3 名の教員が稲沢市民病院の 4 病棟（学生 16名）を

担当する。 

4年次前期の 5月実習は、3名の教員がＪＡ岐阜厚生連西美濃厚生病院の 4病棟（学

生 16 名）を、残り 3 名の教員が朝日大学歯学部附属村上記念病院の 4 病棟（学生 16

名）を担当する。 

 

老年看護学実習 

   老年看護実習は、3年次後期から 4年次前期まで、4つの介護老人保健施設で 4単位・

4 週間の実習を行う。巡回指導の形を取るが、カンファレンスは毎日、施設で実施し、

教員が参加する。1施設で学生 4名が実習し、4施設を教授、准教授、講師の 3名が担

当する。なお、実習補助要員として助手 2 名を配置予定であり、教授あるいは准教授

の指導の下に指導を行う。 

 

母性看護学実習 

母性看護学実習は、2 単位・2 週間の実習を行う。2 病院あるいは 1 病院 2 病棟で学

生 4 名ずつ（計 8 名）を、教授、准教授、助教の 3 名が担当する。常時 2 名の教員が

指導にあたる。実習は 2週間ずつ進行し、時期と施設が重ならないようにしている。 

3 年次後期の 9 月実習は、1 名の教員が岩砂病院・岩砂マタニティを、1 名の教員が

操レデイスホスピタルを担当する。 

10 月実習は、3 名の教員がＪＡ岐阜厚生連中濃厚生病院、木沢記念病院で学生 8 名

を担当する。 

11 月、12 月、1 月及び 4 年次前期の 5 月は、3 名の教員が一宮市立市民病院の産科

病棟 2 か所（学生 8 名）及び松波総合病院の産科病棟 2 か所を担当する。なお、実習

補助要員として助手 1 名を配置予定であり、教授あるいは准教授の指導の下に指導を

行う。 
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小児看護学実習 

   小児看護学実習は、2単位・2週間の実習を行う。准教授、講師が担当し、学生 8名

を 4名ずつに分け、1週間ずつ、病院実習、保育所実習を実施する。病院実習は 1つの

病院で実施し、引率指導の形で行い、講師が担当する。保育所は 1 か所の巡回指導を

准教授が担当する。保育所はすべて大学に近く、車で 10分以内の瑞穂市立保育所で実

習する。なお、実習補助要員として助手 1 名を配置予定であり、病院実習を担当し、

准教授あるいは講師の指導の下で指導を行う。 

 

精神看護学実習 

    精神看護学実習は、2 単位・2 週間の実習を行う。1 つの病院で 2 病棟、学生 8 名が

実習し、教授、助教の 2名が担当する。1病院に 1名の教員が担当するため、他の 1名

は補助的な役割を担う。なお、実習補助要員として 1 名の助手を配置予定であり、教

授の指導の下で指導を行う。 

 

在宅看護実習 

   在宅看護実習は、2 単位・1 週間の実習を行う。学生 8 名が 2 名ずつ、4 つの訪問看

護ステーションで実習し、2名の講師が巡回指導を行う。教員が大学で授業のある曜日

は、時間を調整し担当する。 

 

公衆衛生看護学実習 

   4 年次前期、集中講義の終了後、学生 15 名が 5 単位・5 週間の実習を行う。すべて

の実習が巡回指導で、3名の教員が担当する。実習は 1週間ずつ、学校、病院、保健所、

保健センターで実習し、総合健診センターと地域包括支援センターはどちらかを選択

する。公衆衛生看護学関係の講義終了後に実習を開始するため、実習と学内授業の重

なりはない。なお、統合実習は実施しない。 

 

（９）成績評価体制及び単位認定方法 

実習の成績評価は、実習指導を行った教員が、出席状況、実習内容、実習記録、実

習態度、学生面接等によって総合的評価をして、最終的には実習科目責任者が単位認

定を行う。 
 

（10）実習先が遠隔地などの場合は，その意義や巡回指導計画上などの配慮 

実習施設は、岐阜市、大垣市など大学がある瑞穂市周辺の施設を中心に確保してお

り、大学からの交通の利便性も考慮した立地にある。また、「公衆衛生看護学実習｣を

選択する学生の実習施設については、地元である瑞穂市の全面的な協力を得て、瑞穂

市内の保健センター、地域包括支援センター、瑞穂市立の小学校・中学校などにおい

て実習を行う予定である。 

なお、実習科目によっては、岐阜県内の遠隔地又は愛知県内の施設で実習を行う場

合がある。 遠隔地における実習は、原則として巡回指導を行う。担当教員は、事前事

後の打ち合わせや実習期間中の学習支援に関して、実習施設や実習指導者との連絡を

- 50 - 



密にとり、実習が円滑に進むように努める。また、学生の実習及び生活の指導につい

ては、電話やメール等を活用して定期的に連絡がとれるようにする。非常時には、実

習科目責任者が対応する。 

 

（11）事故防止・個人情報保護への対応 

実習において、学生はケアの対象者である利用者の医療記録・看護記録などに触れ

る。また、これらの情報と学生自身の実践とを通じて看護学実習に関わる情報を得て、

実習記録を作成する。教員は、学生のこれらの情報の取り扱い等について十分に指導

することが必要となる。平成 17 年 4 月に「個人情報の保護に関する法律」が施行さ

れ、個人情報をよりいっそう慎重に取り扱うことが求められている。学生には、日本

看護協会が提示する｢看護者の倫理綱領｣についても十分に理解した上で、職業上の倫

理をふまえた実践が求められる。 

実習の安全対策に関しては、ガイドラインを作成し、医療安全の推進、学生の安全

確保に努めるとともに、事故発生時にはすみやかに対応ができるようにする。 

 

  【資料 35】実習における個人情報の取り扱いに関する基本方針 

【資料 36】実習中のインシデント・アクシデント発生時の対応マニュアル 

 

 

14 管理運営 

 

（１）教学面における管理運営の体制 

   本法人及び本法人が設置する学校等の管理運営の基本に関する事項を定めることを

目的に「学校法人朝日大学管理運営基本規則」を制定し、この規則に基づき本法人及

び大学等の管理・運営を行っている。 

学長は、本学の建学の精神の具現化、教育目標の達成のため、学長企画運営会議に

おいて、学部長等と協議の上、大学の教学に関する運営の基本方針を策定し、また、

総合審議会において教授会その他の学内諸機関に対し、学長としての大学運営に関す

る基本方針を伝えるとともに教授会等の意見を徴することとしている。 

 
（２）教授会 

   保健医療学部看護学科の教育目的を具現化し、教育研究活動を推進していくために

は、学部長及び学科長のリーダーシップが発揮できる学部・学科の管理運営体制の構

築が重要となる。教学面における管理運営を行うにあたっては、本学学則第 53条第１

項に「本大学の各学部に教授会を置く。」と規定しており、学部運営に関する重要な

事項を審議するため、保健医療学部に教授会を置く。教授会は、学部長及び学部の専

任の教授をもって組織し、学部長が招集しその議長となる。教授会構成員について

は、教授会が必要と認めたときは、専任の准教授、講師及び助教を加えることがで

きるとしている。（ただし、教育職員の採用、昇任に係る資格審査及び退職の申し

出に関する事項を除く。） 
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教授会は、原則として毎月 1回開催するとしているが、学部長は、必要がある場合、

臨時に教授会を招集することができるとし、また、教授会構成員の 3 分の 1 以上の要

求があるときは、学部長は教授会を招集しなければならないとしている。また、学長

及び副学長は、教授会に出席して説明しまた意見を述べることができるとしている。

教授会の審議事項は次のとおりとしている。 

① 学生の入学、進級、転学、転学部、休学、復学、退学及び卒業に関する事項 

② 教育課程及び授業に関する事項 

③ 学生の試験に関する事項 

④ 学生の指導、厚生及び賞罰に関する事項 

⑤ 教学関係の規程の制定、改廃に関する事項 

⑥ 教育職員の採用、昇任に係る資格審査及び退職の申し出に関する事項 

⑦ 予算の運営に関する事項 

⑧ その他、教学に関する重要事項 

 

   以上の内容を含め、保健医療学部教授会に関して必要な事項は、保健医療学部開設

時に制定する「朝日大学保健医療学部教授会規程」に規定する。 

 

（３）各種委員会 

   教授会は、学部運営において、学部の教育・研究や学生生活に関する事項を調整、

検討する際に、必要に応じ、教授会の下部組織として委員会を設置することとしてい

る。教務委員会及び学生生活委員会などの各種委員会は、当該委員会規程に規定され

る審議事項や教授会からの付託事項等について、専門的かつ実質的な検討を行い、そ

の結果を教授会に報告又は審議事項として上程する。各種委員会は、学部の専任の教

授、准教授、講師及び助教で構成される。 

   また、全学の委員会については、教授会において選任された委員が、それぞれの委

員会において、全学的に調整・検討が必要な事項について、他学部との調整等を行う

こともある。 

 

 

15 自己点検・評価 

 

平成 3（1991）年の大学設置基準の改正を機に、本学の建学の精神をより一層具現化し、

教育、研究の活性化・高度化を図るため、学長の諮問機関として「朝日大学教育改善検

討委員会」を設置（平成 3(1991)年 7 月）、その答申を受け、平成 4(1992)年 6 月には、

学長の諮問機関として「朝日大学自己点検・評価検討委員会」を設置した。更に同委員

会の答申を受け、平成 5(1993)年には「朝日大学全学自己点検・評価実施委員会」を設置

するとともに、各学部及び大学院各研究科等に、それぞれ自己点検・評価実施委員会を

設置した。 

 

「朝日大学全学自己点検・評価実施委員会」は、学長を委員長とし、副学長、事務局 
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長、各学部長、教職課程センター長、事務局から推薦された 1 人及び委員長が特に必要

と認めた者で構成している。 

平成 3(1991)年に「朝日大学教育改善検討委員会」を設置して以降、本学の建学の精神

をより一層具現化し、教育、研究の活性化・高度化を図るため、教育研究活動等の状況

について点検及び評価を行っている。平成 6(1994)年、平成 15（2003）年、平成 20(2008)

年に自己点検・評価を実施し、その結果を「自己点検・評価実施報告書」として取り纏

め学内外に公開した。これらの自己点検・評価に加え、平成 11(2009)年には財団法人大

学基準協会の相互評価を受審し「大学基準適合認定証」の交付を受け、その際の報告書

を学内外に公開した。 

また、大学の点検・評価にかかる学校教育法の改正により、それまで努力義務であっ

た自己点検・評価の実施に加え、認証評価機関による審査を７年以内ごとに受けること

が義務化されたことを受けて、平成 21（2009）年には財団法人日本高等教育評価機構に

よる大学機関別認証評価を受審し「大学基準に適合していると認定」された。その際の

「自己評価報告書（本編）及び当該機関が作成した「平成 21年度大学機関別認証評価評

価報告書」は、本学ホームページに掲載し、学内外へ広く公表した。 

  以上のとおり、平成3（1991）年に大学設置基準が改正され、自己点検・評価が努力義

務とされて以降、本学自己点検・評価を6回にわたって実施してきた。 

 

【資料37】朝日大学全学自己点検・評価実施委員会規程 

 

 

16 情報の公表 

 

  学校教育法第 113 条、大学設置基準第 2 条などに基づいて、大学は教育研究活動等の

状況を積極的に公開していくこととされている。また、平成 23年 4月には学校教育法施

行規則の改正により、教育研究活動等の状況を公表することが義務化された。これに基

づき本学は、公表すべき教育研究活動等の状況をホームページに掲載している。大学が

その教育情報を公表することは、公的な教育機関として重要な使命であり、教育の質の

向上といった観点からも望まれることから、個人情報の保護に配慮しながら、積極的に

情報を提供している。 

 

（１）教育情報の公表 

   教育情報について、次の項目をホームページで公表している。 

 

１）大学の教育研究上の目的 

   ① 建学の精神 http://www.asahi-u.ac.jp/inf/f_kengaku.html 
   ② 大学の使命・目的 http://www.asahi-u.ac.jp/inf/f_shimei.html 
   ③ 学部および学科の目的 
     ・法学部 http://www.asahi-u.ac.jp/dpt/f_lw.html#mission 
     ・経営学部 http://www.asahi-u.ac.jp/dpt/f_mg.html#mission 
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     ・歯学部 http://www.asahi-u.ac.jp/dpt/f_dn.html#mission 
   ④ 大学院各研究科の目的 
     ・大学院法学研究科 http://www.asahi-u.ac.jp/dpt/f_gr_lw.html 
     ・大学院経営学研究科 http://www.asahi-u.ac.jp/dpt/f_gr_mg.html 
     ・大学院歯学研究科 http://www.asahi-u.ac.jp/dpt/f_gr_dn.html 
   ⑤ 教職課程の目的 http://www.asahi-u.ac.jp/edc/f_toku.html 
   ⑥ 留学生別科の目的 http://www.asahi-u.ac.jp/ryugaku/beka.html 
 

２）教育研究上の基本組織に関すること 

   ① 組織図 http://www.asahi-u.ac.jp/inf/f_soshiki.html 
 

３）教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位および業績に関すること 

   ① 教員数（所属、職名、年齢構成、性別）および設置基準上必要な教員数 
http://www.asahi-u.ac.jp/inf/f_kyouin.html 

   ② 専任教員一人当たりの学生数 
http://www.asahi-u.ac.jp/inf/f_kyouin.html 

   ③ 専任教員と非常勤講師の比率 
http://www.asahi-u.ac.jp/inf/f_kyouin.html 

   ④ 教員名簿 
     ・法学部法学科 http://www.asahi-u.ac.jp/dpt/f_lw_kyouin.html 
     ・経営学部経営学科 http://www.asahi-u.ac.jp/dpt/f_mg_ke_kyouin.html 
     ・経営学部経営情報学科 http://www.asahi-u.ac.jp/dpt/f_mg_jo_kyouin.html 
     ・経営学部ビジネス企画学科 
       http://www.asahi-u.ac.jp/dpt/f_mg_ki_kyouin.html 
     ・歯学部歯学科 http://www.asahi-u.ac.jp/dpt/f_dn_kyouin.html 
     ・教職課程センター http://www.asahi-u.ac.jp/edc/f_kyouin.html 
     ・大学院法学研究科 http://www.asahi-u.ac.jp/dpt/f_gr_lw_ken.html 
     ・大学院経営学研究科 http://www.asahi-u.ac.jp/dpt/f_gr_mg_ken.html 
     ・大学院歯学研究科 http://www.asahi-u.ac.jp/dpt/f_gr_dn_ken.html 
     ・留学生別科 http://www.asahi-u.ac.jp/ryugaku/staff.html 

⑤ 研究業績等データベース 
・法学部 http://www.asahi-u.ac.jp/inf/gyouseki/02.html 

   ・経営学部 http://www.asahi-u.ac.jp/inf/gyouseki/030405.html  
     ・歯学部 http://www.asahi-u.ac.jp/inf/gyouseki/06.html 
     ・教職課程センター http://www.asahi-u.ac.jp/inf/gyouseki/07.html 
 

４）入学者に関する受入方針および入学者の数、収容定員および在学する学生の数、

卒業又は修了した者の数並びに進学者および就職者数その他進学および就職等の

状況に関すること 
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① 入学者受入方針（アドミッションポリシー） 
     ・法学部 http://www.asahi-u.ac.jp/dpt/f_lw.html#policy 
     ・経営学部 http://www.asahi-u.ac.jp/dpt/f_mg.html#policy 
     ・歯学部 http://www.asahi-u.ac.jp/dpt/f_dn.html#policy 
     ・大学院法学研究科 http://www.asahi-u.ac.jp/dpt/f_gr_lw.html#policy 
     ・大学院経営学研究科 http://www.asahi-u.ac.jp/dpt/f_gr_mg.html#policy 
     ・大学院歯学研究科 http://www.asahi-u.ac.jp/dpt/f_gr_dn.html#policy 
     ・留学生別科 http://www.asahi-u.ac.jp/ryugaku/beka.html 
   ② 収容定員および在籍者数 
     ・学部学科別 http://www.asahi-u.ac.jp/inf/f_zaiseki.html#gakubu 
     ・大学院研究科別 http://www.asahi-u.ac.jp/inf/f_zaiseki.html#gakubu 
     ・留学生別科 http://www.asahi-u.ac.jp/inf/f_zaiseki.html#gakubu 

③ 入学試験の志願者数、入学者数 
http://www.asahi-u.ac.jp/inf/f_applicant.html 

④ 卒業・修了者数および学位授与者数 
  ・学部学科別 http://www.asahi-u.ac.jp/inf/f_gakui.html#gakubu 
  ・大学院研究科別 http://www.asahi-u.ac.jp/inf/f_gakui.html#gakubu 
  ・留学生別科 http://www.asahi-u.ac.jp/inf/f_gakui.html#gakubu 
⑤ 就職者数および進学者数 http://www.asahi-u.ac.jp/inf/f_course.html 
⑥ 卒業生の主な就職先 http://gaku-jim.asahi-u.ac.jp/syusyoku/itiran.html 

 
５）授業科目、授業の方法および内容並びに年間の授業の計画に関すること 

   ① 教育課程の編成・実施方法（カリキュラムポリシー） 
     ・法学部 http://www.asahi-u.ac.jp/dpt/f_lw.html#curriculum 
     ・経営学部 http://www.asahi-u.ac.jp/dpt/f_mg.html#curriculum 
     ・歯学部 http://www.asahi-u.ac.jp/dpt/f_dn.html#curriculum 
     ・大学院法学研究科 http://www.asahi-u.ac.jp/dpt/f_gr_lw.html#curriculum 
     ・大学院経営学研究科 

 http://www.asahi-u.ac.jp/dpt/f_gr_mg.html#curriculum 
     ・大学院歯学研究科 http://www.asahi-u.ac.jp/dpt/f_gr_dn.html#curriculum 
     ・留学生別科 http://www.asahi-u.ac.jp/ryugaku/kyoiku.html 
   ② カリキュラム 
     ・法学部法学科 http://www.asahi-u.ac.jp/dpt/f_lw_curri.html 
     ・経営学部経営学科 http://www.asahi-u.ac.jp/dpt/f_mg_ke_curri.html 
     ・経営学部経営情報学科 http://www.asahi-u.ac.jp/dpt/f_mg_jo_curri.html 
     ・経営学部ビジネス企画学科 
       http://www.asahi-u.ac.jp/dpt/f_mg_ki_curri.html 
     ・歯学部歯学科 http://www.asahi-u.ac.jp/dpt/f_dn_curri.html 
     ・大学院法学研究科 http://www.asahi-u.ac.jp/dpt/f_gr_lw_ken.html 
     ・大学院経営学研究科 http://www.asahi-u.ac.jp/dpt/f_gr_mg_ken.html 
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     ・大学院歯学研究科 http://www.asahi-u.ac.jp/dpt/f_gr_dn_ken.html 
     ・留学生別科 http://www.asahi-u.ac.jp/ryugaku/kyoiku.html#curriculum 
   ③ シラバス 

・法学部 http://www.asahi-u.ac.jp/ryugaku/kyoiku.html#curriculum 
     ・経営学部 http://www.asahi-u.ac.jp/ryugaku/kyoiku.html#curriculum 
     ・歯学部 http://www.asahi-u.ac.jp/dpt/f_dn_sylabus.html 
     ・大学院法学研究科 
       http://gakuji2.asahi-u.ac.jp/sylabus/houken/book/index.html#page=1 
     ・大学院経営学研究科 
       http://gakuji2.asahi-u.ac.jp/sylabus/keieiken/book/index.html#page=1 
     ・大学院歯学研究科  
       http://gakuji1.asahi-u.ac.jp/dent/sylabus/sylabus-Graduate.pdf 
     ・教職課程センター 

 http://www.asahi-u.ac.jp/ryugaku/kyoiku.html#curriculum 
     ・留学生別科 http://www.asahi-u.ac.jp/ryugaku/kyoiku.html#sylabus 
   ④ 教職課程の実施方針 http://www.asahi-u.ac.jp/edc/f_edc.html 
 

６）学修の成果に係る評価および卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること 

   ① 学部の学位授与方針（デプロマポリシー） 
・法学部 http://www.asahi-u.ac.jp/dpt/f_lw.html#diploma 

     ・経営学部 http://www.asahi-u.ac.jp/dpt/f_mg.html#diploma 
     ・歯学部 http://www.asahi-u.ac.jp/dpt/f_dn.html#diploma 
   ② 大学院の学位授与方針（デプロマポリシー） 
     ・大学院法学研究科 http://www.asahi-u.ac.jp/dpt/f_gr_lw.html#diploma 
     ・大学院経営学研究科 http://www.asahi-u.ac.jp/dpt/f_gr_mg.html#diploma 
     ・大学院歯学研究科 http://www.asahi-u.ac.jp/dpt/f_gr_dn.html#diploma 
   ③ 留学生別科の修了要件 http://www.asahi-u.ac.jp/ryugaku/beka.html 
 

７）校地・校舎等の施設および設備その他学生の教育研究環境に関すること 

   ① 施設紹介 http://www.asahi-u.ac.jp/inf/f_shisetsu.html 
② 図書館 http://library.asahi-u.ac.jp/ 
③ 附属病院 http://www.asahi-u.ac.jp/asahi-hosp/ 
④ 附属村上記念病院 http://www.murakami.asahi-u.ac.jp/ 
⑤ ＰＤＩ岐阜歯科診療所 http://www.asahi-pdi.com/ 
⑥ 健康管理センター http://www.asahi-u.ac.jp/inf/f_kenkou.html 
⑦ 交通アクセス http://www.asahi-u.ac.jp/inf/f_koutsu.html 

 
８）授業料、入学料その他大学が徴収する費用に関すること 

   ① 入学金・学費等の諸費用 
・法学部 http://nyuusi5.asahi-u.ac.jp/f-lb-gakuhi.htm 
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     ・経営学部 http://nyuusi5.asahi-u.ac.jp/f-lb-gakuhi.htm 
     ・歯学部 http://nyuusi5.asahi-u.ac.jp/f-d-gakuhi.html 
     ・大学院法学研究科 http://www.asahi-u.ac.jp/dpt/f_gr_lw_gakuhi.html 
     ・大学院経営学研究科 http://www.asahi-u.ac.jp/dpt/f_gr_mg_gakuhi.html 
     ・大学院歯学研究科 http://www.asahi-u.ac.jp/dpt/f_gr_dn_gakuhi.html 
     ・留学生別科 http://www.asahi-u.ac.jp/ryugaku/beka.html 
 

９）大学が行う学生の修学、進路選択および心身の健康等に係る支援に関すること 

   ① 修学・進路選択に係る支援 
     ・修学支援奨学金 http://nyuusi5.asahi-u.ac.jp/s-syugaku.html 
     ・学業奨励奨学金 http://nyuusi5.asahi-u.ac.jp/s-gakugyou.html 
     ・スポーツ奨励奨学金 http://nyuusi5.asahi-u.ac.jp/s-sports.html 
     ・学資借入奨学金制度 http://nyuusi5.asahi-u.ac.jp/f-kariire.html 
     ・国際交流支援制度 http://nyuusi5.asahi-u.ac.jp/f-kokusai.html 
     ・資格取得支援制度 http://nyuusi5.asahi-u.ac.jp/f-sikakusyougaku.html 
     ・就職支援サポート  
      http://gaku-jim.asahi-u.ac.jp/es/student/schedule/pdf/syusyokushidou.pdf 
   ② 健康管理センター http://www.asahi-u.ac.jp/inf/f_kenkou.html 
   ③ 診療費補助制度  http://nyuusi5.asahi-u.ac.jp/f-sinryo.html 
 

10）その他 

   ① 認証評価の結果 http://www.asahi-u.ac.jp/inf/f_ninsyou.html 
 

（２）財務情報の公表 

   財務情報の公表については、平成16年文部科学省高等教育局私学部長通知に従い本

学ホームページ等により次の項目について公表している。 

① 事業報告 http://www.asahi-u.ac.jp/inf/f_jigyou.html 
② 決算の概要 http://www.asahi-u.ac.jp/inf/f_jigyou.html 

資金収支計算書、消費収支計算書、貸借対照表、収益事業明細、主な収入支

出等、監査報告書 

③ 財務の推移 http://www.asahi-u.ac.jp/inf/f_jigyou.html  

資金収支計算書、消費収支計算書、貸借対照表 

 

 

17 授業内容方法の改善を図るための組織的な取組 

 

（１）全学的対応 

   本学では、授業の内容及び方法の改善を図るために平成 12（2000）年度からＦＤ活

動推進委員会を設置し、当該委員会の立案に基づいて次のとおり組織的な研修及び研

究等を実施している。 
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１）学生による授業理解度調査 

    平成 11（1999）年度から原則として全ての授業科目で実施し、分析結果の報告書

を作成の上、これを公表し、授業の内容及び方法の改善等に努めている。 

    なお、教員ごとの分析結果をそれぞれフィードバックし、授業の内容及び方法の

改善等に努めている。 

 

２）教員による相互授業参観 

    平成 17（2005）年度から実施している。各授業の参観終了後に当該授業方法に対

する意見・情報交換の場を設けている。 

 

３）ＦＤ教員研修会 

    平成 14（2002）年度から年間２回程度、学内者又は学外者を講師として開催し、

授業の内容及び方法の改善等に努めている。 

 

（２）学部ごとの対応 

   各学部等における特色あるＦＤ活動を組織的に推進するために各学部等にそれぞれ

ＦＤ委員会を設置し、次のとおり活動を展開している。 

 

１）法学部独自の対応 

    法学部では、平成 16（2004）年度から、年間５～６回程度のＦＤワークショップ

を開催し、また、他大学が開催する先進的なＦＤセミナーに参加し、授業方法の改

善方策などについて研究している。 

 

２）経営学部独自の対応 

    経営学部では、学部開設当初から年間１～２回教育方法研究会を開催し、各学科

に共通する問題、授業に関する個別課題等について意見や情報交換を行っている。

また、経営学部では平成 16（2004）年度から年間７～８回程度授業改善のためのラ

ンチタイム・ミーティングを開催し、相互授業参観結果の討議、授業の進め方など

について検討を行っている。 

 

３）歯学部独自の対応 

    歯学部では、平成 20（2008）年度から毎年、教育推進ワークショップを開催し、

相互授業参観及び学部独自のＦＤ研修会と併せて授業改善に努めている。 

 

 

18 社会的・職業的自立に関する指導等及び体制 

 

   本学は、「学生一人ひとりの就職を、全力で応援します。」を基本方針として、法

学部・経営学部の学生を対象として就職支援を行っている。 

1 年次には、学生自身に将来の自分像をイメージさせるため、就職模擬試験の実施、
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企業トップによる講演会の開催等により、自分の特性や個性を知り、将来どんな職業

に就きたいのかを再確認させる。 

2年次には、学生が就職にあたって、自分に必要なものを探るため、早期就職ガイダ

ンス、早期インターンシップ、企業見学ツアー、業界研究会、就職試験対策講座等に

より、社会や企業のニーズを知り、それぞれの学生に必要な要素を具体化させる。 

3年次～4 年次には、学生が就職を志望する企業を知り、採用試験対策を踏まえた就

職ガイダンス、インターンシップ、就職セミナー、個人面談、自己ＰＲ指導、模擬面

接合宿等の実践的プログラムにより、内定にいたるまで、きめ細かな個別サポートを

行う。 

 

   保健医療学部看護学科の学生は、卒業後に大学院等へ進学する者以外については、

医療現場における看護職を目指す者がほとんどである。社会に出てからは、看護師、

保健師の職に就くことになり、学生の職業に対する意識は高いものがある。 

   しかし、学生が看護職を目指す動機や目的は、学生によって様々である。また、入

学後の間もない時期においては、看護職に対する不安や適応能力に自信が持てない学

生も多い。 

   本学では、建学の精神、また看護学科の教育目的に則し、学生が社会人としてより

相応しい勤労意識を持ち、社会に適応・進歩できるように、早期に動機付けとしての

キャリア教育の支援を行う。具体的には、1年次に開講する「基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ」

において、看護職として豊富な経験を持っている専任教員などが、看護職員として、

また社会人としてあるべき職業意識について、教員自身の経験などを踏まえた指導を

行う。また、保健・医療・福祉業務に携わっている本学歯学部附属病院・同歯学部附

属村上記念病院の経験豊富な看護職員等による研修を予定している。これらの指導に

より、看護職員に求められるスキルや社会人として自分らしい生き方の主体的な見出

し方を学生自身に体得させていく。 
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